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は　し　が　き

　21世紀への入り口に立つ今日、これまでの学校教育の成果を引き継ぎな

がら、きたるべき時代と社会における学校教育の在り方を展望することが緊

要の課題となっている。また、変化する杜会を生きる子供たちに求められる

資質や能力を明確にし、それを具現化する教育内容の在り方について、中長

期的な視野から検討することも重要な課題といえる。

　本調査研究はこのような問題関心から、教育内容編成の具体的な形態とし

ての教科等の構成や開発について、本研究所の共同研究として平成9年度か

ら進めてきた研究である。

　本調査研究のねらいは、我が国における教育課程の研究開発動向やその歴

史的変遷、諸外国における教育課程の動向、及び各教科等のカリキュラムの

改善等について調査研究を行うことにより、将来における教科等の構成の在

り方を検討するための基礎的な資料を得ることにある。このねらいを実現す

るため、（1）教育課程の改善と開発に関する研究、（2）各教科等のカリキュ

ラムの改善に関する研究、（3）教育課程の開発動向や実施状況等の調査分析

の三つの研究課題を設けて、研究を進めてきた。

　この報告書は、研究課題（2）の各教科等のカリキュラムに関する研究のう

ち、理科の諸外国における動向を整理したものである。

　本研究の成果が、今後教科等の構成の在り方を検討する際の基礎資料とし

て、また各教科等のカリキュラムの改善のための資料として生かされること

を願うものである。

平成13年3月

国立教育政策研究所長

　　　富 岡　賢 治
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「教科等の構成と開発に関する調査研究」の概要

1.　研究の目的

　　小学校・中学校及び高等学校における教科等の構成や各教科等のカリキュラムの課題

を把握するとともに、我が国における教科構成の歴史的変遷や諸外国のカリキュラム構

成の動向等について調査・分析することによって、今後における教育課程0）’改善並びに

将来における教科等の構成の在り方に関する基礎資料を得ることを目的とする。

2．研究課題

　ア.　教育課程の改善と開発に関する研究

　　　幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教育課程の接続と構成の在り方、及び教育内

　　容の「総合」的編成の原理と意義、その特質等について検討するため、我が国及び諸

　　外国における教育課程の歴史的変遷と現状、文部省研究開発学校における研究開発内

　　容などに関する調査・分析を行う。

 イ.　各教科等のカリキュラムの改善に関する研究

　　　教育課程における各教科奪の役割やその内容構成の在り方等について検討するため、

　　我が国及び諸外国における各教科等のカリキュラムの歴史的変遷及び動向等に関する

　　調査・分析を行う。

　ウ.　教育課程の開発動向や実施状況等の調査分析

　　　教育課程の開発動向や教育課程の実施上の課題を把握するため、小・中・高等学校

　　における教育課程編成に関する資料を収集し分析する。

3．調査研究に関わる組織 （所属・職名は平成13年3月現在）
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　　　イ　ギ　リ　ス

－新しい科学教育を目指して－

　　　磯崎　哲夫

広島大学教育学部

はじめに

　本報告では，まず，制度的な面として，現政権であるBlair，T．労働党政権の教育政策に

ついて概観する。次に，Thatcher，M．保守党政権が導入し，その後継承されているナショナ

ル・カリキュラム（National Curriculum：以下NC）の概要と特色について明らかにする。ち

なみに，両政権の教育政策の目標は，教育水準の向上であるが，その施策には違いが認め

られる。次に，このような教育政策のもとにおける理科教師の実態や，子どもや保護者は

科学教育をどのように見ているかに関する調査報告書を分析する。最後に，イギリスの著

名な科学教育研究者達の作成による21世紀に向けての勧告を紹介し，わが国への示唆（理

科教育改革におけるポイント）について述べる。

　なお，本報告では，science education は科学教育と訳出した。ただ，第6章においてはわ

が国を対象とした内容であるので，理科教育とした。science は明らかに自然科学を指して

いる場合は科学とし，学校教育の文脈において使われている場合は，場合は科学（理科）

と訳出した。また，慣例的にscience curriculum は理科カリキュラムに，science　teacherは理

科教師と訳出した。

1　学校制度と教育課程の規準の概要

　（1） 学校制度

　現在のイギリス（この報告書では，イングランドとウェールズを指している。）におけ

る学校制度（今回は，初等中等教育に限る）は，以下の通りである。

　就学前教育：Nursery schoo1（2歳から5歳），Nursery　classes　within　primary　schools（3歳

　　　　　　　から5歳），Recception classes（就学前以前の子どもを対象）

　初等教育：Infants　schools（5歳から7歳），Junior　schools（7歳から11歳），Combined junior

　　　　　　and infants schools（最も一般的）

中等教育：3分岐学校（Grammar，Secondary modern，Technical schools），Comprehensive

　　　　　　schools，Middle deemed secondary schools 以上が公立（営）学校である。

　　　　　　この他に公教育制度（maintained　education　system）とは別の学校としてPublic

　　　　　　schools などの私立学校がある。

　ところで，これら各種中等学校の生徒数の比率　1）を，1971年と1991年の統計について

見てみよう。

1971年：Grammar：18％，Secondary modern：37％，Technical and other：7％，Comprehensive：36％，

－1－



　　　　　　 Middle deemed secondary:2%
　 １９９１年：Grammar: 5%,Technical and other: 5%, Comprehensibe: 84%, Middle deemed secondary
　　　　　　 ５％
　　 １９７０年代の労働政権は，中等学校の総合制化を進めてきた結果，ここに見られるよう
　 に２０年の間に総合制中等学校（comprehensive secondary school）が急速に増加し主流となっ
　 ている。後述するように，現在のBlair, T.労働政権は，この中等学校の総合制化を容認し
　 ながらも新しい道を模索し始めていることは指摘しておかねばならないであろう。
　　 以上の公立（営）学校，いわゆる，公費維持学校（maintained schools）には，その設置
　 ・維持形態の違いにより，地方教育当局（Local Education Authority）が設置・維持する
　country schools, 有志団体立学校と訳されるvoluntary controlled schools, 有志団体立補助学校
　　と訳されるvoluntary aided schools, 特別協定学校と訳されるspecial agreement schools,国から
　　直接補助金を受ける国庫補助学校（grant maintained schools）がある。なお，１９９８年の法律
　　により，country schools は，community schools に，国庫補助学校は foundation schools に変更
　　となった。
　　　（２）２１世紀に向けた教育政策とその方向性一&quot;Excellence in schools の目指すもの
　　　現在の労働党政権の Blair, T.首相は，'Education, Education and Education'と，教育が政府の
　政策の中心課題であることを内外に表明した。この言葉が端的に示しているように，"New
　Labour'を標傍するBlair, T.労働党政権は，２１世紀のグローバル社会における最も有効な手
　段として，教育への投資が有用であると考えている，と言えるであろう。
　　労働党政権は，１９９７年に５年後（2002年）までの教育政策を示した&quot;Excellenc in schools&quot;
　を公表した。その中に，政権としての次のような基本的な考え方が表明されている。
　　　教育は，すべてのものに機会と公正さを提供し，ダイナミックかつ生産的社会を創造
　　する鍵である。それ（教育）こそが，政府の最優先事項である。政府は，われわれと情
　　熱と感覚を共有するすべての人達と，緊急課題であるより高い教育水準の達成に向けて
　　努力する。
　　そのため，それを実行するための６つの原理が示された。
　　１．教育は政府の最重要関心事である。
　　２．政策は，少数のものにではなく大多数の利益になるようデザインされる。
　　３．その焦点は，教育構造ではなく，教育水準におかれる。
　　４．干渉は，成功を妨げるものである。
　　５．その達成のために許容されるものはない。
　　６．政府は，教育水準向上を委ねるすべての人々とパートナーシップを持ち行動する。
　　さらに，具体的達成については，以下のように示されている。（波線は筆者による）
　　・すべての子ども達が，少人数クラスにより，就学前教育や初等学校における良き指導
　　のもとで，基礎的なリテラシー （literacy）と数量的思考能力（numeracy)を獲得すべき
　　である。
　　・すべての学校が，中央政府や地方政府からのバランスのとれたプレッシャーと支援を
　　得，最も良き実践を行い，自分達の学校の教育水準向上に向けて取り組み，そのことに
　　対して責任を負うべきである。
　　 －２－



・政府は，子ども達には異なる学習進度があり，また異なる能力を有していることを認

識しているので，新しい世紀に向けて中等教育を近代化しなければならない。

・政府は，教師に対して新しい取り扱いを通して教授の質を高めなければならない。も

ちろん，それには，良き教授リーダーシップのための支援に合った成功へのプレッシ

ャーがある。

・保護者とローカル・コミュニティーは、十分かつ効果的に子ども達の教育に関与すべ

　きである。

　・政府は，より高い教育水準達成という共通の目標に向かって，学校がともに行動を起

　こすことを支援するために，地方レベルで効果的パートナーシップを発展させなけれ

　ぱならない。

　さて, "Excellence in school"には多くの教育政策が示されているが，ここでは以上のこと

から，少なくとも次のようなことが指摘できるであろう。

　まず、教育の根幹として初等教育を重視し、その中でも英語（literacy）と数学（numeracy）

といった基礎学力の向上がねらいとされている。このため，政府は英語や数学の基礎学力

向上のためのプロジェクトを実施しているが，科学教育においても言語能力としてのリテ

ラシーと数量的思考能力が重視されている。

　次に，中等学校の多様化がねらいとされている。Blair，T．労働党政権以前の1960・70年

代の労働党政権では，先にも指適したように，3分岐制の中等学校に対して総合制中等学

校の拡大を進めてきた。それが，保守党政権下の統計では84％となっている。Blair，T．労

働党政権は，総合制中等教育となった現状は必ずしも生徒の多様性や一人ひとりのニーズ

に対応できておらず，教育水準向上にとっては効果的ではないと認識し，教科ごとの能力

　進度別編成による教科指導を行うべきという考えを表明し，より個々の生徒の能力やニ

ーズにあった教育の実現を目指している。また，前政権が導入した特定分野を重視する

’Specialist　schoo1s：city　technology　colleges，technology　colleges　and language　colleges，sports　colleges

and arts colleges’を中等学校の多様化の一つとしている。

　さらに，子ども達の教育に対する学校教育の説明責任 (accountability) が協調されるととも

に，教育が学校のみで行われるのではなく、「地域の中の学校　(school in　commnity)」　と

して学校が位置づけられるとともに，保護者や地域の人材・資源の活用が求められている。

そして，教育水準向上の鍵として教師が重要な役割を担うことが求められている。この

ため，1984年の当時のThatcher，M．保守党政権下で創設された教員養成課程審議会（Council

for　the　Accreditation　of Teacher　Education）に代わり，より包括的に教員養成の管理を行う教

員養成委員会（Teacher　Training　Agency：以下TTA）を設置した。このTTAは，教員養成機

関の政府による補助金の配分も行うため，各教員養成機関にとっては極めて重要な組織と

位置づけられている。また，後述するように，政府は，1998年にはcircular 4／98として必

修3教科（英語，数学，科学（理科））とICT（Infomation and　Commmunication　Technology）

の初等・中等教員養成のためのナショナル・カリキュラム（National Curriculum　for　Initia1

Teacher　Training：以下，NC for　ITT）導入を表明し，2000年9月より各教員養成機関におい

て実施されている。

（3）ナショナル・カリキュラム（NC）の特色と概要

－3－



　　 ①ＮＣ導入の背景とねらい
　 もともとイギリスでは，伝統的に子どもの個性，能力，適性といったいわゆる３Ａ'sを
 重視した教育が行われてきた。１９７０年代以降，教育水準の低下が深刻な問題となり，１９７９
 年に政権についたThatcher, M.保守党政権は，政府主導のカリキュラム編成に関するガイ
 ドライン等を次々に公表していった。１９８７年７月Thatcher, M.保守党政権は，イングラン
 ドとウェールズのすべての公立（営）学校を対象とした共通的カリキュラムの導入を示唆
 した&quot;National Curriculum 5-16; a consultation document&quot;3を学校はじめ関係機関に送付した。
 これによるとＮＣ導入の意図は以下のように解釈できる。
　 ・児童・生徒の学力の到達水準を引き上げること
　 ・学校・地域間のカリキュラムの格差の是正をすること
　 ・学校，教師，保護者が子ども達の学力の到達度を客観的に評価することを可能にする
　　 こと
　 また，１９８８年の教育改革法（Education Reform Act 1988）により設置されたＮＣ審議会の
 説明4）によれば，ＮＣの目的は，教育内容の明確化と保護者への通知，子どもの可能性を
 引き出すことを目的とした教師への援助，学校間あるいは地域間格差の是正間格差の是正ということ
 が言える。
　 ただ，後述するように，とりわけThatcher, M.保守党政権は，教育水準の向上と学校教
 育の効率化をねらい，その背後に人材開発があり，ＮＣを導入したことは間違いないよう
 に思われる。
　　　　 ②ＮＣの概要
　　 １９８８年の教育改革法5）において，公立（営）学校に通うすべての子ども達（５歳児か
　　ら１６歳児）が，以下のような基本原則からなる「幅広く調和のとれたカリキュラム（a
　balance and broadly based curriculum)」を受ける権利を有していることが明確に示されると
　ともに，ＮＣの概要が示された。
　・学校及び社会における子どもの精神的，道徳的，文化的，知的，身体的発達を促進する｡
　・そのような子ども達に対し，学校修了後の社会生活の機会，責任及び経験の準備をする。
　　また，同法において，基礎教科（foundation subjects）が設置され，そのうち数学，英語
　（国語）及び科学（理科）が必修教科（core subjects）として位置づけられた。また，各教
　科について，「能力及び発達の程度が多様な児童・生徒が，各KS(Key Stage：以下に説明）
　の終了時までに修得すべき知識，スキル及び理解力」である到達目標（Attainment Targets
　：以下，AT）と「能力及び発達の程度が多様な児童・生徒が，各KSにおいて，教授すべ
　き内容，スキル及びプロセス」である学習プログラム（Programmes of Study：以下，PoS)，
　「各KSの到達目標に照らし，児童・生徒の習得の程度を確認するための各KSの終了時
　に行う評価の方法」である評価方法（Assessment Arrangements)が設定された。
　　以下に，NCの特色について列記しておこう。
　・初等教育と中等教育の連続`性や一貫性などから，義務教育段階（５歳～１６歳）が４つ
　　の段階（Key Stage）に区分されている。初等教育段階がKS１（５歳～７歳）とKS2（７
　　歳～１１歳)，中等教育段階がKS３（11歳～14歳)，KS４（14歳～16歳)。そして，各KS
　　の終わりに全国テストがあり，教師による内部評価とともに，子ども達は評価される。
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・NCは省令（Statutory Order）で示される。NCは，学校全体のカリキュラム（whole curriculum）

を意味しているわけではない。つまり，各学校は、学校に基礎をおくカリキュラムデザ

イン／開発（school-based curriculum design/development）を行うことになる。

・NCでは，「何を（what）」教え，学習するかについては明示されているが，「どのように

　（how）」教えるかについては明示されていない。つまり，教師の専門的判断（professional

judgement）が重要となってくる。

・NCに付随した教科書検定制度がない。

　つまり，NCは，学習目標や内容を明確化することにより教師の教育活動を鼓舞する一

方で，それが全国テストと教師による評価とを結びつけ，NCは全国テストが実施され機

能できるような枠組みを提供しているとも言える。このことからも，また，学校別成績一

覧の公表などからも明らかなように，保守党政権下での教育改革が，中央集権的な画一性

と市場原理の教育分野への導入を基礎とした，学校教育の効率化を志向していたことは明

らかである。

　ところで，わが国の教育界には，NCは学習指導要領の模倣であるという意見が一部あ

る。確かに，中央政府主導による全国規模の共通的カリキュラム，その法的準拠，教科の

学習目標・内容の提示，といった形式的な点において類似性が認められる。しかしながら，

教育改革法で所轄大臣の権限が限定されていること，学習目標と内容である到達目標や学

習プログラムは各学年ごとに示されるのではなく，一定の幅を持って，つまり学習発達段

階ごとに示されていること，子どもの到達レベルが設定されていること，全国テスト（外

部評価）と教師による評価（内部評価）によって子どもは評価されること，公立（営）学

校を対象とし，必ずしもすべての学校を対象としているわけではないこと，NCは学校全

体のカリキュラムではないこと，など，NCは，わが国の学習指導要領とは質的に異なる

ことを認識すべきであろう。

　　③NCの改訂のポイントと2000年版NCの特色

　これまで，NCは1989年の最初の版から，1991年，1995年と改訂され，現時点は2000

年9月より新しい改訂版が施行されている　6）。

　1995年の改訂の観点をまとめると次のようになるであろう。すなわち，カリキュラム

運営と評価の簡素化，保護者への報告の明瞭化，GCSE試験基準の維持と連続性，である。

このため，到達目標ATと学習プログラムPoSが大幅に整理・削減された。例えば，科学

（理科）の場合，1989年版NCで17あったATが，1991年版NCでは4つにまでなった。

このため，関連する内容の整理と，他教科の内容との重複回避が第一義的に行われた。つ

まり，省令の簡素化であっても，必ずしも構造改革ではなかった。

　1995年の省令改訂の主眼は，NCのスリムダウンと評価のさらなる簡素化であった。こ

のため，前回の改訂における内容の精選より，さらなる厳選が行われた。一方，例えば，

科学（理科）では，内容の厳選ばかりではなく，探究活動の範囲を広げ，より質的に高い

活動が行われるよう策定された。つまり，この改訂は，前回の量的レベルを重視したもの

から，より質的レベルを重視したものと表現できる。

　また，注目されるのは，この省令（1995年版NC）の改訂が構造改革とも表現できるよ

うな改訂を伴っていることである。例えば，すべての教科に共通した要求事項として，「言
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葉（言語）の使用と情報技術の応用」が課された。また，PoSについては，質的にも変化

した。すなわち，教師は，PoSを授業計画の立案や，教授・学習と日常評価のための目標

設定の基礎として，活用しなければならないと説明されている。このため，例えば科学（理
科）においては，すべてのKSを対象として，①系統的探究，②目’常生活の科学（KS1，2），

科学の応用（KS3，4），③科学的な考えの本質，④コミュニケーション，⑤健康と安全，に

ついての具体的指針がより明碓化されるとともに，その記述方法も’Pupils　should（do）'と子

どもの主体的・能動的活動が中心であったものが，’Pupils　should　be　taught’と受動的な表現

に変更された。

　さて，最後に，2000年版NCについて検討してみよう。

　2000年版NC改訂を行ったのは労働党政権であり，この政権の教育目的は，先に示した

ように，教育水準の向上であるとともに，多様な子ども達の発達や能力，文化的，民族的

背景に適合した教育機会の提供である。そのため2000年版NCは，すべての教科に関し

て「すべての子ども達に有効な学習の機会を提供する（providing effective learning opportunities

for all pupils）」ことを目指し，以下の3つが基本原理とされている。

　・適切な学習へのチャレンジを設定する。

　・子ども達の多様な学習ニーズに応える。

　・子ども達個人やグループの学習と評価に対する潜在的な障壁を乗り越える。

　また，’'Excellence in schools’’にも明確に謳われていたように，リテラシーと数量的思考能

力が重視されているが，例えば，科学（理科）のNCにもそのことが強く反映されている。

　（4）科学教育が必修となった背景

　ところで，なぜ科学（理科）が，NCにおいて必修教科として位置づけられたのであろ

うか。もちろん，科学教育学会であるASE（Association　for　Science　Education）や王立協会

（Royal Society）の科学教育振興のための努力や教育的・政治的戦略の場であることは間

違いないであろう。また，その過程における結果として，1980年代の政府系報告書にお

いて科学教育が重要な位置づけがなされており，それが具現化されたと見ることもできる。

しかしながら，これらだけがその要因と考えるのは，いささか早計であるように思われる。

　1970年代はイギリス病とも言われ，イギリスの世界経済における相対的な地位の低下

が問題となった。1970年代末に，労働党政権からThatcher，M．を首班とする保守党政権が

誕生して以来，いわゆるサッチャー主義と言われる原理に基づき多方面において改革が行

われた。とりわけ，1987年の総選挙後の政権では，教育水準の向上が改革の重要な柱と

された。

　Thatcher，M．首相は，保守党大会での演説で以下のように述べ，英語（この場合literacy

とoracy）と数学（同numeracy）といった基礎学力に加え，科学技術の内容が国民共通の

素養であることを主張した　7）。

　　今国会の最重要課題は，教育の質を上げることである。…（中略）…明日の世界で日

　本，ドイツ，アメリカと成功裏に競争するために，われわれはよく教育された，よく訓

　練され，創造的な若人を必要としている。…　（中路）…私は，政府が私達の子どもの教

　育にとっての基準を設定するということに対して，基本的に責任を負わねばならないと

　信じている。そして，なぜ政府が棊本的教科にとってのNCを制定しようとしているか
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　 の理由である。すべての子ども達が，不可欠なスキル，つまり，読むこと，書くこと，
　 字を綴ること，言葉遣い，計算を習得することや，基本的科学や技術を理解すること，
　 は不可欠である。(波線は筆者による）
　　また，必ずしも Thatcher, Ｍと政治路線が同じではないと言われたＮＣ導入当時の教育科
　学大臣の Baker, Ｋ．は，以下のような考え方を示している８)。
　　科学（理科）が強調されるのには４つの理由がある．まず，世界において科学的技術
　的変化が加速されており，すべての若い人達が科学的概念に親しむことは重要なことで
　ある。次に，国家として，科学研究やその商業的・産業的応用において先頭に立ってイ
　ギリスの国際的地位を維持することが可能な，より多くの若い人達を必要としている。
　３番目は，よく科学教育を受けた人は，例えば，自分達自身の健康や科学的知識が必要
　不可欠とされる社会的問題に対して，より学識があり，調和のとれた判断をすることが
　期待される。最後は，すべての若い人達は，活力に満ちかつ享受可能な，われわれの文
　化的遺産として科学を見なすように助長されなければならない。（波線は筆者による）
　　つまり，科学（理科）が ＮＣにおいて必修教科とされたのは，  1つには，高度科学技術
　社会に生きるすべての子どもの科学的リテラシーを育成することがねらいとされながら
　も，他方においては，科学技術を背景とした世界経済競争に打ち勝つための人材開発を意
　図していたことも確かである。
　　ところで， Thatcher, Ｍ.の演説では，科学と技術はひとまとまりと考えられている。実際，
　後述（第４章：子どもと保護者は科学（理科）をどう見ているか）するようにロンドン大
　学の Osbom,Ｊ．らの調査によると子どもや保護者は，科学と技術を明確に区別していると
　いうよりは，むしろ一体のものと見なしていた。  ＮＣの科学（理科）に関する調査委員会
　（Science  Working  Group）では，その報告書において科学（理科）と技術の両方について
　の ＡＴと ＰoＳが示された。しかしながら，少なくとも最初の省令の段階では，科学（理科）
　のみとなった。この理由については，イギリスの科学教育の歴史を紐解かねばならないの
　で，ここでは省略する。ただ，科学教育が，歴史的に子どもの日常生活や産業界とは切り
　離された，抽象的・理論的知識を扱ってきたことと無関係ではないことだけを，ここで指
　摘しておこう９)。
　２　学校理科カリキュラム
　　（１）  ＮＣは何をもたらしたのか
　　１９８９年版 ＮＣの原案を作成した「科学（理科）に関する調査委員会（Science  Working
　Group)」の報告書１０)や，ＮＣ審議会によるガイダンス（Science-Non Statutory Guidance）11）
　を分析すると，イギリスの科学教育における１つの特徴を窺い知ることができる。すなわ
　ち，未来社会に生きる市民となる子ども達に必要な学校（教育）の役割から説き起こし，
　学校カリキュラムにおける科学教育の役割を勘案して，科学教育の目的を示していること
　である。これらの報告書やガイダンスでは，  ＮＣの科学教育の目的は，概ね以下の通りで
　ある。
　　ａ）科学的概念を理解する，  ｂ）探究の科学的方法を使用する，  ｃ）科学が社会形成に
　果たす役割を認識する，  ｄ）科学教育が個人の発達（人間形成）に果たす役割を理解する，
　ｅ）科学的知識と本質と科学の説明は説得力はあるけれども，暫定的であることを認識す
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る，f） 科学技術分野の職業へと導く機会を与える。

　NCの導入は，少なくとも，教師や子ども達あるいは保護者達に，「なぜ科学（理科）

を教えるのか」，「科学（理科）が個人の発達（人間形成）にどう貢献するのか」といっ

たことを考える・機会を提供した，と表現できるであろう。

　（2）2000年版NC科学（理科）の構成と学習プログラム

　1989年版NCから1995年版NCの特色については，別のところで論じている　12）ので，

それを参照していただくとして，ここでは，2000年版NCにおける概要を示す。

　　　　　　　　　NCの構造（The structure of the National Curricurum）
　学習プログラム（Programmes　of study：PoS）は，何を子ども達が教えられるべきかを詳
細に述べており，到達目標（Attainment targets：AT）は，期待される子ども達のパフォー
マンスの基準を詳細に述べている。それは，学校がどのように科学（理科）のPoSを含
む自分達の学校カリキュラムをオーガナイズするかの選択でもある。

　学習プログラム（Programmes of Study）
　PoSは，子ども達がKS1，2，3，4の科学（理科）で教えられるべきことを示してお
り活動計画の基礎を提供している。カリキュラム計画において，学校は，PoS全体で適
用されている言語（用語）の使用，ICT（Infomation and Communication Technology）
の使用，健康と安全に対する一般的教授要求を考慮しなければならない。

　各PoS内の知識・スキル・理解は，科学（理科）の4つのエリアに関係している。
　Sc1：科学的探究（scientific enquiry）

　Sc2：ライフプロセスと生物（life processes and living things）
　Sc3：物質とその特性（material and their properties）
　Sc4：フィジカルプロセス（physica1processes）

　教授に際しては，「科学的探究」は；「ライフプロセスと生物」，「物質とその特性」，

「フィジカルプロセス」の各PoSの文脈を通して教えられること，が保証されなければ
ならない。

　学習の広がり（breadth of study）は，科学（理科）が教えられるべき文脈に関係してい
るとともに，学習されるべき技術の応用（technological applications）を明確にし，科学（理

科）におけるコミュニケーショや健康と安全に関する教授内容に関係している。
　KS1，2，3，4に対するDfEE／QCAの活動計画例は，PoSやATがいかに実際の授業運営
計画に応用できるのかを示す際に有用である。

　KS4における科学（理科）
　KS4には，シングルサイエンス（single　science)．とダブノレサイエンス（double　science）

の2種類の学習プログラムがある。生徒達は，どちらかを選択して学習することになる。
それぞれの選択部分の要求は，生徒が受験する物理，化学，生物のすべての3科目に関
するGCSE試験の内容を満たすものである。政府は，ダブルサイエンスまたは3科目を
大多数の生徒が選択するものと信じて疑わない。シングルサイエンスは，他教科により
多くの時間を割くという理由を持つ少数の生徒を想定している。

　到達目標とレベル記載事項（Attaiment　targets　and　leveｌ descriptions）
　科学（理科）のATは，「各Ksの終了までに獲得することが期待される，子ども達の
多様な能力と発達を知識・スキル・理解」として示したものである。ATは，難度が異
なる8つのレベルの解説と，レベル8を越える優秀なパフォーマンスの解説から構成さ
れる。各レベルの解説は，そのレベルにおける子ども達の活動で特徴的に見られるもの
の形態と範囲を示したものである。
　科学（理科）におけるレベル記載事項は，PoSの主な4領域：「科学的探究」，「ライ
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フプロセスと生物」，「物質とその特性」，「フィジカルプロセス」で示された知識・ス
キル・理解における進歩の度合いを示している。レベル記載事項において与えられる例
は，法的な性質を持つものではなく，あくまで程度（pitch）を示すことを意図している。

レベル4と5において，KS2あるいは3のPoSでは，同じ例が示されている。
　レベル記載事項は，KS1，2，3，4の終了時における子ども達のパフォーマンスについて

診断judgments）を行う基礎を提供する。KS4では，国家資格（註：GCSE試験）が科
学（理科）における到達度を評価する主な手段である。

大多数の子ども達が学習するレベルの範囲　KSの終了時に大多数の子ども達が期待される到達度
Key　stage1　　　　　　　　　　　　1－3

Key　stage2　　　　　　　　　　　　2－5

Key　stage3　　　　　　　　　　　　3－7

atage7　　　　2
atage11
atage14　　　　　　　　5／6

ナショナル・カリキュラムを横断した学習（Learning  across the National Curriculum）
　子ども達の教育における科学（理科）の重要性は，15頁に示されている。初等・中等
教員のためのハンドブックはまた，精神的（spiritual）・道徳的（moral）・社会的（social）・

文化的（cultural）発達，キー・スキル（key skills）と思考スキル（thinking skills）のよ

うな多くの領域におけるカリキュラムを横断して，NCが学習を促進する方法を一般的
な用語で解説している。科学（理科）を教える際の特定の方法を示した以下の例は，カ
リキュラムを横断した学習に貢献することができる。

　科学（理科）を通して子どもの精神的・道徳的・社会的・文化的発達を促進する
　例えば，科学（理科）は以下の能カを促進する機会を提供する：
■精神的発達：子ども達が暮らす自然界や物質的・物理的世界を五感で感じることを通
　して，また，子ども達に自分達が自然の一部であることを考えさせることを通して，
　さらに生命はいつ始まったのか，生命はどこから発生したのか，といった質問を探索
　させることを通して，精神的発達を促進する。
■道徳的発達：プレコンセプションや先入観より，むしろ観察と証拠を用いて結論を導
　く必要性を子ども達が理解することを通して，また，科学的知識を使用する意味を，
　その有益さ，有害さの認識を含めて討論することを通して，道徳的発達を促進する。
■社会的発達：意見の形成や決定の正当化がどのようにして実験的証拠によって構成す
　ることができるかを子ども達が認識することを援助し，また，どのようにして科学的
　証拠の相異なる解釈が社会的問題を論議することに用いることができるかに注意を引
　きつけることを通して，社会的発達を促進する。
■文化的発達：科学的な発見や考えが，人間の思考，感性，創造性，行為，人生にどの
　ように影響を与えたかを子ども達が認識することを通して，また，文化的な相違が，
　科学的な考えを受容し，使用し，評価することにどのように影響を与えうるのかに注
　意を引きつけることによって，文化的発達を促進する。

　科学（理科）を通したキー・スキル（key skills）の促進
　例えば，科学（理科）は以下のようなキー・スキルを子ども達に発達させる機会を提
供する：

■コミュニケーション：多様な文脈において，事実，考え方，意見を理解し，コミュニ
　ケートすることを通して，コミュニケーション・スキルは発達する。
■数の応用（application　of　number）：一次データ・二次データを収集，考察，分析する

　ことを通して，数の応用スキルは発達する。

■IT：広範囲なICTの使用を通して，ITスキルは発達する。
■他者との協力（working　with　others）：科学的探究（Investigation）を実行することを

　通して他者と協カするスキルは発達する。

■自己の学習（own　learning）とパフォーマンスの向上：自分が行ったことを振り返り
　自分が獲得したことを評価することを通して，自己の学習とパフォーマンスを向上す
　るスキルは発達する。

■問題解決：科学的な質問に創造的な解決法をもって，答える方法を見つけることを通
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して,問題解決のスキルを発達させる。
　 カリキュラムの他の側面を促進する
　 例えば，科学（理科）は以下の側面を促進する機会を提供する：
■思考スキル：科学的探究（enquiry）のプロセスに子ども達が従事することを通して，
　思考スキルは発達される。
■企画・起業者的スキル(enterprise and entrepreneurial skills）：科学者の活動や科学的
　な考え方がテクノロジカルな産物やプロセスに適用される方法について，子ども達が
　学習することを通して，企画・起業者的スキルは促進される。
■職業に関連した学習(work-related  leaning)：科学を基盤とする産業的・商業的事業の
　学習を通して，また，学校のある地方の科学者，エンジニア，職場との接触・交流を
　通して職業に関連した学習は促進される。
■継続（持続）的発達のための教育(education fbr sustainable development)：信頼しう
　る(sound）科学の根拠，価値観の探究(exploration)，科学や技術の応用に関する倫理に
　対し意思決定を行う子ども達のスキルを発達させることを通して，また，多様'性，相
　互依存`性などの鍵概念に対する子ども達の知識・理解を発達させることを通して，継
　続（持続）的発達のための教育は，展開される。
 次に，以下は，  ＫＳ１と ＫＳ３の学習プログラムである。
ＫＳ１（５歳児～７歳児：初等学校）
Ｓｃ １科学的探究
科学の考え方と証拠(Ideas  and  evidence  in
Science）
　１　子どもは，質問に解答しようとする際，
　　観察や測定を行うことによって，証拠を収
　　集することが重要であることを教えられる
　　べきである。
　探究スキル(Investigative skills）
　２　子どもは以下の内容を教授されるべきで
　　ある：
　計画する(Planning）
　ａ：発問し（例；「どのように？」，「なぜ？」，
　　　「もし～なら何が起きるだろう？｣)，それ
　　　らの間の解答を見つける方法を決定する。
　ｂ：問に答えるため，直接的な経験と簡単な
　　情報源を用いる。
　ｃ：行うことを決定する前に，起こったこと
　　について考える。
　ｄ：テストや比較が不正であるとき，それを
　　認識する。
　証拠の獲得と提示(obtaining and presenting
　evidence）
　　ｅ：指示に従って，自分自身や他の人のため
　　　に危険をコントロールする。
　　ｆ：視覚・聴覚・嗅覚・触覚・を適切に用い
　　　て探究し，観察・測定を行い，記録する。
　　ｇ： ICT(Information and Communication
　　　Technology)の活用を含んだ多様な方法で，
　　　起こったことをコミュニケートする（例；
　　　口頭や記述，線画，表，棒グラフ，ピクト
ＫＳ３（11歳児～14歳児：前期中等学校）
Ｓｃ１科学的探究
科学の考え方と証拠(Ideas and evidence in science）
ａ：経験に基づく質問や証拠と歴史的あるいは今日的事例
　との相互作用について（例えば，ラボアジェの燃焼に関
　する研究と地球温暖化の考え得る原因）
ｂ：予想を立てるためにそれらを用いたり，証拠が予想と
　適合するかどうかを見極めることにより，（その）解釈
　をテストすることの重要1性について。
ｃ：科学者が今日行う研究方法や，科学者が過去において
　どのように研究してきたかについて。それは科学的な考
　えの発達における実験の役割，証拠と創造的な`思考につ
　いての言及を含む。
探究スキル(1ｍ/eStigative skills）
２　子どもは以下の内容を教授されるべきである：
計画する（Planning）
ａ：探究可能な形式にアイデアを変容し，適切なアプロー
　チを決定するために，科学的知識や理解を用いる。
ｂ：直接経験あるいは二次的資料からの証拠を用いるかど
　うか判断する。
ｃ：予備実験を行い適切な予測を立てる。
ｄ：証拠を集める際に考慮に入れる必要がある鍵となる要
　因を考慮し，変数は容易にコントロールできないなど，
　文脈〔例：フィールドワーク，概観調査(survey)〕にお
　いてどのように証拠が　収集されるのかを考慮する。
ｅ：収集するデータや技法の程度(extent)と範囲(range)，
　使用する設備や器具を決定する。
証拠の獲得と提示(Obtaining and presenting evidence） ‘
ｆ：適切な範囲の設備や器具を使用し，自分や他の人のた
　めにリスクをコントロールする行動をとる。
ｇ：精度を適正にするため，データロギング（例：時間を
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　グラフ）

証拠の考察と評価（considerig evidence and
evaluating)

h：簡単な比較を行い（例；手の大きさ，靴

　のサイズ），簡単なパターンや関連性を同

　定する。

i：子どもが起こると予想したことと，起こ

　ったことを比較し，自分の知識や理解を用

　いて，その説明を試みる。

j：自分の活動を見直し，他の人に自分の行

　ったことを説明する科学的考えと証拠

Sc 2　ライフ・プロセスと生物

ライフ・プロセス

1　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　ある：

a：生きているものと現代には生きていない

　もの相違点

b：人間を含めた動物は，運動し，摂食し，

　成長し，感覚を用い，繁殖する。

c：各地方の環境で見られる動・植物とライ

　フ・プロセスは関係している。

人間とその他の動物

2　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　ある：

a：人間とその他の動物の体の主な外観を認

　識し，比較する。

b：人間とその他の動物は生き続けるため

　に，食物と水が必要である。

C：運動し，適切な種類と量の食物を摂るこ

　とは，人間の健康を維持する手助けとなる。

d：医薬品としてのドラックの役割について

e：世話（care）や思いやり（scensitivity）を伴っ

　た動物の取り扱いの方法

f：人間やその他の動物は子孫を産み，その

　子孫は成体に成長すること。

g：人間やその他の動物が身の回りの世界を

　知ることを可能にする感覚について。

緑色植物（green plants）

3　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　追って変数を変化させる）のためのICT（Information
　and　Communication　Technology）使用を含めた，観察や
　測定を行う。

h:エラーを減らし信頼できる証拠を獲得するため，充分

　に適切な観察や測定を行う。

i：量的・質的データを表現しコミュニケートするため，

　図，表，グラフ，ICTなどを含めた広範囲の手法を用い
　る。

証拠の考察（Considering　evidence）

j：データの中にあるパターンや関係性を識別し表現する

　ために，図・表，グラフなどを用いる。

k：結論を導出するために観察や測定，その他のデータを

　用いる。

l：これらの結論が予測を支持する，あるいは，これらの

　結論がさらなる予測を可能にする程度を決定する。

m：観察や測定あるいは他のデータや結論を説明し解釈す

　るために白分自身の知識や理解を用いる。

評価(Evaluating）

n:観察あるいは測定における矛盾を考察し，それらの説
　明を試みる。

o：証拠がなされた結論や解釈を支持するに充分であるの
　か。どうかを考察する。

p：用いた手段にっいて適切な改善を提案する。

Sc 2　ライフ・ブロセスと生物

細胞と細胞の機能（Cells and cell functions）

1　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

a：動植物細胞は，組織を形成しており，組織は器官を形成し

　ている。

b：植物細胞における葉緑体と細胞壁の機能と動植物細胞にお

　ける細胞膜，細胞質，核の機能。

c：繊毛虫の上皮細胞，精子，卵子，根毛細胞などを含めた多

　様な細胞における様式が，それらの機能に適していること。

d：人間や花弁植物における受精が男性細胞と女性細胞の融合

　であること。

e：多様な生物におけるライフ・プロセスと細胞やその機能と

　関係付ける。

生物としての人間（Human as organisms）

2　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

栄養作用（Nutrition）

a：炭水化物，タンパク質，脂質，ミネラル，ビタミン，食物

　繊維，水を含んだバランスのとれた食事に対する必要性と，

　これらの源である食物について。

b：巨大な分子を小さく分解する際の酵素の役割を含めた消化

　の原理について。

c：消化の産物は血流に吸収され，身体の至る所に運搬され，

　老廃物は排泄される。

d：食物は，身体活動を維持するための呼吸燃料として，成長

　や回復のための原料として用いられる。

運動（Movemet）

e：骨格や問接の役割と運動における相反する筋肉部分（例：

　二頭筋，三頭筋）の原理について。
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　ある：

a：植物は生長するために光と水が必要であ

　ることを認識する。

b：花の咲く植物の葉・花・茎・根を認識

　し，名前を言う。

c：種子が花の咲く植物に成長する。

変異（variation）と分類（classification）

4　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　ある：

a：自分自身と他のものの類似点と相違点を

　認識し，他のものを思いやりを持って取り

　扱う。

b：識別可能な類似点と相達点に従って，生

　物をグループ分けする。

身近な環境における生物

5　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　ある：

a：各地方の環境において，異なる種類の植

　物や動物を見つける。

b：各地方の環境間の類似点と相違点を識別

　し，そこで見られる動物や植物へ環境がど

　のような影響を与えるのかを確認する。

c：環境を大事にする（care）。

生殖（reproduction）

f：思春期に起こる肉体的・精神的変化について。

g：月経周期や受精を含めた人間の生殖システムについて。

h：胎盤の役割を含めて，子宮の中で胎児はどの様に発達する

　のか。

外呼吸（Breathing）

i：タバコの影響を含めた，気体交換における肺構造の役割に

　ついて。

内呼吸（Respiration）

j：好気呼吸は細胞中で酸素と食物の反応を伴っており，その

　中で，グルコースは二酸化炭素と水に分解される。

k：式で好気呼吸をまとめる。

l：呼吸の反応物や産物は，血流によって身体の至る所に運搬

　される。

健康（Health）

m：アルコールやシンナー，他の薬品は健康に影響を与える。

n：細菌の成長や繁殖とウィルスの複製がどの様に健康に影響

　を与えうるのか，また，免疫や薬品によって身体の自然防衛

　機能はどの様に高められるのか。

生物としての緑色植物（green plants as organisms）

3　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

栄養作用と成長（Nutrition and growth）
a：植物は光合成のために，二酸化炭素，水，光を必要とし，

　有機物と酸素を生産する。

b：式で光合成をまとめる。

c：炭素，酸素，水素に加えて，窒素や他の要素が植物の生長

　にとって必要とされる。

d：土壌から水やミネラルを吸収する際の根毛の役割。

内呼吸（Respiration)

e：植物は好気呼吸を行う。

変異，分類，遺伝（varoation，classification and inheritance）

4　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

変異（variation）

a：種内の環境的・遺伝的変異について。

分類（classification）

b：生物を主な分類グループに分ける。

遺伝（inheritance）

c：選択飼育（selctive　breeding）は新しい変異を導くことがで

　きる。

環境における生物（Living　in　their environment）

5　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

適応と競争（Adaptation and competition）

a：生物や環境を守ることができる方法や持続発展（sustainable

　development）の重要性について。

b：生息環境は独立した動植物の多様性を支えている。

c：生物は生息環境における目々の変化や季節的変化を生き抜

　くためにどの様に適応しているのか。

d：補食と競争はどの様に個体数の大きさに影響を与えるのか

　（例：細菌，植物の生長）。

摂食の関連性（Feeding relationships）

e：いくつかの食物連鎖が食物網を構築していることについ

　て。また，食物連鎖は数のピラミッドを用いてどの様に定量

　化されるのか。
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Sc 3　物質とその性質

物質のグループ分け

1　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　ある：

a：物質（materials）間の類似点と相違点を探

　究・理解するために，自分の感覚を用いる。

b：物体（objects）をその簡単な性質に基づい

　てグループに分類する。（例；手触り，堅

　さ，光沢，浮カ（ability　to　float），透明度，

　磁性の有無）

c：物質（例；金属，プラスチック，木材，

　紙，岩石）の一般的な形式を認識し，名前

　を付ける。そして，それらのいくつかが自

　然界で見られることを認識する。

d：多様な物質（例；草，木，羊毛）の使用

　法を案出する。また，これらの物質が，そ

　の簡単な性質から特定の使用法に対してど

　のように選択されるのかを解明する。

物質を変化させる

2　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　ある：

a：いくつかの物質から生成された物体が，

　押し潰す（squashing），曲げる（bending），

　ねじる（twisting），延ばす（stretching）など，

　いくつかのプロセスによってどのように変

　化させられるのかを明らかにする。

b：日常的な物質（例；水，チョコレート，

　ブレッド，粘土）が，暖められたり，冷や

　されたとき，どのように変化するのかを探

　究し，記述する。

f：有毒物質は食物連鎖においてどの様に蓄積されるのか。

Sc 3　物質とその性質

物質の分類（Classifying materials）

1　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

固体，液体，気体（Solid，liquids and gases）

a：物質は，融点・沸点・密度などでどのように特徴づけるこ

　とができるか。

b：物質の分子理論は，状態変化・気圧・拡散などを含めた固

　体・液体・気体の特性を説明するために，どのように用いる

　ことができるか。

元素，化合物，混合物（Element，compounds and mixtures）

C：元素は周期表において見られ，原子から構成される。また，

　それらは記号により表現される。

d：元素は，外観・室温での状態・磁性・熱伝導性・電気伝導

　性などの物理的特性においてどのような多様性を持つのか。

　また，これらの特性は金属／非金属のように元素の分類をす

　るため，どのように用いることができるのか。

e：元素は化学反応を通してどのように厳密な組成を持った化

　合物（例：水，二酸化炭素，酸化マグネシウム，塩化ナトリ

　ウム、大部分の物質）に化合するのか。

f：公式によって化合物を表現し，式によって反応をまとめる。

g：混合物（例：空気，海水，大部分の岩石）は，結合してい

　ない構成物によって構成されている。

h：混合物を蒸留やクロマトグラフィー，その他の適切な方法

　を用いて，どのようにそれらの構成物に分離するのか。

物質を変化させる（Changing materials）

2　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

物理的変化（Physical changes）

a：物理的変化（例：状態変化，溶解）が起こったとき，質量

　が保存される。

b：温度に対する溶解度の多様性，飽和溶液の組成，異なる溶

　媒に対する溶質の溶解度の達いについて。

c：エネルギー変化と状態変化を関係付ける。

地質学的変化（Geological changes）

d：膨張，収縮，水の凍結によって発生する力がどのように岩

　石の物理的風化を導くのか。

e：遙かなタイムスケールを越えて起こるプロセスによる岩石

　の形成と，岩石形成の形態がその外観や含まれる鉱物を決定

　することについて。

f：マグマの冷却により火成岩がどのように形成されるか。ロ

　ックフラグメントや有機物の堆積作用を含めたプロセスによ

　り堆積岩がどように形成されるのか。現存の岩石に対する加

　熱や圧力により変成岩がどのように形成されるのか。

化学反応（Chemical reactions）

g：化学反応が起こったとき，原子は異なる方法で結合するが，

　同じ原子が存在するため，どのように質量が保存されるのか。

h：生体システムにおける金属を含め，実質的に全ての金属は，

　化学反応を通して形成される。日常的な状況における化学変

　化の重要性を認識させる（例：果実の熟成，接着剤の接着作

　用，食物の調理）

i：環境に対する化石燃料の燃焼の考えうる影響（例：酸性雨

　の発生，二酸化炭素，固体粒子）とこれらの影響をどのよう
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Sc 4　フィジカル・プロセス
電気（Electricity）

1　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　ある：

a：電気を使用する日常的な設備について

b：バッテリー，ワイヤー，電球（bulbs），

　その他などを含む単純な直列回路（series

　circuit）について

c：回路を切るためにスイッチをどのように

　用いることができるのか

力と運動（forces and motion）

2　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　ある：

a：見慣れた運動（例；車の加速，減速，方

　向転換）について解明し，記述する。

b：押したり引いたりすることが，力の例で

　あること

c：物が加速したり，減速したり，方向が変

　わるときを認識し，原因（例；押す，引く）

　があることを認識する。

光と音（light and sound）

3　子どもは以下の内容が教えられるべきで

　ある1

光と闇（Light and dark）

a：太陽を含んだ，多様な光源を識別する。

b：暗闇は光の欠如であること。

音の作成と感知（Making and　detecting
sound）

c：多くの種類の音や音源が存在すること。

d：音は弱くなりながら，遠くまで届くこと。

　音は耳に入ったときに聞こえること。

　に最小限に押さえる科について。

作用のパターン（Pattern of behavior）

3　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

金属（Metals）

a：金属が酸素，水，酸，他の金属酸化物とどのように反応す

　るか。また，これらの反応の産物は何か。

b：金属と他の金属塩溶液の間に起こる置換反応について。

c：これらの反応を考慮することによって，どのように金属の

　反応性を決定できるのか。また，他の反応を予測するために

　どのように金属の反応性を用いるのか。

酸と塩基（Acids and bases）

d：酸性・中性・アノレカリ性のように溶液を分類するために指

　示薬を用いること。また，溶液の酸性度を測定する際，pH

基準を用いること。

e：炭酸炎を含んだ金属と塩基がどのように酸と反応するの

　か。また，これらの反応の産物は何か。

f：日常的な中和の応用にっいて（例：消化不良の治療，酸性

　土壌の処理，肥料の製造）

g：環境において，酸は金属の腐食や岩石の化学的風化

　（chemical weathering）をどのようにして導くのか。

h：化学反応におけるパターンを識別する。

Sc 4　フィジカル・プロセス
電気と磁性（Electricity and magnetism）

1　子どもは以下の内容が教えられるべきである：
回路（Circuit）

a：直列・並列回路をデザインし構築する方法や，電流や電圧

　を測定する方法。

b：直列回路における電流が電池の数や他の構成部分の数・性

　質に依存すること。また，電流は構成部分によって「使い切

　られる」ことがないこと。

c：電気回路において，エネルギーはバッテリーや他の電源か

　ら他の構成部分に運搬されること。

磁場（Magnetic fields）

d：磁性物質がカを感じる空間領域としての磁場について。ま

　た，同極の磁極（magnetic　pole）は反発するが，異極の磁極は

　引き合うこと。

電磁石（Electromagnets）

e：コイルに流れる電流は，棒磁石（bar　magnet）の磁場と同様

　な磁場パターンを作り出す。

f：電磁石は機械や装置においてどの様に用いられているのか

　〔例：継電器（re1ay），リフティングマグネット〕。

力と運動

2　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

力と等速直線運動（force liner motion）

a：運動物体の速度を決定する方法や速度・距離・時問の量的

　関係を用いる方法。

b：地球上での物体の重さは，物体の質量と地球の質量の間に

　かかる重力の結果である。

c：不均一な力（unbalanced force）は物体の運動の速度や方向を

　変化させ，均一なカ（balance force）は物体の運動を変化させ

　ない。

d：空気抵抗やaffect motion を含んだ摩擦力について（例：車
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　の流線型化，タイヤと道路の摩擦）

力と回転（Force and rotation）

e：力は物質を旋回心軸（pivot）を中心に回転させることができ

　る。

f：モーメントの原理と単一の旋回心軸を含めた条件への応
　用。

g：力，面積，圧力間の定量的関係性と，その応用（例：スキ

　ーとスノーボードの使用，鋭利な刃物の作用，水圧〈油圧〉

　ブレーキ）。

光と音

3　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

光の作用（The　behavior light）

a：光は均一媒体（uniform　medium）において有限速度（finite

　speed）で直線的に移動する。

b：無発光（non－luminous）物体はそれらから散乱した光が目に

　はいるため，見られる。

c：平らな表面を光はどの様に反射するのか。

d：2つの異なる物質の境界を光はどの様に屈折するのか。

e：白色光は色の範囲を見るために分光することができる。

f：白色光に対するカラーフィルターの効果と，白色光や他の

　色の光の中で着色された物体はどのように見えるのか。

聴覚（Hearing）

g：音が鼓膜を振動させることと異なる人は異なる可聴範囲を

　持つこと。

h：大きな音の耳に対する影響（例：一過性難聴）

振動と音（vibration and sound）

i：光は真空空問を移動できるが，音はできないこと。また，

　光は音よりも逢かに早く移動すること。

j：音の大きさと振動の幅（amplitude of vibration）の関係性。

k：音の高さと振動の頻度（frequency of　the vibration）の関係性。

地球とはるか彼方（The Earth beyond）

4　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

太陽系（The　solar　system）

a：地球の運動は，日々や年間の見かけ上の太陽や他の恒星の

　運動をどのように生じさせているのか。

b：地球・太陽・胎教系の惑星の相対的な位置関係について。

c：太陽の周辺の惑星運動について。また，これらと重力を関

　係づける。

d：太陽と他の恒星は光源であり，惑星や天体（bodies）は光の

　反射によって見られること。

e：地球を観察したり太陽系を探索するための，人工衛星

　（artificial satellite）の使用法や調査について。

エネルギー源とエネルギーの移動（Energy resources and energy

transfer）

5　子どもは以下の内容が教えられるべきである：

エネルギー源（Energy resources）

a：石油，ガス，石炭，バイオマス，食物，風，波，バッテリ

　ーを含めたエネルギー源の多様性について。また，継続でき

　る（renewable）エネルギー源と継続できない（non-renewable）エ

　ネルギー源の違いについて。

b：大部分の地球エネルギーの究極的源泉としての太陽につい

　て。また，太陽と石炭，石油，ガスがどの様に形成されるの

　かを関係づける。
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学習の広がり
 1 この Ｋｓ中に，子どもは以下の内容を通し
　　て，知識・スキル・理解力が教授されるべ
　　きである：
 ａ：子どもにとって身近であり興味を引く家
　 庭および環境的文脈範囲を通して
 ｂ：多くの役立つものを開発・発展させる過
　 程で，科学が演じる役割を見ることを通し
　 て。
 ｃ： ICTに基づく情報源を含んだ，情報やデ
　 ータを用いることを通して。
 ｄ： complete investigationsを含んだ，科学的
　 な探究を実行するため，直接的データや二
　 次的データを用いることを通して。
 ２ この ＫＳ中に，子どもは以下の内容が教
　 えられるべきである：
 コミュニケーション
 ａ：考え方を伝達するため，生物・物質・現
　 象・プロセスの名前を呼び，記述するため
　 に簡単な科学用語を用いる。
 健康と安全
 ｂ：生物，物質，フィジカル・プロセスに予
　 期できない危険`性が存在すること(hazards）
　 を認識し，リスクを評価し，自分自身や他
　 の人間に対しリスクを減らす行動をとる。
ｃ：多様なエネルギー源の媒体により電気は発生させられる。
 エネルギー保存(ConservatiOn ofenergy）
 ｄ：温度と熱の違いや温度変化は熱の移動に導かれること。
 ｅ：エネルギーが有効に移動・蓄積させられる方法について。
 ｆ：伝導・対流・蒸発における粒子運動によりエネルギーはど
　 のように移動するのか。また，エネルギーは放射により直接
　 的に移動する。
 ｇ：エネルギーは常に保存されるけれども，放散するために，
　 エネルギー源としての利用価値は減少する。
 学習の広がり
 1 この ＫＳ中に，子どもは以下の内容を通して，知識・スキル
　 ・理解力が教授されるべきである：
 ａ：家庭，産業，環境的文脈範囲を通して。
 ｂ：技術的発達において科学が応用される方法を考慮すること
　 を通して。
 ｃ：科学的・技術的発展の利点と欠点を環境・健康・生活の質
　 との関連を含めて，考慮することを通して。
 ｄ： ICTに基づく情報源を含めた，情報源の範囲を使用する事
　 を通して。
 ｅ： complete  investigationsを含んだ，科学的な探究を実行する
　 ため，直接的データや二次的データを用いることを通して。
 ｆ：物理的性質の単純な関係性に基づいた計算を含めて，適切
　 に定量的アプローチを用いることを通して。
 ２ この ＫＳ中に，子どもは以下の内容が教えられるべきであ
　 る：
 コミュニケーション
 ａ：科学的な考えをコミュニケートしたり，証拠に基づいた科
　 学的説明をしたりするために，測定の  ＳＩ単位・言葉の方程
　 式や化学的記号 ･式や方程式を含んだ適切な科学的言語・規
　 約(conventiOns）・記号を用いる。
 健康と安全
 ｂ：生物，物質，フィジカル・プロセスに予期できない危険性
　 が存在すること(hazards)を認識し，リスクを評価し，自分自
　 身や他の人間に対しリスクを減らす行動をとる。
　 さて，  ＮＣの特色として，まず，いわゆる物理，化学，生物といった自然科学の領域に
 加えて，科学の本質（namre  of science）が扱われていることを指摘できる。また「日常生
 活の文脈における科学（science in an everyday context)」という考えから，科学の生活や産
 業，社会への応用について，子どもが批判的な認識を発達させることが期待されている。
 つまり，子どもは，科学（理科）を社会，日常生活との関連で学習することになる。
　 また，伝統的に ＮＣでは，探究の科学的方法（scientific methods of investigation）が一貫し
 て重視されている。探究活動は，実際的活動（practical  work）を通して，子ども達が探究
 スキルを発達させ，科学を理解するために計画される。また，子ども達の科学的な考えは，
 単に直接経験からのみで発達させられるのではなく，コミュニケーションが重要な役割を
 果たすと認識されている。そのため，子ども達は，自分の考えを表現し，他者に伝達する
 ための多様な方法を学ぶことになり，こうしたプロセスにおいて，子ども達は，教師も多
 くの情報源の１つでしかないことを認識するであろう。つまり，子ども達の学習は，独立
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事象的に成立するのではなく，他者（教師や仲間等，あるいは学習材も含めて）との相互

作用においてより活性化されることになるであろう。

　（3）学校理科カリキュラムに見られる科学観

　NCでは，先に述べたように「何を（What）」教えるかは示されているが，それを「ど

のように（how）」教えるについては示されていない。そのため，NCにおいては，教師の

専門的判断が重要な要因となる。ここでは，わが国の理科教育では扱われていない「科学

の本質（nature　of　science）」を取り上げ，NCにおけるその内容と授業での教師の対応につ

いて検討してみよう。

　法的拘束力を有するNCに見られる科学観（あるいは科学的知識）は，1989年版，1991

年版，1995年版及び2000年版を分析すると，次のようになるであろう。a）科学的知識

には暫定的であること，b）科学には限界があること，c）科学は，個人やグループとい

った人間活動の所産であること，d）科学は，社会的・文化的・精神的文脈の依存性があ

ること。これから明らかなように，少なくとも帰納経験主義を中心とした旧来的な科学観

に基づいてはいないことは確かである。しかしながら，旧来的科学観ではないといっても，

それがすべて現代的科学観であるというわけではないし，Wellington，J．が明確に指摘して

いる　13）ように，実際の授業では教師の持つ科学観が影響を持つ。

　例えば，Koulaides，V．とOghon, J．の調査　14）　（理科教師と教育実習生を対象）によると，

理科教師はその担当科目（物理，化学，生物）により保持する科学観が違うこと，経験あ

る教師と教育実習生との間でも保持する科学観が違うこと，などが明らかにされている。

そして，教師の保持している科学観は，経験的帰納主義を中心とした伝統的科学観よりも，

多くの教師が保持する科学観は文脈主義を中心とした現代的科学観に変容してきているこ

と，しかしながら，確かな一貫した科学観を保持しているわけではないこと，が指摘され

ている。従って，Wellington，J の以下の見解　15） が示すように，実際の授業では，次のよう

な考え方が一般的になってきていると見てもよいであろう。

　　端的に言って，教師やカリキュラム計画者へのメッセージは，次のようなことである。

　科学とは何か，科学の方法とは何か，といった決定的な見解など存在しない。科学それ

　自身は固定化され，絶対的であるということではない。それ故，教師が科学についての

　不適切な概念を持っていると非難したり，あるいはそのことに対して教師達を叱りつけ

　たりすることは意味のないことである。しかしながら，教師達に求められているのは，

　次のようなことである。すなわち，知識体としての科学は暫定的であり，科学の方法に

　ついての1つの受け入れられた見方などないこと，を教師達が授業において認識してお

　くべきである。また，科学と技術は中立的で没価値的な活動ではないことを強調すべき

　である。それらは，それ自身の経済的，政治的圧力と束縛がある，文化的あるいは社会

　的文脈の範囲内て従事されている。

　つまり，NCの内容を「どのように（how）」教えるかは，教師の資質・能力に関わって

いるということである。
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3．NC for ITTと専門職としての理科教師の実態

　　（1）中等理科教員養成カリキュラム

　先にも示したように，Blair，T．労働党政権は，教育水準向上の鍵の1つとして教師を位

置づけていた。その具体的施策が，NC for　ITTである。中等理科教員のNC　for　ITTは，生

涯にわたる教職専門開発（専門的成長）（Professional Development）の観点から，養成段階

において獲得すべき理科教師の資質・能力が3つに分類されている　16）。すなわち，A：

科学教育において子ども達の進歩を確実にするのに，教育実習生（註：教職課程在籍学生

を指す。以下同じ。）にとって必要な教職専門的知識と理解（Pedagogica1Know1edge　and

Understanding），B：効果的な教授方法と評価方法（Effetive　Teaching　and　Assessment

Methods），C：科学（理科）に関する教育実習生の知識と理解（Knowledge and Understanding of

Science）である。

　以下には，Aの教職専門的知識と理解の全容を，Bの教授方法と評価方法については，

その概要のみを示し，Cは省路した。

　A：教職専門的知識と理解

1．すべての教員養成課程において，教育実習生は，なぜすべての子ども達が科学（理科）を学習

する　ことが重要であるのか，という理由をのいくつかにっいて教えられるべきである。

a．科学（理科）についての知識と理解は，子ども達が自然現象を理解するための手助けとなる。

b．科学（理科）及び科学者の研究方法についての知識と理解は，進歩し続ける技術的世界におい

　て，子ども達が意思決定を行うための基礎を理解するための支援となる。

c、科学（理科）を学ぶことを通して，子ども達は，問題解決をするための探究スキルや実際的ス

　キルを発達させることができる。

d．科学（理科）はおもしろく，知的興味をそそるものである。

e．科学は現代的における文化の重要な一部であり，すべての国家の人達と関わりがある。

2　子ども達の科学的な理解における進歩
a.　すべての教員養成課程において，教育実習生は，科学（理科）における子ども達の進歩が，以

　下のような原理に基づく教授によって達成されていることを，教えられるべきである。



　・データは信頼性と限界に関して，解釈され，評価される。





C　子ども達が，異なる文明は科学的知識の創出に貢献していることを理解し，異なる文化から科

学者の研究を評価する，ことを支援すること。

　まず，注目するのは，「なぜ科学（理科）を学習するのか」ということを，子ども達が．

理解することが求められていることである。そのために，教育実習生も改めてそのことを

理解しなければならない。イギリスではNC導入以降，理科教師だけではなく，子どもや

その保護者にも「明確で簡単に理解でき，かつ，現実的で達成可能な」科学教育の目的を

明示することが多くの研究者によって指摘されているが，これは，「教え（teaching）」の

視点から「学び（1eaming）」の視点への転換と理科教師像のパラダイム転換が求められる

ようになり，加えて，その基底にある（ある意味では存在意義を示す）科学観の変容と，

子どもの実態や時代的・杜会的背景を考慮した新しい目的・目標論’7〕の提唱が，その背

景にあった。つまり，このことは，これまで以上に急速に変化するであろう21世紀にお

いて「誰のための科学教育か」，「何のための科学教育か」という新たなる問い直しであ

る，と理解してもよいであろう。

　ここに示された内容は，Pedagogica1Know1edgeandUnderstandi㎎と示されているが，単に

教職専門的知識と考えるのは早計であろう。ここには，理科教師が効果的に授業を行うた

めに，教科知識だけではなく，その知識の現実的な意味や他の知識との関連，その知識を

いかにして子ども達に伝達し，子ども達が獲得するかその多様な方法，その知識をもとに

どのように授業を構成するか，といったことが示されている。つまり，これはShu1man，L．

の提唱する「授業を想定した教材の知識（Ped孕gogica1－Content　Know1edge）」’8〕と表現して

もよいように思われる。

　次にB：効果的な教授法と評価法について，7．の評価方法を除き，紙幅の関係から要

点のみ示しておこう。

5．子ども達の理解を促進させる方法
　・目的の違いによる多種多様な形での質問の方法やそれを行う時期

　・子ども達の科学的な理解を促進し，ミスコンセプションを修正するための効果的な説明方法

　・効果的な学習（e価ectiveleami㎎）のための実験活動や実際的活動の用い方

　・子ども達の言語能力としてのリテラシーを，科学（理科）を教えるのに必要な要素として発達

　　させる方法と，子ども達が科学（理科）において進歩するのに必要不可欠なそのリテラシーを

　教える方法
　・子ども達の数量的思考能力と他の数学的能力を，科学（理科）を教えるのに必要な要素として

　発達させる方法
　・子ども達が科学的な理解をコミュニケートするための教授方法

　・鋭敏かつ論争の余地ある問題を調べ，扱う方法

6．科学（理科）教室運営

　・短期，中期，長期的に，よく構造化された個々の科学（理科）授業と授業のシークエンスを計

　画する方法
　・自分の教授を構造化し，異なる目的のために，効果的にクラス全体，グループ，あるいは個人

　　といった形で，相互作用を用いる方法

　・効果的に科学（理科）学習材を利用する方法

　・科学（理科）における子どもの学習を支援するために1CTを用いる方法と，ICTが科学（理科）

　を教えるのにうまく利用できる方法

7．科学（理科）の教授・学習における評価
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教育実習生は、以下のことが教えられなければならない。

a .　子ども達の科学（理科）における進歩の評価について、形成的、診断的、そして総括的な手段

を用いる方法。 



ρ肋仰α〃3θCoηゐα∫Cんoo1∫’’）がある。これは，生涯にわたる教職開発（専門的成長）

（Continuing　Pro胎ssiona1Deve1opment：以下，CPD）の視点から分析され，勧告がなされて

いるが，ここでは，紙幅の関係から勧告は省略し，ロンドン大学による調査結果20〕の概

要について取り上げる。

　調査機関：ロンドン大学キングスカレッジ

　調査期間：1999年6月～7月

　調査対象：・イングランドの5地域50の学校から150人以上の教師を20のグノレープに

　　　　　　　分ける。

　　　　　　・イングランドの初等学校1973校と中等学校735校からランダムサンプリ

　　　　　　　ング。

　　　　　　・校長，教職経験5年未満の理科教師，教職経験5年以上の理科教師

初等学校 中等学校
学　校　数 745（08％） 、505（68％）

校　長　数 565（29％） 360（49％）

理科教師数 854（22％） 567（42％）

経験5年未満 289 223

経験5年以上 565 353

以下に調査報告の分析結果に？いての概要を示してみよう。

【教師の㎜SET】

・一般に，調査対象の教師達は，教科に関連した内容や，教室での実践に基づいた内容，

という自分達個人の二一ズに合ったCPDに参加しているわけではなかった。

・多くの教師がCPDの意味を十分に理解しておらず，現職教育（rNSET（In－Sewice　Edcation

br　Teacher））は，教えることに関するものというよりも，学校全体の問題や，ICT

（Inb㎜ation　and　Comunication　Tec㎞o1ogy）といった一般的なトピックス，校務分掌が次第

に取り扱われるようになっていったと感じていた。

・中等学校の校長の大多数が，自分達の学校の科学（理科）部会は，他教科のように短期

的な発展と向上がなされていない，というコメントを行った。

・一般的に，校長達の見解と反対に，教師達は校外での㎜SETをより高く評価していた。

【教師の二一ズとCPDの要求】

・校長や教師達両方が，理科教授のためのCPDの位置づけと質が持続的に向上させられ

る必要があることを強く感じていた。教師達は，基本的には同僚から学ぶことから，自

分達の専門的実践を発達させ強化するシステム（uSer一缶iend1y　SyStem）を欲していた。教

科知識，教授学，子どもの学び，教室経営などは，㎜SETのテーマ・リストにおいて高

　く位置づけられていた。

・教師達は，またより質の高いrN’SETや教室での実践をサポートすることに，より強調

点が置かれることを欲していた。彼らの見方では，現行の㎜SETは，例えば，純粋理

論よりも実際的活動の方法についてほとんど触れられなかったり，他教師との相互作用

が制限されたりと，個人の二一ズに焦点を当てるという点では不十分である，とされた。

・教師達は，他の学校の同僚教師達との反省的学習の機会が十分に与えられる，より拡張

　されたp一スの利点を評価していた。
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・1998／99年に，初等学校教師の85％と中等学校教師の86％が，同僚からアドバイスを受

けていた。対照的に，彼らは初等学校教師の49％と中等学校教師の51％が地方教育当局

を，初等学校教師の40％と中等学校教師の25％が教師センターを，初等学校教師の39％

　と中等学校教師の56％がASE（Associati㎝危r　ScienceEducatiふ）を利用しているに過ぎな

かつた。

【教師の自信の度合い：1995年版NC】

［初等学校教師の場合］

・57％の教師が，KS2の科学（理科）を教えることに自信を持っていた。これは，英語（66％）

と数学（63％）よりも少ない。

・わずか44％の教師が，KS2の学習プログラムSc1「実験的・探究的科学」を教えること

に自信を持っていることを示しており，学習プログラムSc4「フィジカノレ・プロセス」

では47％であった。

・科学（理科）は，NCの3っの必修教科の1つである。初等学校教師の13％が1週間に

　1時間のみ授業を行っており，55％が週2時間，19％が週3時間，11％が週3時間以上

であつた。

［中等学校教師］

・89％の教師が，KS3の学習プログラムSc1「実験的・探究的科学」を教えることに自信

を持っているが，KS4になると79％に下がった。他の学習プログラムでは，KSによる

違いがもっと顕著であった。例えば，KS3の学習プログラムSc4「フィジカノレ・プロセ

ス」では81％でったものが，KS4では50％に下がった。

【教師の教科にっいての資格】

・KS2で科学（理科）を教えている初等学校教師の19％が生物を教える資格を有しておら

ず，42％が化学を教える資格を有しておらず，47％が物理を教える資格を有していなか

った。少なくともAレベノレやそれ以上の高い資格を有している教師の割合は，生物が

31％で，化学が16％，物理が11％であった。

・KS4で科学（理科）を教えている中等学校教師のうち，26％がAレベルで生物を学習し

ておらず，同様に13％が化学を，29％が物理を学習していなかった。さらに，KS4で生

物を教えている教師の39％が生物学の学位を有しておらず，同様に化学では51％，物理

では66％であった。

【学校科学（理科）を支える第3者機関に対する教師の見解】

・一般的に，調査対象の教師達は，自分達にとってサポートが得られる第3者機関をほと

んど利用していなかった。彼らは，教材が教室での実践に関連したものであってほしい

と思うものではなく，多くの教材が新しいNCにとっては古くなっている，と感じてい

た。教師はまた一般的に，莫大な情報源としての教材が氾濫しており，どれが有効であ

るかを見極める時間がない，と感じていた。

・初等学校教師と中等学校教師の10％以下が，第3者機関による教材の頻繁な利用者であ

った。初等学校教師は，「時々」次のような第3者機関の教材を利用していた。それは，

博物館が63％，産業界が32％，ASEが28％であった。中等学校教師の場合は，産業界と

学術系学会が50％，ASEが45％，博物館が41％であった。しかしながら，初等学校教師

は多くの第3者機関の情報について認識していなかった。例えば，26％の教師がASEを
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　通して教材を得ることを知っていなかったし，34％が政府系機関から情報が得られると

　は思っていなかった。

・対照的に，初等学校教師の43％が教科書を，61％が他の書籍を，26％がビデオをrしば

　しば」使用していた。中等学校教師の場合は，89％が教科書を，46％が他の書籍を，51％一

　がビデオを，科学（理科）を教える際に「しばしぱ」利用していた。

・96％の初等学校教師と97％の中等学校教師が，他の教師からのアドバイスがr良かった

　（good）」あるいは「満足（sati曲ctory）」であったと高く評価していた。「良かった」あ

　るいは「満足した」という回答のうち，同僚教師以外としては，初等学校教師の76％が，

　そして中等学校教師の69％が地方教育当局からであった。また，教師センターからのア

　ドバイスの場合は，それぞれ69％と58％であった。さらにASEからのアドバイスの場’

　合は，それぞれ82％と90％であつた。

【教師によるICTの利用】

・初等学校教師の42％が，科学（理科）を教える際に，「しばしぱ」コンピュータを利用

　しており，中等学校教師の場合は9％であった。

・初等学校教師の43％が，科学（理科）の教材準備にrしばしば」コンピュータを利用し

　ており，中等学校教師の場合は65％であった。

・初等学校教師の35％が，科学（理科）に関係した校務分掌にコンピュータを利用してお

　り，中等学校教師の場合け62％であった。

・科学（理科）を教える際に，教師がIdTを用いるのに主な障害となっているのは，初等

　学校教師の88％，中等学校教師の86％が時間不足であった。次に重要な要因は，初等学

　校教師の56％がICTの利用に関する知識が欠けていたことである。しかしながら，中等

　学校教師の場合は，65％が適切な器具にアクセスすることが欠けていた。

　さて，以上の報告書は多くの点で注目されるが，特に注目されるのは，まず生涯にわた

る教職開発（専門的成長）が教職に求められている点であろう。そして，その中で同僚に

よる専門的成長が評価されている点である。ここに，近年欧米諸国で理論化され，実践化

されている反省的実践家（renective　practitioner）としての教師像が伺うことができる。次

に注目されるのは，理科教師の自信である。科学の本質に関するSc1はもとより，KSが

上がるにつれて教師の持つ自信が低下している。最後は，理科教師の資格である。これま

でのイギリスにおける教員養成は，必ずしも法的拘束カを持つ法令により制度化されてい

るわけではなかった。そのことが，この報告書の結果に現れていると解釈できる。

4　子どもと保護者は科学（理科）をどう見ているか

　ここでは，ロンドン大学キングスカレッジの0sbom．J．とCo11in．S．が1998年9月か

ら1999年9月まで，ロンドン，リーズ，バーミンガムの公立学校の生徒，保護者，教師

に対して行った調査結果’肋ρ眺’＆P〃θ伽’肋w∫ψ加肋oo18oゴθ〃cθC〃rた〃〃〃”2’）について

紹介しよう。

　【調査の目的】

　a）生徒や保護者が目常生活において必要とする科学的知識，スキノレ，理解とは何かを

　　明らかにする。

　b）生徒や保護者が興味を見いだす科学（理科）とは何かを明らかにする。
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　ｃ）生徒や保護者が受けた学校における科学教育の内容の価値とは何かを明らかにする。

　ｄ）すべての人のための理科カリキュラムにとって，将来，必要とされるべき内容とは

　　何かを明らかにする。

　ｅ）（この調査についての）生徒の回答に対する理科教師の対応と，すべての人のため

　　の将来の理科カリキュラムとの関係を明確にすること。

　【サンプルと調査方法】

　GCSE試験の点数が全国平均の±15％の20の公立学校から，16歳の生徒144人とその

保護者117人，26人の教師を抽出。それを45のフォーカスグループに分け，１グループ

６人から８人，平均７人から構成され，グループ討論と個人面談を実施。

　・科学（理科）を継続して学習しない女子生徒の５つのグループ
　・科学（理科）を継続して学習しする女子生徒の５つのグループ
　・科学（理科）を継続して学習しない男子生徒の５つのグループ
　・科学（理科）を継続して学習しする男子生徒の５つのグループ
　・科学に関係した職業に従事する男性保護者の５つのグループ
　・科学に関係していない職業に従事する男性保護者の３つのグループ
　・科学に関係した職業に従事する女性保護者の４つのグループ
　・科学に関係していない職業に従事する女性保護者の５つのグループ
　・科学に関係した職業に従事する男女混合の１つのグループ
　・科学に関係していない職業に従事する男女混合の２つのグループ
　・男女混合の教師の５つのグループ

　【調査結果の概要】

ａ）すべての生徒と保護者は，科学（理科）を重要な教科と見なし，カリキュラム上におい

　て正当な位置づけがなされていると考えていた。科学（理科）は，権威ある教科と見な

　され，自然界の理解にとって価値あるとされていた。保護者は，今日の学校理科カリキ

　ュラムが，自分達の世代に学習した分科理科の特徴としてのジェンダーバイアスをもは

　や内在していないと考えていた。

ｂ）生徒達は，本質的に興味ある教科としてよりも，職業的憧れとして科学教育を評価して

　いた。生徒達にとっては，科学（理科）と関連した資格（職業）は，まだ伝統的に（自

　然）科学に関連した資格（職業）であった。生徒達は，科学の資格（職業）が，数学や

　英語における一般的な資格（職業）として同じ価値を有している，とはほとんど認識し

　ていなかった。

ｃ）生徒達が嫌悪を感じる多くの経験があった。最も毛嫌いされた科目は，意外にも化学で

　あった。これは，抽象的で現代のニーズに無関係であると見られていた。生徒達は，学

　年が終わりに近づくと，科学教育においてあまりにもつまらない経験をしていた。つま

　り，学習すべき内容が中心となり，すでに学習した教材を何度も繰り返し，きわめて多

　くの「書き写し（copying）」があり，討論する機会がなく，そしてその教科についての

　概観なくして断片的な（知識と経験の）ままで学習が終わっていた。

ｄ）生徒達が興味を見いだす場合もまたあった。理科諸科目のなかで，生物は，自分達の生

　命について容易に理解できるというその関連性から，とりわけ女子生徒に，また男子生

　徒にも受け入れられていた（学習されていた）。化学では，化学薬品の混合や化合の場

　合に，生徒達は楽しんで学習していた。一般的に生徒達が熱中するトピックは，天文学

　と宇宙に関する学習であった。．

ｅ）科学（理科）は，また，実験・観察といった実際的作業を実施した場合や，あまり難し
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　くなく複雑にならない取り組み（チャレンジ）や刺激があった場合，さらに畏敬や驚き

　といった気持ち・感覚を刺激する場合に，生徒達にとって興味があった。

f）生徒と保護者の両方ともが，教師と彼らの教授スタイルが，生徒の科学（理科）に対す

　る興味を決定づける非常に重要な要因であると感じていた。

g）生徒達は，今日的な科学的あるいは社会・科学的な問題（socio-scientific issues）に強い

　興味を示していた。保護者達は，このことは生徒達が理科カリキュラムにこの内容が含

　まれることを期待しているという意味で重要である，と議論していた。

h）生徒達は，学校科学（理科）と日常生活とを結びつけることには困難であったが，学校

　科学（理科）から洞察力が得られることや，科学教育が教育を受けた人としての自尊心

　を形成するのに貢献していることを高く評価していた。

i）生徒達は，自分達の日常生活と学校科学（理科）との関係をほとんど理解できていない

　場面が多くあった。化学に関しては，分子や原子結合，工業への応用についてしばしば

　言及されていた。物理においては，とりわけ女子生徒にとっては，日常生活との関連性

　についての認識が欠けていた。多くのトピックに関して，知識の価値は，試験に合格す

　るための単なる道具的価値のままであった。

j）改革のための幅広い提案がなされた。生徒達は，少なくとも時折は，学校科学（理科）

　がメディアにおいて科学が扱うのと同じ問題を扱っていると気づかせるために，より今

　日的な事例を扱う必要があることを提案した。カリキュラムは，最終学年においてあわ

　ただしい経験をさせないようにするために，（内容の）削除や問い直しといったものの

　繰り返しをある程度行う必要があった。また，より実践的な作業や，さらなる探究活動，

　多様な経験を奨励するための討論の機会，個人の自律のための議論をする必要性が認め

　られた。さらに，保護者や教師，生徒といったすべてのグループが，14歳の時のカリ

　キュラムには，ある程度の選択要素（内容）が含められるべきであると感じていた。

k）教師達は，生徒達の不満足の多くが筋の通ったものであると認めた。しかし，彼らは，

　それらは内容主義的かつ過剰負担なカリキュラムの結果であると感じていた。生徒達の

　パフォーマンスは，彼らの能カと学校の到達度の両方の測定として冷酷にも調べられて

　いたし，限られた時間故に，教師達は，必要不可欠な本質的な内容にのみ焦点化し，学

　校科学（理科）に「楽しさ」を増すような非本質的な内容を削除していた。しかしなが

　ら，教師達は，過度の書き写しについての不満が過度に強調されていること；生徒達が，

　自分達の知識や理解を強化したり正確にするという目的のために，繰り返し行うことの

　重要性を見極めることに失敗していること，を感じていた。

　Osborn. J. とCollin. S. は，以上のような調査結果の分析を踏まえて，以下のような勧

告を行っている。

ａ）新しいトピックを紹介したり，科学の内容を（よりよく）展開するために，技術

（technology）を利用するアプローチは，科学（理科）を教えるときに取り入れられるべ

　きである。

ｂ）14歳以降の科学（理科）において，現代科学から生じる様々な問題についての学習

　は，カリキュラムの必要不可欠な部分となるべきである。

ｃ）必修コースを構成すべき14歳以降のカリキュラムは，教師と生徒の両方にとって，

　選択的内容を提供するさらなるオプショナル・モジュールを付加すべきである。
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ｄ）14歳以降のコースは，物理，化学，生物，地学（Earth science and astronomy）のすべ

　ての要素を含むべきであるが，それが調和のあるものであるとする要求は，すべての生

　徒の興味からしても，すでに適切ではない。

ｅ）KS2，KS3，KS4のカリキュラムは，目的と内容の両方において，お互いに明確に違

　っているべきである。

ｆ）良き理科教師の供給は，教科を維持するためには極めて重大であり，科学教育界によ

　って素早い対応が求められる。

　この報告書が注目されるのは，生徒や教師に対する調査ばかりではなく，保護者に対し

ても行われている点であろう。なぜなら，イギリスの多くの科学教育研究者が指摘してい

るのは，（ナショナル・カリキュラム以降）「なぜ，科学（理科）を学ぶ必要があるのか」

つまり，科学教育の目的・目標論を，教師ばかりではなく，子ども達やその保護者達まで

もが理解する必要があると主張しているからである。保護者が，自分の子どもが何を学ん

でいるのかを知ることは，それは学校によるアカウンタビリティーであるとも言える。

　この報告書のポイントを整理すると，日常知と学校（科学）知の乖離という視点から学

習内容的には，純粋科学的内容ばかりではなく，応用科学的，技術的内容が含まれるべき

こと，科学の今日的，社会的，歴史的内容を含めること，等が指摘されている。また，カ

リキュラムの視点から，科学教育の目的は，科学的リテラシーの育成であり，そのために

は，14歳までの科学（理科）は必修とすべきであるが，それ以降は，子ども達の興味・

関心や適性や進路から，必修と選択的内容を取り入れること，子どもの発達段階にあった

目的・目標と内容が設定されること，等が指摘されている。さらに注目されるのは，効果

的な理科教授（effective teaching）の視点から，教師教育に関しても言及されていることで

ある。第Ⅲ章でも論じたように，効果的な理科教授においては，教師が授業変革の鍵とな

っているからである。

５　21世紀の科学教育に向けて一科学教育研究者による勧告一

　"BEYOND 2000: SCIENCE EDUCATION FOR THE FUTURE"22）は，1997年１月から1998年

４月にかけて，ナフィールド財団の財政的援助により科学教育研究者を中心とした４回の

非公開セミナーと２回の公開セミナーの総括的報告書である。この報告書は，高度科学技

術杜会でグローバリゼーションが進んだ21世紀を担う子ども達のための科学教育につい

て想定されている。この報告書の４つの鍵となる「問い」は以下の通りである。

・現在までの科学教育の成功と失敗は何か？

・今日の子ども達に必要とされる科学教育とは何か？

・すべての子ども達のための理科カリキュラムにとって，適切なモデルとなる内容と構造

　とは何であろうか？

・そのようなカリキュラムの実施においてどのようなことが問題となるであろうか，そし

　てこれらはどのように現せるであろうか？

　では，これまでの科学教育がどのような点で問題であったのであろうか。

・多くの子ども達が，義務教育としての科学教育を学習しているが，だからといって，必

　ずしも学校外における科学的考えに精通しているわけではない。現在の理科カリキュラ

　ムにおいて，「よく学習できた（succeed）」子ども達でさえ，彼らが「理解した
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（understanding）」というのは，日常生活の文脈において，科学的情報を効果的かつ自信を

持って扱うだけの素養を与える程度にまでは達していない

・学校科学（理科），とりわけ中等教育においては，子ども達の自然界についての驚きや

感動，興味を持続させ発展させることに失敗している。10代の子ども達の興味や関心

　と理科カリキュラムとの明らかな関連性のなさ故に，文科系や学際的コースと比べて，16

歳以後の理科系に進む生徒の数が極端に少ない。

・理科カリキュラムは，個別の考えや，一貫性と関連性がない「カタログ」のように思わ

れる。本来不可欠な関連性や意味づけといった文脈とは切り離されて，教えられる内容

（content）に，過度の強調点がおかれている。（いわゆる従前の純粋科学を中心とした）

内容への強調のために，科学的証拠の役割，可能性とリスク，科学者が自分達の知識を

正当化する方法，といった科学の実際の姿を理解するのに不可欠な，科学の本質といっ

た構成要素を教えることが阻害されている。

・理科カリキュラムには，明快なる目的，あるいは5歳から16歳まで，またそれ以後の

子ども達の科学的能力発展させるモデルが欠けている。そのため，初等学校教師は，ど

のように基礎（力）を作り上げていくべきか見極めることが困難になっており，中等学

校教師は，子ども達が初等学校で獲得した知識とスキルを鍛えあげることが困難となっ

ている。

・評価は，極めて記憶と再生が強調される演習や課題に基づいており，そのような演習や

課題は，学習者が，学習後の生活において科学的知識やスキルを使おうと思っている文

脈とは，余りにもかけ離れている。

・NCでは，科学（理科）と技術が別の教科として設定されている。しかしながら，多く

の若者達は，科学的努カの目的が，実質的にはその技術的生産物にあることに気づいて

いる，という調査結果がある。そのため，２つ（科学と技術）が一緒のものであるとい

　うことが一般の人の心にあるという理由ばかりではなく，科学が若い人達の関心や興味

から切り離され，関係のないものと思われることからも，科学と技術が別々の教科であ

ることは有用なことではない。

・理科カリキュラムでは，相対的に議論や，現代的生活に浸透している科学的問題を分析

することが疎かにされている。

・多種多様な教授・学習経験が不足している。時々，型通りの実験・実習を中心とした実

際的作業（practical work）が，より効果的であろうと思われる他の学習方略において用

いられている程度である。NCによって導入された革新的実践である探究活動
（investigations）でさえ，評価のための型通りの授業に圧倒される危険性がある。

・結果として，14歳後の理科カリキュラムは，この年代の子ども達の多様な興味や適性

を十分に考慮するような選択制になっていない。

以上のような現状の問題点を把握した上で，以下のような勧告がなされた。

【勧告１】5歳から16歳までの理科カリキュラムは，一般的な科学的リテラシー（scientiic

1iteraCy）を育成する課程としてまず見なされるべきである。

【勧告２】KS４（14歳から16歳まで）においては，カリキュラムの構造は，「科学的リ

テラシー」を育成する内容と，将来の科学における専門家育成のための準備としてデザ

インされたものとに，明確な違いを示す必要がある。それは，後者の要求が，前者を歪
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めないようにするためである。

【勧告３】理科カリキュラムは，われわれがなぜすべての子ども達が科学（理科）を学習

する価値があると考えているのか，われわれが子ども達に（科学を学習する）経験から

何を獲得してもらいたいと願っているのか，といったことを明確に示した目的を含む必

要がある。これらの目的は，明確であり，かつ教師，児童・生徒，保護者に簡単に理解

できる必要がある。もちろん，それらの目的は，現実的かつ達成可能でなければならな

い。

【勧告４】カリキュラムは，明確かつ簡潔に提示される必要がある。そして，その内容は，

目的（下記に掲載）に従ったものと見なされる必要がある。科学的知識は，多くの鍵と

なる「説明の語り（explanatory stories）」としてカリキュラムに最もよく提示される必要

がある。加えて，カリキュラムは，子ども達に多くの重要な科学についての考え

（ideas-about-science）を紹介すべきである。

理科カリキュラムの目的（Aims of the science curriculum）

　子ども達の全体的な教育経験の内容として，科学教育の目的は，子どもがに21世
の世界にいて，十分かつ満足のいく生活を行うための準備をすることである。
◎理科カリキュラムは，子ども達を取り巻く自然界について，彼／彼女らの好奇を

持続させ，発達させる。そして，自然界の振る舞いを探究する能力についての自信を
持たせべきである。
　理科カリキュラムは，子ども達が，科学的，技術的事柄について取り組む自信と適
性を感じ取るために，科学における驚き，熱意そして興味が助長されるよう追求され
なければらない。
　◎理科カリキュラムは，科学の重要な考えや説明の枠組みと，われわれの物質的境
や文化に重大なインパクトを与えている科学的探究の手続きについて，子ども達が理
解でるよう支援すきである。それは，子ども達が以下のようなことをできるようにす
るためである。
　○なぜこれらの考えが価値あるのか認識する。
　○例えば，ダイエット，あるいは医療措置，あるいはエネルギー利用など，子ど達
　　が現在やその後の生活の両方の日常的文脈において，自分達で取るであろう，あ
　　るいはアドバイスを受けて取るであろう意思決定のための基本となる理論的説明
　　を理解する。
　○科学的な内容に関するメディア・レポートを理解し，批判的に対応することがき
　　る。

　○公的な論議になりそうな，そしておそらくそれらのいくつかが現実化しそうな学
　　的な内容に関する問題について，個人としての意見を持ち，表現できることを探
　　ってみる。
　○興味やあるいは職業的目的のために必要となれば，さらなる知識を獲得する

　報告書では，科学教育の中心的目的が一連の「説明の語り（Explanatory stories）」を提示

することであると認識されており，科学教育は世界中で最も説得力があり最も普及した考

えをコミュニケートする方法（それは物語の様式（narrative form）である）の１つとして，

「説明の語り」を利用すべきである，と示されている。この「説明の語り」では，子ども

達が，その「語り」を与えられた知識として見なすのではなく，社会的歴史的文脈におい

て個人の作業（研究）による絶えざる探究の成果として見なすことが重要となる。そのた

め，科学を文化として見なすのであれぱ，「説明の語り」は，歴史的ケース・スタディー

として提示される必要があるとされている。

【勧告５】技術の側面と科学の応用がどのようにして今日省略されているかを調べる作業

（学習）は，「科学的リテラシー」を育成する科学カリキュラムに取り込むことができる。
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【勧告６】理科カリキュラムは，子ども達が，いくつかの鍵となる「科学についての考え

　（ideas-about-science）」について理解できるようにすべきである。その考えとは，自然界

についての信頼される知識がこれまで得られた，また，現在も得られている方法につい

ての考えである。

科学についての考え（Ideas-about-science）

　５歳から16歳までの学習において，子ども達は，科学とは自然界の振る舞いにつ
ての信頼ある説明を探究するものであると見なすようになるべきである。彼らが科学
につい理解するためには，以下のようなことがなされるべきである。
○直接経験から得られた証拠と二次的情報源から得られた証拠の両方を評価し，解釈
　し，分析する。
○重要な考えが最初にどのようにして生じ，確立され，受け入れられたかをについの
　物語を聞いたり読んだりする。
○正常で説得カある，証拠に基づいた議論を行う方法について学習する。
○科学の応用と科学的な考えが含まれている今日的問題の範囲について検討する。

上述のことは，具体的には以下に示したことである。
KS１とKS２の子ども達は，以下のことをすべきである。
○出来事やプロセスについてのより正確な記録をするために，質的測定の価値を正し
　く認識し始めるべきである。
○一定条件下での探究活動において，ファクターをそろえておくことを認識し，物や
　出来事等を簡単に比較する方法について学習すべきである。（検証テストを行う）
○注意深い測定や一定期間にわたる記録などを含む科学的作業のいくつかに精通すべ
　きである。（例えば，気象観測，水質検査）
○他者（他の考え）を納得させる際の重要な証拠を例証するために，新しい「発見」
　がどのようになされたか，について書かれたノンフィクションを読むべきである。

中等学校の早い時期に，自分達自身による実際的作業や他の方法を通して，子ども達
は以下のことを学習すべきである。
○「眞なる」価値に正確に適合するような観察や測定などないこと。つまり，いつも
　不確実性が存在すること。
○測定を再度行い平均値を出すことは，ランダムエラーの影響を取り除く良い方法が
　あること。
○適切なところで，変数同士の相互の影響としてプロセスを認識すること。
○他の変数と要因を一定にし，２つの変数の関係を調べる簡単な探究活動をデザイン
　する方法。
○直線図や棒グラフなどにより示された関係についてのパターンを言葉で表現する方
　法。

子ども達は，以下のような一般的な考えを例証する，科学における重要な考えがどの
ように発展したかについての物語に親しむようになるべきである。
○科学的説明は，得られるデータを「凌ぎ」，そのデータから単に「生じた」のでは
　なく，創造的な洞察を含んでいること。（例えば，燃焼を理解するためのラボアジ
　ェとプーストリー効果）
○多くの科学的説明は，直接的には観察できないレベルで，起こるであろうと考えら
　れる「モデル」の形となってあらわ競れていること。
○新しい考えは，時として広く社会的，政治的，あるいは宗教的コミットメントの理
　由から，しばしば他の個人やグループからの反対意見に出くわすこと。（例えば，
　コペルニクス，ガリレーと太陽系）
○報告されたいかなる科学的発見や，提案された説明は，科学的知識として受け入ら
　れる前に，同じ分野において，他の科学者の研究によって批判的な精査にさらされ
　なけばならないこと。（例えば，免疫に関するパストゥールの研究）

科学の応用に関する問題を考えることにより，子ども達は以下のことをすべきである。
○革新は利益とリスク，それは予め予測がつかないリスクの両側面を含んでいること
　を認識する。
○問題に対する適切な解決をする決定は，技術的可能性，経済的コスト，社会的環境
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　的インパクト，そして政治的宗教的コミットメントなどの考慮すべき用件の範囲に
　影響をけていることや，これらの用件は異なる文脈では違うことを認識し始める。

子ども達がKS４にまで成長すると，彼らは上述した一般的な考えについての理解を
拡げるべきである。子ども達は，以下のことをすべきである。
○２つの変数間の相互関係は，一方が他方の原因となることを本質的には意味してい
　ないことを正しく認識しする。
○いくつかの独立変数を含む状況で，よく制御された探究活動をデザインすることが
　できる。
○量的測定を繰り返した時の変化は，測定の信頼度の指標を与えていることを認識す
　る。

子ども達は，以下のような一般的な考えを例証する，科学における重要な考えの発見
についての物語に親しむようになるべきである。
○証拠はしばしは不確実であり，いかなる単一の説明にも決定的に指し示しているわ
　けではないこと。
○もし，ある説明が他でも予期されないことを予言し，そしてこれが観察されれば，
　このことは，その説明においてわれわれの自信をより増すことになること。（例え
　ば，アダムによる海王星の存在の予言）
○科学的進歩は，注意深く骨身を惜しまない研究と，また創造的な推測によっている
　こと。（例えば，フランクリン，ワトソン，クリックのDNA構造決定における役
　割）

科学の応用に関する問題を考えることにより，子ども達は以下のことをすべきである。
○個人の意見は，彼らの専門的あるいはまた社会的帰属性によって影響を受けるであ
　ろうことを認識する。
○われわれが理解したいと願っていることの多くが，予言的な理論モデルに関して，
　まだ十分には説明つかないことを認識する。私達ができる最善のことは，起こりう
　るであう要因とある特定の結果の予測（例えば，喫煙と肺病の関係，過飽和状態の
　脂肪消費と心病との関係）との関係を同定することであり，システムの複雑性がこ
　のようなことを招いているのである。
○予測とリスクの考えを理解する。
○特定なリスクを受け入れようとする人々の意思に影響を与える要因の範囲に気づ
　く。
○科学と技術についての問題を考える際に，技術的に（可能な）問題と（なされなけ
　ればならない）倫理的問題を明確に分ける。

【勧告７】理科カリキュラムは，幅広く多様な教授方法やアプローチを用いることを奨励

すべきである。新しい考えが導入されるぺ一スは多様であるべきである。とりわけ，歴

史的，今目的問題についてのケース・スタディーは，「説明の語り」と鍵となる「科学

についての考え」の理解を１つにまとめたり，教師が学習者のニーズ及び興味を自分達

の仕事と合致させることを容易にするために用いられるべきである。

【勧告８】子ども達のパフォーマンスを報告するのに用いる評価法は，教師が科学的考え

についての子ども達の知識や理解に焦点を当てるのと同じように，科学的情報を理解し

解釈し，そして論争ある問題について討論するところの子ども達の能力に焦点が当てら

れるべきである。

【勧告９】短期的勧告：現在のナショナル・カリキュラム（1995年版）の目的は，提案

された内容がどのうに目的を達成のに適切と見なされるを明確に示されなければならな

い。
　科学の本質と科学における系統的な探究を取り扱う一般的な要求（NC general

requirements）に関する目的は，「科学についての考え」を教えることをより強調するた

めに，最初の到達目標「実験的・探究的科学（Experimental and Investigative Science）」に
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組み込まれるべきである。そして，評価の新しい形式が，そのような強調点を反映する

ために発達させられる必要がある。

【勧告 10】中長期的勧告：形式的な手続きは，科学教育における革新的アプローチが定

められた期間に，典型的な学校において，限られた規模で試験されて，それによって受

け入れられるべきである。そのような革新は評価され，その結果は，国家レベルで引き

続き起こるであろう改革について知らせるために用いられるべきである。もし，それら

がこのような方法で事前に試験されていなければ，ナショナル・カリキュラムとその評

価に，重大なる変化はなされるべきではない。

６　わが国への示唆一おわりにかえて一

　ところで，NCの評価グループの議長を務めたロンドン大学名誉教授のBlack, P. は，世

界的視野から理科カリキュラムの改革の必要性を説いているが，その要因として次の４つ

を指摘している23)。まず，科学と技術そのものが変化していること。次に，教育（学）

そのものが変化していること。そして，社会そのものが変化し，学校に対する期待の変容

をもたらしていること。最後に，子ども自身や子どもを取り巻く環境が変化していること。

彼は，これらの要因に対する教師や学校の役割の重要性と限界を認めたうえで，理科カリ

キュラムの目的とプライオリティの決定は，他の社会的問題と同じように，本質的には政

治的闘争（political struggle）．であると指摘している。このことは，第１章，第２章及び第

３章に示したように，Thatcher，M．保守党政権やBlair，T．労働党政権の教育政策を見ると，

的を射ているようにも思われる。少なくとも４つの要因は，NCやNC for ITTにその影響

が認められるし，第４章と第５章における実態調査でも明らかとなっている。

　従って，このようなイギリスの科学教育の置かれた背景を勘案し，これまで分析してき

た内容や紹介してきた内容を考え合わせると，わが国が理科教育の改革を行う場合の参考
となるであろうポイントとして，少なくとも次のようなことは指摘できるであろう。
１）21世紀における教育理念を明確にし，それに基づき，「なぜ理科を教えるのか」，「理

　科が個人の発達（人間形成）にどう貢献するのか」といった理科教育の目的・目標論を，

　教師や子ども達あるいは保護者達に，「明確で簡単に理解できる」形で提示する必要が

　ある。もちろんそれらは，「現実的で達成可能」でなければならない。それは，教育に

　おけるアカウンタビリティであると同時に，「地域の中の学校」という発想からも重要

　である。また，目的・目標論の設定に際しては，理科教育の背景である科学観について

　も再考しなければならない。

２）理科教育の内容論の再考が求められるであろう。まず，従前の自然科学（物理，化学，

　生物，地学）に代表される，純粋科学（pure and academic science）ばかりではなく，「科

　学とは何か」，あるいは社会・科学的問題（socio-scientific issues）といった科学の本質に

　関する内容が取り入れられても良いであろう。次に，イギリスのNCでは反映されなか

　ったが，子どもや保護者の意識から明らかなように，技術的・応用科学的内容も取り入

　れる必要があるであろう。「日常生活の文脈における科学」という視点を重視するので

　あれば，なおさら必要である。

　　内容の選択や配列に関して，初等教育と中等教育の連続性の視点をもっと重視すべき

　である。また，他教科（とりわけ，国語や算数・数学）との関連にもさらに注意を払う
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　べきであろう。

3）　理科教育の方法論の再考が求められる。NCやNC　for　ITTに認められるように，また

　イギリスの科学教育研究者や学会も指摘しているように，実験・観察だけが理科教育固

有の方法でない。例えば，科学の本質を扱う場合，敏感で論争の余地ある問題が取り上

　げられる。それは，子ども達の意思決定能力の育成にとっても不可欠である。その学習

活動を効果的にするには，これまで理科教師が精通していなかったディベートやロール

　・プレーイングといった方法を取り入れる必要もある。その際，教師の役割が重要とな

　ることには留意しなけれぱならない。また，実験・観察の現代的意義について再考し，

　教授・学習活動におけるその位置づけについても問い直す必要があるであろう。

4）　教育水準向上の鍵として教師が位置づけられ，その具体策として，NC  for　ITTがNC

　と密接に関連しており，理科教師に必要な資質・能力が明確化されていること，生涯に

　わたる教職開発（専門的成長）の視点で教員養成が行われていること，などから，理科

　教師像のモデル再考が必要であろう。
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フ　ラ　ン　ス

　　　　　　　戸北凱惟

上越教育大学学校教育学部

１　21世紀をめざした大規模改革

　フランスでは21世紀を展望して就学前教育から初等－中等－高等教育までの各段階において制度，内容

など根本的な改革が進行中である。現在小学校，中学校（コレージュ）の学習指導要領（programmes）

の改訂が終わり，高校（リセ）に着手されている。

我が国同様，学校教育に携わる人々に直接関連する教科の学習については学習指導要領によって定め

られる。将来の国家の文化的なレベルをも規定するものであり，学校関連者だけでなく家庭や社会の関

心事でもある。教員にも父兄にもわかりやすい形で学習指導要領のパンフレット類が市販されている。

まず，フランスのカリキュラム編成過程と教科書の編纂について特徴をまとめてみよう。

２　フランスの学習指導要領の作成過程（文献1）

　（１）学習指導要領のできるまで

①文部大臣により任命された各分野の専門家による「全国教育課程審議会（ＣＮＰ：le consel national

des programmes 注1）に望ましい教育改革の報告書作成を命する。

注1）1990年12月23日の政令で設立されたもの。審議会の委員は専門的な知識の観点から大臣によっ

て選ばれ，省令によって任命される。22名の委員（大学教授，初等中等教員，一般の教育関係者，研究

者や団体関係者など）で構成される。任務：教育の一般的構想，達成されるべき主要な目標，目標に適

合させる教育課程に対して大臣に答申や建議を行う。具体的には，教科の整備とプログラムの整合につ

いて大臣に答申する。

②ＣＮＰは次の経緯を経た後，最終的に大臣に回答する。例えば，1994年12月には「コレージュの学

習指導要領（プログラム）に関する基本構想」を提出した。これに基づき1995年11月に第1学年，1997

年１月に第２，３学年，1998年９月に第４学年の学習指導要領が官報に告示された。

③文部大臣は現場のコレージュ・リセ局（ＤＬＣ：direction des lycee et de colleges）にプログラ

ムの基本構想にたいして具体的な検討を要請する。

④ＤＬＣは新しいプログラムに教科書やそれに伴う資料を準備するために，ＧＴＤ（専門教科グループ）

注2）と合流し，検討される。そこで作成されたプログラムの草案は教員，両親，専門家や組合などに

打診される。草案は最終的にはＣＮＰにゆだねられる。

　注2）このグループはコレージュ・リセ局の下におかれる。構成は大学，文部省総視学官，地域の視

学官，中等教育教授などで，役割はプログラムの内容および方法と，文部省指導書にかかわる資料を作

成する。わが国の協力者会議に相当しよう。

⑤プログラムは打診の結果を勘案しＧＴＤによって再構成される。

⑥改良された草案ぽ中央教育審議会（ＣＳＥ：le Conseil Superieur de l'Education 注3）で検討・
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票決する。付帯意見や修正もありうる。今回は中学校第1学年が生徒に求められる教育内容（学カ）の

中味が何であるか不明のままでは承認できないとして否定され，第4学年までの全体像の基本が示され

て了解された。

　注3）1990年6月7目の政令で設立されたもの。委員は国民教育大臣によって任命される。合計95

名から構成される。うち，48名は教育行政，教員，研究者，公教育学校および私立学校の代表者。19

名断1」用者の代表である父母団体，学生，課程団体，リセなど。28名は公共団体，学校外教育活動団体，

および文化面・教育面・杜会面・経済面での主要な団体の代表。

役割：教育指導に関して国の利益上のすべての問題に対して義務的に諮問を受け，また，答申を提出す

ることができる。審議会内部の設けられる三つの特別委員会（初等学校，コレージュ，リセ）が審議会

の答申の準備を行う。

⑦中央教育審議会は意見を発表する。大臣は必要に応じて新しい修正をDLCに求める。

⑧大臣は成文化された学習指導要領を官報に告示する。これらは国立教育資料センター（CNDP）か

ら出版される。

　（2）教科書，指導書の編纂

　教科書の編纂専門員が配置されているわけではない。実際に作成しているのは教師であり，休暇や余

暇時間を割いて作成にかかわる。編集者はそのような著者を選択する。

編集は教育水準を上げるため多くの執筆者による共同作業である。科学的で教育的な配慮が必要である

ため，大学関係者の協力を得ているのガ普通である。

○教科書が発行される基準はあるか

フランスでは教科書の公的発行システムを持っていない。自由競争の原理で錬磨される。大臣は1850

年の義務教育開始時のファルー法依頼，道徳的，制度的，法的に合致しない教科書を禁止すること以外

干渉しない。実際にこのような検定は行使されてこなかった。つまり，教科書検定そのものが存在しな

レ、。

　理科の教科書は5杜から出ているが，教科書は各出版杜によって単元の多少や問題や課題が含むかど

うかの編纂の違いはあるが，学習指導要領の範囲こほとんどが収まっている。カラフルな編纂やハード

カバーで豪華さを競う風潮が見られる。

○教科書の文化的教育的機能

　教科書は単に教材だけでなく教育の今目的提案でもある。しかし，それは大部分は教育的な補助でし

かない。養成と関連して教科書は多機能教材であり，目的は多様である。

○結合されなけれぱならない教科書の機能

・知識間のつながり

・子どもへの関心動機付け

・知識能カの開発

・概念の統合化

・教師や子どもの言刊面のため

・復習や学習深化のため

・自習に活用

・矯正の仕方に役に立つような

3　理科の改革の経緯

本論の目的は現代の世界諸国の事例から理科カリキュラムの特徴を我が国と比較的な論点で示すこと
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である。フランスの場合，過去およそ50年の変革を踏まえ，今目さらに21世紀への展望も概観したの

が図1である。図中，特に太枠のOや□で囲んだ部分は重要な改革がなされたところであり，矢印（↓）

はそのこととの関連で今目の改革が連続している事を示している。

　フランスの小学佼理科は，戦後次のように目まぐるしく変わってきた。すなわち，観察の練習（「ノレソ

ン・ド・ショーズ」）（戦前から引き継ぐ）→「めざまし教科」（1969）→「科学的領域のめざまし活動」

（1978）→「めざまし活動としての実験科学」（1980）→「科学とテクノロジー」（1985）→「世界の発

見／科学とテクノロジー」（1995）へと名称が移り変わってきた。そのうち，1985年の改革はフランスの

初等理科の歴史の中で最も注目される。その理由は，小学校第1学年から1週3時間の理科すなわち「科

学とテクノロジー」が制度化されたからである。この教科の目標は次ぺ一ジに示している。

暇雀のフランスの理科教育改草の流れ

　初尊理科の改革の辺程
戦　　前 前

中尊理科の改章の辺程

観察の練習

＝諸物学習（16四m“ChoSeS）

観察理科

・博物（sci㎝㏄s　m汕爬11es）

1969

　　めざまし教科

　（di・・iplim・ゴ6Wi1）

1960
理科実験学習

（lw・・…　i・lllifiW・…p6・im・llt…）

1970

　　　　　1968
　　　　　生物（biologi6）

．：活性化1：
↓

　　　　　　　　1970
めざまし教科としての生物

一めざまし活動

（州i・i16・d16Wil）

科学領域におけるめざまし活動

1980

◆

1977

　実　D　科　学

　（SCi㎝㏄SeXp所imenta1eS）

めざまし活動としての実験科学

1985

◆ 1986

科字とテクノロジー
（SCienCeS　et1二eCI’lnO10gie）

1995

理化（SCi㎝㏄SphySiW．S）

生物／地学的技術科学

（SCi㎝㏄Soll㏄㎞i叩・SbiO10g巾eS61

g㏄1・g巾・S）

世界の勇見（D6cowerte　du　Monde）

　科学とテクノロジー（Scienceset
　　　　　Technologie）

I996
生命地球科学（Sdences　de　la　Vie　et　de　la　Terre）

物理・化学（PhysiΨes－Chimie）

生物・地学（Biologie－Gεologie）

図1戦後のフランスの理科カリキュラム変遷図（文献2）
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　一方，中学校理科の改革は戦前の「博物」から急速に多様なカリキュラムが誕生することになる。す

なわち，中学校では，「博物」→「生物」→「テクノロジー」→「実験科学」→生命地球科学」／「物理一

化学」と変わってきた。歴史的に見て最もドラスティックな改革は「テクノロジー」であった。この「テ

クノロジー」が引き金になり，改革が始まったのである。今目フランスの理科に「テクノロジー」は常に

関わってくる。小学校の「科学とテクノロジー」と同様に，理科で最も大事なキーとなる改革は何であっ

たかと言えば，すかさず「実験科学」というべきであろう。なぜなら，フランスの中等理科において，

物理，化学，生物，地学な内容が均等に盛り込まれ，且つ，中学校4ヶ年に1週3時間の配当がなされ

たのである。その後，’改革は続き，現在は「生命地球科学」「物理一化学」「生物一地学」の3科目が課さ

れている。以下のぺ一ジでは変遷の過程は紙面の都合で害I1愛し，現在の中学校理科に絞って取りあげる

こととする。

　（1）1985年刈喘交「科学とテクノロジー」の目的（1985，原文のまま文献3）

　子どもは自分の世界についての知的，実践的習熟に至ることが出来るように基本的知識と能カを習得

しなければならない。学校によってもたらされる最初の科学的教養は経験させることである。経験は子

どもに対面したところに問題をおき，より複雑なものを解決させる場である。従って，この教育では，

科学的手続き《観察すること（observer），分析すること（ana1yser），実験すること（ex庫imenter），提示

すること（repr6senter）》，及び，テクノロジー的手続き《構想すること（concevoir），製造すること

（fabriquer），加工すること（transfomer）》にふさわしい方法を習得させることを目的としている。そ

のことはこれに対応する資質を発達させるものである。即ち，客観性，実際的な計画能カ，発明への興

味を発達させる。さらに，科学とテクノロジーの歴史や杜会的倫理的な考え方を与える。自分自身が，

示された操作（㎜nipu1ation）と経験（e械riences）に支えられて，人間と境遇（健康や環境）の間にもた

らされる問題を責任を持って認識する。それは科学的，技術的進歩のカと価値に関連する。結局，この

教育は，事物，手仕事，科学を通して，自分が獲得した知識はどのようにして作られたのかと言う点に

注目させることである。

　いくつかの学問分野がこの教育に関わる。天文学（aStOronOmie）は子どもを宇宙の中に位置づけ，物理

学（physique），化学（chim，e），地学（蜘1ogie）は自然界の現象と特性を子どもに発見させる。生物学

（bio1ogie）はどのようにして生物が作られ，環境の中で育っかを理解させる。テクノロジー

（techno1ogie）は子どもを人間の手により作られた世界にいたらしめる。テクノロジーは子どもに人類の

進歩に役立つことを試み，それに参加する意志を鼓舞するものである。

　以上の「科学とテクノロジー」の目的を簡潔に抽出すると次のような点である。

　①問題解決に必要な科学的教養

②科学的手続き（観察，分析，実験，提示）

　③テクノロジー的手続き（構想，製造，加工）

　④実際問題の解決のための計画力や発明への理解

　⑤科学やテクノロジーへの理解

　⑥操作的な解決能力

⑦科学的技術的進歩と価値の認識

⑧知識獲得過程の理解

⑨天文，物理，化学，地学，生物の各現象への理解

　⑪技術の進歩への参加意志
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（2）現在の小学校理科の目標観（文献4）

現在のフランスの小学校週時間表は表1の通りである。

表1現行のフランス小学校週時間表

教科領域 基礎学習期（低学年：5－8歳） 深化学習期（高学年：8－11歳）

国　　語 9 9
算　　数 5 5．5

世界の発見／公民／地理歴史 4 ■

科学とテクノロジー 一 4
芸術／体育 6 5．5

指導付き学習 2
2
．

合　　計 26 26

3－1低学年r世界の発見」目標（1995，原文のまま）

　身の回りの環境は方法論的に扱う最初の学習の対象である。

　子どもは幼稚園で興味をもった事柄を発展させ，身の回りの空間・時間・環境の知識を深め，自分の

身近に生じている簡単なもののイメージをふくらませる。

　教師は，子どもの身の回りの材料や技術物に興味や関心の目を開かせ，新しいことを試みるセンスを

発達させるよう支援する。それらを通して，子どもは徐々に方法に関する簡単な計画を練りはじめる。

　子どもに操作的に工夫させ，観察・比較・分類させる。少しずっ成熟した語いと文法を身につけてい

く。多様で，遠く離れた場所，異なる時代，物質と生物の世界の現象を学ぶ。こうした知識は徐々に個

別の教科領域への構造化への準備となる。

3－2　高学年「科学とテクノロジー」目標（1995，原文のまま）

　身の回りの環境についての理解が進歩したのは，大変複雑な状態や物質について，関連諸科学研究の

領域で示された知識を利用して来たからである。

　子どもは，このような科学的な方法のある種の側面を利用して，例えば，観察や測定を通して，そこ

から得られた資料から，何らかの関係を使って，解決を得る方法をつかむことができる。同じく，テク

ノロ　ジーの手法と関連することにより，子どもは合理的な改良によって変換や目的のものが再構成さ

れることを知る。僻艮的な基礎的知識もこの過程で獲得する。

　子どもは，記録，描写（デッサン），図表（シェマ），グラフ化などの，いろいろなコミュニケーショ

ンの方法を活用することができるようになる。

　教師は，できる限り何度も，このような活動が国語や数学の中でもできるように，改変したり，新し

い手法を構築して導入する必要がある。

　これらの活動は，子どもに，身の回りの環境や，生活し働きかける世界を理解する知識や能カを，少

しずつ，総合的に解決するかを与えることになる。

4　1996年からの現在の中学校理科の目標観（文献5）

　（1）中学校r物理一化学」（PWS1OUE一㎝…lE）の目標

・基礎的な学習を中心とし，最小限の知識とその運用能力を引き出すこと

・他の理科科目と「物理イヒ学」教育の関連を強調し，同時に，その特殊性を示しながら，他の教科への

貢献を示すこと
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・環境についての総合的且つ合理的な見方に注目させて，自然界を構成するr物理一化学」現象に関わら

せること

　この3点を基本理念として次のような教科「物理一化学」の具体的な目標が示されている。

　小学校の学習指導要領は「科学とテクノロジー」で扱われ，教科の枠にしたがって特別化するのでは

なく，ある種のテーマのもとに科学教育の最初の要素を決めるものであった。「物理一化学」は中学校（コ

レージュ）の中間期（正式には物理一化学は中間期すなわち中学校第2，3学年から課される）から取り

扱われるとは限らない。その間までに他の科学すなわち地球と生命の科学（SVTと略称），テクノロジ

ー，数学などの他，歴史一地理の感覚や公民教育に，環境との関わりで既に導入されていると考える必要

がある。

　また，「物理一化学」はフランス語の教育にも関係し，資料調査や効率的な文書作成，規定された言語

を使っての論述，すなわち，実験に基づいた活動，仮説から論理的な思考を通しての帰納法に生徒を導

く。「物理一化学」の教育はコレージュだけでなく高校段階の「リセ」にも関わる適切な目標を持ち，明

確に記述されるものである。

①将来の物理学者や化学者の養成に限定されるものではなく，現代杜会に不可欠な科学的教養の基本を

すべての生徒に育成することである。

②実験的方法にのっとり，合理的に，科学的な方法で，批判的かっ知識に基づく誠実な精神を育成する

ことである。

③「物理一化学」の教育は定量的且つ定性的に理由を持って育成されなけれぱならない。物質とその変化

の学習は定性的な扱いを優先し，化合物の特性などは明確にする際に必ずしも数学的な扱いになるもの

ではない。定劃生は簡単な溶液にしか利用されない。この時，適切な理由で計算させることは容易であ

る。

④技術に関して，とりわけ「物理一化学」の中で強められると言うことが知られなければならない。

⑤科学的な職業（技師，エンジニア，研究者，教師）や目常の環境や近代の技術に関係する動機付けに

なるようにめざめさせなければならない。

⑥「物理一化学」は他の科学と同様に，攻冶選択，経済，杜会，倫理の見方にも関わる。「物理一化学」の

教育は生徒のこれらの選択に対して〈科学技術に依存した杜会〉の構成に寄与することでなければなら

ない

⑦世界が知的に関連するに従い，「物理一化学」は基礎的教養の要素を持っことを示さなくてはならない。

自然や技術に特fヒした抽象性や複雑性は宇宙を一貫した表現からなるいくつかの普遍法則で描写するこ

とができる。この精神カら，歴史的な考え方の変遷を扱わなければならない。宇宙の科学すなわち天体

や天体物理に大きな役割を持たせなければならない。

⑧これらの一貫した表現ば纏験すなわち実験活動が基本的なイ錯11をもたらしたということに気づかせ

なければならない。

⑨この教育は応用にも強く関連している。生徒には基礎的な知識と探究で獲得されたことを知らせる必

要がある。基礎的な応用技術は応用と探究をくり返しながら目の目を見たのである。

⑪目常生活で利用されることに気づかせ，科学的な生産物を通して技術的な利用という市民消費意識が

形成さなけれぱならない。さらに，この教育は環境や健康保全など安全教育にっながる。

⑪目常の環境に根ざすと，この教育は現代の環境問題に利用されなけれぱならない。コンピュータは個

人に占有された道具，擬似的な扱いで親しまれている最たるものであり，直接経験の代理でしかないが，

利用」され得るものである。

　自然現象を扱う基礎科学としての「物理r化学」はSWやテクノロジーに必要な知識にも該当している。
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明確な定義された性格から，その学習範囲の中心を形成している法則は人類が生産したもの，生物や非

生物についても影響を与えている。

　「物理一化学」の教育（一般的にはこの二っの分野間の定義はコレージュ段階では基本的には相違ない）

は他教科の意向に関わる，物質，その状態変化，温度，光，電気を扱う。二つの分野間の継続性を考慮

しながら「物理一化学」の知識が観察をべ一スにした他教科から導かれた事例によりさらに強められる。

　コレージュに適した記述，っまり，より定量的に数学と共有した場を構成する。この関連は特に測定

に関連して取り扱われる。測定単位は小学校の学習指導要領に述べられている。実際の測定を通して，

コレージュ中間期の「物理一化学」の教育は市民生活には科学の構築の方法は不可欠であることを提供す

る場である。

　数学との関わりは測定結果の数を使うことが大事で，「物理一化学」の大きさを表すのに10の指数を用

いることにより概念をつかませることが必要である。

　第3級の学習指導要領の全体的な見直し作業から次のような訂正が行われた

・第4級で十分に扱われない〈電気の放電，イオン，pH，イメージの形成〉の内容は第3級の系列に統

合する。

・〈推カと移動の方法〉，〈環境中の物質の化学反応〉および〈電気と日常生活〉の小系列への移行並びに

削減。

・〈圧カと蒸発〉の単純化と肖1」減。

　さらに，学習指導要領の形式の特徴として，「知識・内容」欄の他に，具体事例を示した「諸活動事例」

欄と「知識の「運用能力」欄の3欄で構成されるといった手の込んだものである。特に，「見通した運用

能カ」は注目される。指定された「知識・内容」と対応していて，次のような視点をあげている。

・教師の指示による明確な図表作成，直行座標の作成

・与えられた量のグラフ化と数値の解釈

・実験データからの図表の作成

・図表から実験の確認

・簡単な電気回路から基礎的な記号による図表の作成

・標準的な図表から簡単な電気回路の構成

・適切な情報を選択し学習指導要領示された簡単なせりふを述べること

・論述の適切な手続きに従って接続詞を使うこと

・教師が提示した実験から結論に達する論理展開ができること

・形式化された簡単な科学問題から教師が提示した実験の指示が何であるか説明することができること

　また，「自主性，創造性と責任」の自覚の形成が述べられている。自主的に解決させなけれぱならない

こと。すなわち，創造性と責任である。できるだけ，公式文書を尊重して実験活動を行い，クラスの周

辺のグループから中心となるグループとの交流が大事であること。他の機会にも目的を持って実験し創

造する能カを強調し，組織的に運ばれるべきである事などが述べられている。

　（2）「生命・地球科学」の目標

　中学r年の学習指導要領は新しいコレージュの論理の一環をなすものであり，中学1年から中学4年

について，教育内容と科学教育の全体的な整合性に基づいて決められている。

　中学校4年間を通じて，生徒の一人ひとりが，自らの学習継続に必要であるとともに，特に実験的精

神に関することにおいて，成人として，また市民としての生活において有効である方法を身につけるこ

とが期待される。すなわち次のようなカを獲得することである。情報を収集すること，とりわけ観察す
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ること，推論すること，特に，分類する，関係づける，実験的なやり方を用いる，批評精神を発揮する

こと，実験操作や簡単な実験モデノレの組立，測量，飼育，栽培を実践すること。および口頭あるいは文

書によって（一般に言語の習得や特に科学言語を想定するもの）；図や図式を通して科学の領域における

コミュニケーションをはかること。また，生徒がコレージュを卒業する棉こは，習得した諸方法や諸概

念を用いることの可能な範囲において，生徒には次のことができるよう期待されている。

　中学校第1学年の課題は（1）環境，（2）生物界の組織，（3）人間の食物摂取である。それに関わって

次のような科学的理解へ到達することが期待されている。

①人体組織の最も目常的に現れる機能を説明すること。獲得した知識と一致する衛生と予防の行動や態

度を選択すること。開かれた責任のある杜会的態度（生命，男性と女性をそれぞれ相違した存在として

尊重する）を築くために，全遺伝子形質の伝達や自然における人間の位置づけについての簡単な原則に

ついての理解を活用すること。

②近くや遠くの環境の基本的な生物的地理的構成要素を識別し，それらの諸関係のいくつかを理解する

こと，この知識は他の諸教科から得られる知識とも結びついている。これに基づいて環境に対する責任

のある態度（種の保護，環境と資源の管理，災害予防）を確立すること。

③地球と生命の歴史の重要な段階を描くこと。

④生物圏から細胞に至るその多様性をふまえて生物界の構成要素と組織を把握すること。

⑤メディアからもたらされた自然界や科学についてのイメージや晴報に対して尋ねられた点で批評的態

度を採り入れること。

5　「生命・地球科学」の目的達成の諸方法

　根底から改革されたこの学習指導要領は，より理解しやすくするために身近な環境と人間の経験知に

深く根をおろしている。教育内容は自然に対するこの年齢の生徒たちの好奇心や興味に基づいている。

基本的には具体的なものの観察や実験，個人的な実験的経験を可能にする実践的な活動に基礎を置くも

のであり，技術的側面も含まれる。最新の科学技術の成果も取り入れられる。この教育内容は小学校で

獲得した能カ，そのほかのカを借りることによって，これらのカを強化，補完しながら，最終的にはす

べての生徒に対して，次のクラスに立ち向かうことが可能になるだけのカをもつために必要な様々な方

法や知識について共通の基礎を保証するものである。教師は，この共通の基盤を身につける上での困難

を持っている者を支援することに絶えず心を配らなけれぱならない。

①一貫した連携の必要

　学習指導要領は，全般に，生命科学と地球科学の相互のテーマが関係する場合には常にその一貫性を確

保することをめざしている。科学的・技術的教育における」貫性への配慮においては，生命と地球の科

学の教師は隣接する分野の諸料学，（教えられていれば物理化学・中学校第1学年からのテクノロジー）

にも関わることになる。これらの教科及びその他の教科（国語・数学・地理）を通して，教師は，生徒

の一般教育や，推理カ，表現・勉強方法の学習，公民教育（責任への教育，特に環境や健康への教育）

に貫献する。

②学習方法と関連する扱い

　一貫した教育目標を持つ3つの分野（第1部：環境，第2部：生物界の組織，第3部：人間の食物摂

取）は，科学的には論理的な関係を有している。第1の分野は，生物と人間の周囲の環境や行動との諸

関係が競合しあっている自然環境についての入門的知識を提供する。これは第2部と第3部の学習の導

入となる。こうして，自然の理解と人間に有効な適応という科学の2つの面が，コレージュに入るとと

もに示される。3つの分野の配分はいくつかの主題に横断的にまたがって学習は行われている。季節の
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リズムが1年間に何度も同じテーマを取り上げることを可能にしてくれるのである。

③教育方法の重視

中学校第1学年では生徒の学習の方法論的能力の育成が重要である。これには学習作業の方法（各課

の学習や時間の管理、ノートやファイルの管理、教科書の使用）ということも含まれるが、この教科に

おいて、コレージュの全期間、またはそれ以後を通じて習得すべき、運用能力、すなわち、情報収集能

力（Ｉ：savoire's informer）、推論（Ra: raisonner）、確認（Re: realiser）、コミュニケーション（C:

communiquer）を指す。彼らの学習は段階的に進むので、この学年では科学的方法を用いて観察すること

が特に協調される。グループの人数を少なく構成できたら、これは容易になるのである。

学習の行われている途中、またこの期間の終わりに行われる評価（組み込まれた問題、筆記あるいは

実地の査定問題、口頭試問）は、その方法と知識に基づいて行われる。これは、教師が、一人ひとりの

生徒について抱えている困難をしたり、彼らを助けるためにするべき行動を予測することに有効と

なる。

④生徒の諸活動、学習の基礎

この視点において、教育は諸活動を中心に組み立てられるが、これは可能な限り個人または数人で生

徒が実行するのである。視聴覚的方法は、そこでは現在を補足するものとして、またコミュニケーショ

ンの道具としての位置を占める。しかし必要な設備がそろうにつれて、情報科学は替わってこの位置を

占めるようになる。会話によって諸活動を準備するとともに、これらの成果を共有することが可能にな

る。授業外の個人的作業の基礎であるノートやファイルは、一方では、はっきりと識別できるような学

習の要点の跡を、また他方では、実践した諸活動の跡を残すものである。それを推鼓することによって、

表現の訓練ができ、学習結果の状況を明らかにすることが可能になる。

⑤他科目との関係

生命と地球の科学は物理・化学の基礎知識を結集したものである。中学校第1学年でこの科目がない

ことも考慮して、この授業の学習指導要領では、この基礎知識を最小限にかぎっている。しかしながら温

度、照度、湿度設定、物質の状態（特に水）・溶解、試薬などいくつかは含まれている。 

他科目との望ましいどころか不可欠の関係は、少なくとも関係する教師の相互情報を必要とするし、

時には互いに整合した諸活動を共同で行うことを選択することも含まれている。

コミュニケーションを学ぶことは、教育４つの方法論的目標の1つとなっている。多数の諸活動が

その役に立つ。テキストをよむこと、報告書の作成。クラスでの話し合い、書き込まれていることにつ

いての推敲、新しい語彙の識別、限定すればノートやファイルの作成などが挙げられる。

教師は、特に環境の分野では、その教科教育において公民科に協力する。この教科の学習指導要領に

示された様式にしたがって、公民科教育の時間割枠の中にその行動を延長するこができる。

6　現在の小、中学校の理科の内容について

フランスの小学校、中学校（コレージュ）における理科の教育内容の部分は資料として以下に掲げる。

我が国のものとかなり異なった内容構成である。特に、環境問題を意識し、人間を中心とした構成が特

徴である。以下は学習指導要領（programmes）の直訳である。特に内容構成の部分だけを掲載するが、他

に、内容の解説や運用能力の評価事項、活動事例、他の教科との関連事項など詳しく記載されいるが

ここでは省略している。斜体文字は他との関連や注意事項お部分である。

世界の発見フランス小学校：基礎学習（5～8歳）における理科の内容

空間と景色
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　・身近な環境として景観，他の環境や遠いところの景色と比較して構成する

　・季節や初歩的な気象変化を見ながら，時間的な認識をつカ也

　・夜，昼，星，太陽等の現象から地図，地球，宇宙の最初の発見へ

時間と人の生活

　・時間，日，週，年を通して，白然界のリズムと日摘の社会的な認識

　・毎日の生活の基本として，家族とその継承，世代，出来事や記念目

　・年㈹頂やいろいろな情報源を使って，例えば，城砦などを取りあげ，歴史的な時代の生活様式の喚起

材料とものの世界

　材料：

　・目常生活の水として，液体，気体，空気の存在

　・目常生活の中での温度計の利用。

　物質ともの：

　・日常利用される技術物（家庭や学校で見られる道具や器具から）

　・簡単なものの分解と製作。身の回りの道具や目常利用晶について，使用されている材料の特性

　・電池を利用している日用品について

生きものの世界

　子どもの体と健康：

　・子どもの体（簡単な生理学と解剖学的知識

　・生活のリズムの重要性（虫活習慣，食事，魑民）

　動物や植物の成長：

　・動物も植物も生きていること；身近な動物から，栽培は地域の代表的な栽培種から

　身のまわりに生きているもの：

　・身のまわりの動物や植物

　・季節による生きものの変化

科学とテクノロジー　フランス小学1交：靴学習期侮～11歳）における理科の内容

生きものの世界の決まりと多康性

　　・生きもの（動物と植物）の成長：誕生，成長，成人，老化，死

　　・動物の再生産の方法：ヒトの性徴と生殖

　　・環境への生態学的接近：生物剛立置と役割，食物連鎖

　　・生きものの進化の足跡：いろいろな典型的な化石の種類

　人体と健康

　　・スポーツや仕事と体の動き

　　・筋肉のはたらき

　　・短期長期の健康法

　　・簡単な応急手当，救急、法の原理

　地球と天体

　　・目に見える太陽の動き：地球の白転，基本となる方位，羅針盤の利用，太陽系と宇宙

　　・光と影

　　・時刻の測定：単位，いろいろな測定法（水時計，日時計，機械装置，電子時計）

　　・地震と火山活動
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物質とエネルギー

　・水：沸騰と蒸発，凝固，自然界の水の循環，液体，気体，固体

　・混合と溶液の例

　・空気と水の性質

　・エネノレギー生成のための簡単な例：エネルギー消費と経済

ものとテクノロジー的理解

　・電気回路；

　　一電池を用いた単一回路による実験，1個の電池と2つの極，

　　一電気の利用と安全性

　・メカニズム：

　　一てことてんびん，平衡の確認

　　一機械的・電気的仕掛け，移動と動きの伝達

　・ものと製品：

　　一簡単な技術物による分解と製作

　　一　目用品や嘆型による技術的確認

情報
　・日常環境や学校における情報の利用調査

　・コンピュータの合理的な利用，各教科領域の中での利用（テキストタイプ，表），

　　マイクロコンピュータの動作原理（メモリー，情報処理，コミュニケーション）

睡憂圏（・皿・1岨・1・1・）コレージー第・級・第・級（中撤第…稗）

A身の回りの環境の発見，物質

1身の彫の水1勿廟翻

生物圏で偏って存在する多様な状態の水

地球上の水雌理j水ノ　1テクノロジー二物馴

温度や圧力の知識を用いて

いろんな状態と比熱

水は飲料物や生物の中心酌構成物性繍学との鰯勤水の生物㈱

均一，不純物，混合物。純粋な物

きたない水や多様な飲み物の構成物からの分離性命勉碗宰学との鰯塗j鰯

気体の存在，そのような素材1生命勉酌宰学との鰯軋沈殿した気体の生物宇繍〃

熱湯によるテスト，二酸化炭素の確認カードからの確識

飲み水は水いろんな物を含んだ水である。性命繊辮学との鰯軋二酸鱗のテス〃μ混’着色碓事はままクが

あるノ

ミネラルウォーター中に含まれるもの性繊学との鰯敦鮒

水の酸性度は水溶液に他の物質が混入していることの確認としてpHが使用されること

水の状態変化，現象的な扱い

与えられた圧力のもとでは状態変化の温度は決まること

状態変化は以下の通り：

一加熱により，水は固体から液体への移行し，液体から気体への移行すること

一熱を奪うと，水は気体から液体へ移行し，液体から固体へ移行すること
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水は溶媒である

純粋物と混合物の区別

濃度としてのg／L

体積の測定，メスシリンダーの利用

質量測定

長さ，体積，質量の単位

全質量は溶解後も不変であること

水と他の溶液の混合，非混合熾j水の汚染ノ携帯搦水ρ分布∫黒ずんだ海水】

理解のための特別なモデル：

一物質の物理的特性

一純粋物と混合物の区別

分子の知識

分子モデノレ形成のための三つのモデル：

一気体は散らばり無秩序状態

一液体は集まり無秩序状態

一固体は集まり結晶性で秩序状態

2私たちを取り巻く空気；酸素（10時間）

麟，窒素を含む空気の構成傲劉メ劾

酸素は生命に必須であること性命鱗学との鰯望’畷ノ條境j大気7粥

圧縮された気体の分子的な解釈

燃焼反応に関係する燃焼物（可燃物，否可燃物）；新しく生成されるもの

μ眠二麦全規宕存泰L瀦嚇樹
湯に溶かした二酸化炭素，炭酸カルシュムの沈殿物の生成

鉄，メタン，ブタン，炭素，酸素と化合したもの

二つの典型的な燃焼の反応の原子的な解釈ができること

分子は原子からなること

反応による一部又は全体の消滅と原子から新しレ榊群奪成される新たな生成物について

原子は記号によって，分子はある決まった形式で示されること

反応式は反応の方向を示していること（→は生成される方向であること）

化学反応では全質量が保存されること

我々は酸素を獲得する：

一技術的に酸素を得る；この場合，空気が圧縮されること

一化学的手段から，実験室から

佐繊学との殿室jクロσフィノレの働まノ

酸素，二段化炭素，化学反応によって得られた水も「天然にえられた物」と同じものである。

化学ま物質の移動の科学である。

3私たちの身近な環境（まとめ）　⑫時間）

可能ならば環境関連の研究所を訪問して具体的な間題で先に学習した教材を活用して行う

B　光　　（16時間）

1光源
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光源性命地砺宰学との鰯凱樹

光の分散：分光器

確認事例：星や天体物（人工衛星など）

色についての最初の知識聯βj色ノ

2光の直進
光線のモデノレ

光の伝番の感覚

形のある適切な影：光線について言葉による表現

半影
太陽系の構造

月の形傲学j牢万，季鮒

月齢と月の見え方徴学j10の措数こよる大きさの矧

3光検出器としての目

目，工夫された光の検出器

光の印象を強調すること

知覚について

C電流　（12時間）
1閉じた回路の亀流

電流が流れ続ける回路，電矧螂合源の役割，回路構成，電流の保存性μ眠j雷気熾務1

導体と絶縁体

端子：定義，直列回路に挿入された両端で簡単に図示すること

導体を挿入した場合の二点間の意味と役割（短絡回路）

2閉回路中の亀圧とその強さ

電圧の強さの概念を定性的に導入すること

強さ：測定，単位一定で流れている回路の中での強さから検証される保存性の法則

電圧は積算されること

1つのスイッチのある回路は直列に結ばれている順字に無関係であること

先の2つの法則にっいて（負荷の物に無関係な）r般的特徴であること

睡憂圏（・皿・1眠・1・1・）コレージー第・級（中撤第・鞘

A　目常の物質

＾1　物‘質の榊生（10h）

＾1．1いろいろな物質：包装に用いる材料の例から（4h）

ものと物質の区別

ものを構成する物質の確認

いろいろな物質侮語ユ芸　テクノロジr麟環嫁j鰍と選塚〃

＾1．2　物贋［と臨（6h）

原子構造：核と電子

イオンは一つ又はいくつカ吻電子を失った（プラスイオン）カ碍た（マイナスイオン）原子か原子の集団である。

金属中の電流についての最初のモデノレ
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溶液中の電流の移動

電荷の記号によるイオンの移動表示

＾2　いろいろな物質の化学的特性（17h）

A2．1空気と金属の反応（8h）

空気中での鉄の酸化

錆のできる条件

空気の組成

空気中のアルミニュムの酸化それは金属の内部を保護するために酸化の特殊な塗装である。

酸素中でのエネルギーを伴わない金属の反応」燃焼方法の違いによる金属精製の方法

化学反応による質量の保存

Zn0，Cu0，A1203，Fe304の化学式，亜鉛，銅，アルミニュム，鉄の酸化反応の化学式

元素の保存性鮒学との鰯塗jエネノレキLと物駒な栄養の必勇

環境＝’麟鰯
酸素中の有機物の反応【生命1勉駒宰学との鱒j茱養素の駿佑によるエネノレキL獲得ノ

化学反応化学反応によって対応される錆の兜点の確認：空気中の酸素による鉄の酸化

生成物性命鱗学との鰯堕j化学的嚇と潮

＾2．2溶液と金属の反応（9H）

pHの知識

酸，塩基の使用上の注意；各段階の溶液に対する予防【環境：強酸，強塩基溶液による自然環境への危機】

酸やアノレカリ溶液と金属の化学反応

包装に使用される金属の化学的な性質麟j金属類り特勘・ら来る〆粥

イオン式

イオンテストの確認

化学反応式

反応における原子と電荷の保存

＾3　鵜中0）金」萬（3h）

A3，1物理イヒ学教育に直接関わらない活動

畑．2生命地球科学との関瞳担当教師と物理北学教師の共伺による活動，いずれも3時間

B身の回りの物理的な環境

B1動きとカ（10h）

他の物体からの影響による物体の動きの記述と観察

いろいろなタイプの動きの観察蜘体奇とスポL〃リ

体操競技から

一着地

一運動感覚

一速さ徴学’革砿あたクの大きさノ

自動車の動きについてのグラフ化

時問当たりの距離，時間当たりの速度

ブレーキと制動距離

物体に働く力（他の物体からの），観察事項：
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-動きの変化

-変形

力の表し方

ベクトノレで分割される力の表し方と作用点

二カが働く場合の物体の釣り合い，不釣り合い

ものの重さと質量の関係【数学：比例】

g：重力の大きさ

B2　電気と日常生活（16h）

B2.1  抵抗についての知識（4h）

電気抵抗の知識，単位

直交座標の特性

オームの法則【数学：比例，直線の式】

金属の電導率の質的特性

ヒューズ

B2.2  交流電流（６h）

直流と時間とともに変化する交流電圧

直流と時間とともに変化する交流電流

周期変化する交流電圧

最大値最小値

最小の繰り返し：

周期Ｔは繰り返しの時間である

オシロスコープの図式の認識

振動数ｆは毎秒あたりの繰り返しの数である

f＝1/Tの闘系式

正弦派であるので電圧計には実効値で示されること。その実効値は最大値に比例していること

電気回路の近くに磁針をおいて，時間的に変化する電圧を受け取ることができる

電圧変換の原理は周波数が変わらず交番電流であること

電圧変換の利用と役割

整流装置の存在

B2.3　家庭の電気施設（6h）

位相の有無の区別

発電器の電圧の周波数と実効値

感電死，位相のある場所と中立の場所間，位相と接地間

電気輸送の構成について

電気の流れを阻害するものの数から回路と電流の強さについて

電気施設に利用される特別な物質の特性

電気的危機から保護された地点としての地球

製品に表示される電力は普通の使用で１秒間に流れる電気エネルギーの量である。

コードな荒れる電流は安全規楮値以上の電流を流すべきではないこと

電力計で求められる電気エネルギー　E＝tP｛こ等しいこと【数学：時間との積】「

B3　光と像（4h）
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幾何光学的な結像原理

エネルギーの集まり

うす方の凸レンズを用いること

焦点距離【STV：環境についての視覚的認識】【プラスチック芸術：像】

像を作る装置の仕組み

像を作るシステムと視覚の役割

生命・地球科学（Sciences de la Vie et dela Terre）コレージュ第６級（中学校第１学年）

第１部　　私たちの環境：（望ましい時間数１５時間）

I　私たちの環境の特性

環境の特性は生物の分布を条件づける。

●地球全表面に関することとして我々の自然環境の中で次のことを識別する。

-鉱物の構成要素（岩石・水・大気）の相互間の接触

【物理－化学，水の状態】
-生物（動物・植物）の相互間または媒体との関係

-人間の活動の表明

●生物はでたらめに分布しているわけではない。

我々の環境では，生命の条件と生物の分布は地域的に多様である。

生物の特性は多かれ少なかれ直接要求に対応してある環境を占拠する。この分布は次のことに依っている。

-地表か地中か

-大気中・地表・地中での必要な水の量

-温度と照度

【物理－化学，水の状態，湿度測定，温度，照度】
また人間の行為にも依存する。

注：学習した環境において人間の干渉が見分けられた要因についてしか考察されない。

●地面は地中の鉱物と動物や植物の遺体から成る特異な場である。

環境の特性ぱ地理的状況による。

●我々が住んでいる場所は，づの気侯帯に属する地球の表面の一部である。

●照度や温度は時問や季節によって様々である。

【物理－化学，温度，照度】
それらは地理的な要因（露出度・起伏の形体

・雲に覆われること，植物に覆われること）によっても変化する。

【物理－化学，水の状態】
●現在の環境にある水ぱ地球規模での莫大なストツクに頼っていて，循環するようになっている。

開発の選択や，食料的工業的な必要との関連で，人間は環境に対して関わっている。

例えば次のようなことを行っている。

-地形を変えること

-役に立つ素材の採取

-植物相と動物相の改変

-ごみの投棄

注：改変の一連の学習に限られる。
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II　生物の多様性・関連性・構成単位

観察した生物は非常に多様である。一定の基準によって，それを種によるグループに分けたり分類したりすることができ

る。

●同じ種は，同じ名前のもとに，グループを作る。また互いに類似しており，あるものは他のものを起源とする生物であ

る。

●異なる種の生物は様々な基準によってグループ分けられる。

●いくつかの基準に従うことで，生物を分類することができる。例えぱ次のことが認められる。

脊椎動物，魚類，両生類，爬虫類・鳥類・哺乳類

無背椎動物＝軟体勤物・節足動物（昆虫，くも類・甲殻額・多足類），きょく皮動物

-花をつける植物

-花をつけない植物＝シダ類・コケ類・藻類，地衣類，きのこ類

注；全体の中で１つのリストしか考慮してないわけだ身近に見つけた種をを分類するために必要なグループに限った枠

組を問題にするのである。これはのちの学習で完成されるだろう。。

すべての生物は細胞で構成されている。

一つの細胞で構成されているのもあるし，莫大な数の細胞で形成されているものもある。細胞は生物の単位である。

第2部　　生物界の組織（望ましい時問数２０時間）

I周辺環境の生物相

動物や植物は生殖によって環境に生息している。

環境での生息は保証されている。

●動物の場合には，個体の移動や生殖によって。

●植物の場合には，

-分散の形態によって：花（花をつける植物〕や胞子（花をつけない植物）から出てくる種子。

-特殊な器官，または特殊でない器官。

注；ほんの少数の関係が体系的な学習の対象となる。

-2種の動物，そのうち一方は幼年期のもの。

-種子や胞子による分散と植物の繁殖を示すように選ばれた2種の植物。

環境における生富状態は，季節による気侯上の変化とともに多様である。

この多様性は次のことに依存する。

●動物の移動

●植物（1年草，多年草）や動物（幼年，成年）における形態の交替。

人間は環境の生物相に影響を及ぼしている。

その影響は直接的でもあるし間接的でもある。

II　食物違鎖

動物と葉縁体植物は異なる栄養分を必要とする。

●動物は，その摂取食物がどんなものであるとしても，ミネラル質や他の生物，つまり動植物両方，またはその一方から

栄養を摂取している、

●逆に葉緑体植物は栄養を摂取するのに，日光を受けさえすればミネラル質しか必要でない。

【物理－化学：溶解塩・溶解した気体】

栄養摂取について，生物は相互に依存しあうとともに，周辺環境のミネラル質に依存している。

多種多様な種によって，網状に組織された食物連鎖環をいくつも形成している。
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すべての生物は生産者である。

生物はすべて自己の周囲の環境から採取でき物質から固有の物質を生産している：葉縁体植物は第一次生産者であり，他

の生物はすべて第二次生産者である。

第３部　　人間の食物摂取に応用でききること（望ましい時問数１０時間）

Ⅰ　飼育と栽培例：養魚・島類飼育・穀物生産・果樹園

人問は食料を手に入れるために動物を飼育し植物を栽培する。

●動物は肉，乳，卵を供飴するために飼育され，植物は果実，種，根茎を供給するために栽培される。

●飼育や栽培の収穫は人間が食物のなかで必要とするものと対応している。（脂質，糖質，澱粉，たんばく質）

【物理－化学：反応体】
飼育や栽培は生殖，栄養補給，適切な条件について習熟を必要とする。

●飼育・栽培されている個体は有性生殖（動物・植物）または植物の増殖（植物）で得られる。

●生産は特別な物理化学的な条件を要求する。（温度，、照度，酸素度，湿度など）

●栄養補給は必ず必要である（既知の食物の構成要素，肥料）。動物または植物の要求に応じる。

●生産物の量的及び質的またはどちらかの改良は次のことに働きかけることで達成できる。

生殖
-飼育・栽培の条件

-栄養補給

●実行に移す時の諸条件は成長と最良の生産を促すものにする。

Ⅱ　生物学的加工　例；パンやチーズの製造

一定の食物は人間にコントロールされた加工に依存している。

●生産食物は動物や植物の一次物質の加工から生まれる。

●これらの食物は人間の食物摂取の構成要素の一部になる。

人間はこの加工を引き起こすもとである微生物を自由に利用する力を持っている。

●製造の過程で，適合微生物は特別な物理化学の条件で，発酵によってもとの生産物を加工する。

●生産物の改良は次の事でなされる。

-使用される微生物の選択によって

-一次物質の質の改良によって

-衛生の諸規則を最大に尊重することによって

生命・地球科学（Science de la Vie et de la Terre）コレージュ第5級・4級（中学校第2・3学年）

＾人間の体の機能と健康について（第５級-標準時間数：19時間）

1　運動とその命令（標準時間数：６時間）

1つの動作で，多数の器官が一緒に動く

筋肉の取縮と弛緩は腱によって結ばれている骨と骨の動きを助ける。

硬い器官である骨は，関節によって一本一本が動かされる。関節は靱帯によって結ばれている。

関節の軟骨と滑液が靱帯の作動を容易にしている。

筋肉の動きは神経中枢より命令されている。神経からの命令は神経センターと神経そのものを通じて行われる（脳と脊髄

を適して）。

動作は外の刺激に応える形でも起こる。この刺激は，感覚器官により感知される。関連する情報は，1本の神経により神経

センターに伝達される。

- 54 -



健全なる生活習慣は，移動運動器官と神経系統の健全な作動に貢献する。

正しい姿勢，スボーツをすることは移動運動器官の調整機能を高めることに役立つ。

ある種の物質の摂りすぎ（アノレコール・麻薬）と疲労は神経系統を破壊し，その働きを妨げる。

２　性の機能と栄養摂取（標箪寺間数：１３時間）

諸器官はその必要に応じた血液の交換を行う

よく血液供給される筋肉は，恒常的に血液より栄養と酸素を吸収する。又，二酸化炭素を吐き出す。この交換は身体のあ

らゆる器官で行われる。

筋肉の活動によって栄養素と酸素の消費量と二酸化炭素排出量は異なる。

肺における恒常的ガス交換が血液に含まれる酸素を増やし，二酸化炭索を減少させる。

その表面積の広さと血液供給の重要性により，又肺胞の壁の繊細さにより酸素吸入と二酸化炭素の排出は，容易に行われ

ている。呼吸器官内での空気の入れ換えは，胸部の動きに従って起こる肺の膨張と収縮によってもたらされる。

【物理－化学：ガスの混合と液体のなかのガス】

環境に多かれ少なかれ含まれる有害物の吸入は呼吸器官に障害を与える。時には重病の原因となる。

諸器官が恒常的に使う栄養素は，食品の消化よりもたらされる。

食べた物の栄養素の転換は，消化器官で行われる。

消化液の活動は，そしゃくと消化器官の壁の収縮により助けられる。

腸の段階で栄養素は血液に混入する。

健康な歯と規則正しい食べ方は，消化器の働きを助け，すべての器官の働きを助ける。

血液の循環は器官内の継続した交換を保障Lている。

血液は血管の中を動脈，静脈，毛細管という形で一定方向に流れる。

即ち，閉回路である。

血液は心臓の活動と空洞の筋肉と仕切られた壁でリズミカルに送られる。

心血管組織のよい働きは，運動により助けられるため，贅沢すぎる食事，ストレス等は，心血管の病気の原因となる。

B　人間における生命の伝達（第５級・第４級-標準時間致：８時間）

人間は思春期に生殖に適するようになる。

青春期の間に，第2次性的特性が現れ，男子および女子の生殖器官カ機能し始め，自我が変化する。

思春期から，配偶子の再生産は男性においては継続的で，女性においては閉経まで周期的である。

睾九は精子を生産し，卵巣は卵細胞を生産する。

各周期（平均２８日）に卵巣は卵細胞を放出し，子宮壁の内層が厚くなる。

卵細胞が受精されなけれぱ，子宮壁の内層は取り除かれる：これが月経の始まりである。

性的関係に続いて起こる内部の受精の結果，人間の胎児は卵細胞から作られる。

生殖器官組織は，その機能によって，性的関係の実行，配偶子の生産，その接触を可能にする。

胎児が定着し，ついで子宮内で成長する：ヒトは胎生である。

胎児と母体組織との間の交換は，胎盤を通して行われる。

９ケ月の初めに，子どもは，出産の際の子宮収縮によって産み出される。

C　環境の中の生物（標準時間数：18時問）

Ⅰ　呼吸と環境の占有（第５級・標準時間数：10時問）

動物と同じように植物においても，呼吸は酸素を吸収し，二酸化炭素を排出する。

多くの動物において呼吸は，細胞壁の繊細さと交換面の広さの点で共通する呼吸器官（肺，えら，気管）の仲介によって

行われる。

しばしば動物においては，その運動は，呼吸面と接触する空気または水の入替えを行う。
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呼吸組織・行動の多様性により，動物は様々な環境を占有する。

呼吸は以下のものによって行われる。

－肺，大気中の動物および水面で呼吸するようになった水生動物については気管

－水生動物の大部分については，えら

注記：遭遇する動物の形態のリストにより，呼吸と生育環境との関連が議論できる。最大３～４例の学習が，取り組まれ

る呼吸のしかたをはっきりさせるのに役立つ

環境特性が呼吸の状態を決定し，生物の分類にも影響する。

気温が気体中の水の濃度に影響を与える。

光の下で，葉緑素を持つ植物は環境への酸素供給に貢献する。

人間は，環境（温度，汚染物質，植生）における呼吸状熊を変えながら，その質とバランスに影響を与える。

【物理－化学：大気中，水中の気体】

２　環境の中での両性の結合による生殖と種の永続（第５級または第４級-標準時間数：８時間）

両性の結合による生植は，雄配偶子と雌配偶子との結合－受精」受精を伴う。その結果は，新たな個体の始まりの卵細胞である。

種は生殖により永続できる雄配偶子および雌配偶子は，２つの異なる個体によって，あるいは，両性共有の同一の個体に

よって生産され得る。

個体の反応や配偶子の引力が受精を助長する。

生殖様式と生物の生活環境との間には関係がある。

体外受精，とりわけ水生環境で行われるものは，生産された配偶子と卵の数多くの損失を伴い，通常は多いことがしばし

ばの数によって補われる。

体内受精，胎生または卵および子どもの保護は，保護に成功する可能性の高い陸生環境で行われる。

注記：遭遇する様々な種の分類の他は，学習は体外受精２例（動物，植物），卵生の陸上動物における体外受精１例に限定

される。人間の場合は胎生を説明する。

環境条件が生殖率に対して影響を与え，それ故，個体群の変化に影響を与える。

環境資源は生殖を有利にしたり，不利にしたりする。

人間の存在，汚染物質の使用，生物学的争いも，生殖を介して，種の間の均衡に対して影響する。

D　地球は表面で変化する（標準時間数：28時間）

1　景観の進化：岩石，水，大気，生物（第４級または第５級，標準時間数：１６時間）

景観の中で，岩石，水，空気，植物，生物を観祭することができる。

岩石は，しばしば土や植物に覆われており，時として人工物によっても覆われている。

岩石及びその構成物は，地球の表面で風化，水が主要な要因となって溶解を受ける。

性格（自然特牲，諸要素の準備，破壊）によって，水の作用に多少とも抵抗する。

植物は岩石が受ける変質に介在する。

岩石を粉砕することにより，粒子で構成された柔らかい物質を形成することができる。

この物質は，広場に堆積したり，土を形成することに関わったり，さらには運搬媒介により押し流されたりする。

岩石の構成物の一部を分解することにより、形成された溶解物を見ることができる。

主として水の流れや他の運搬媒介は，溶解の原因であったり，景観の形成に大きく関わったりする。

【物理－化学；固体や気体の溶解，同質及び異質の物体の区別，懸濁状態の固体の沈殿，物質の諸特性】
推積した岩石はいわば古い記録であり，これにより，昔の景観の諸要素を再構成することができる。

新しい岩石は，溶解から出てきた物質により形成される。

－運搬媒介により放棄された粒子は，沈殿物や砕屑堆積物を構成する。

－他の堆積物は溶解から作られるが，この現象はしばしば生物の活動により促進される。
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- 変質に続いて，堆積は堆積岩石になる。

現在の景観において行われる観察を，過去の現象に重ね合わせることにより，古い場所の諸要素を開薯成することができ

る。

生物の化石・遺骸，岩石中の形跡は，生活の場所についてのf静蔓をもたらす。

連続した堆積物のっみ重ねは，景観や諸事件の再構成を可能にする。

！物壁・化学j琳跡の熔解広綾カルシクム、塩”ナ戸ノクム、蒸蓉勉鰐鰯甥κ撚物憂刷

地質学の環境は，人間に資源をもたらす。

ある材料（素材）は，その特性ゆえに，直接あるいは工業的加工の後に使用される。

地中の資源の開発は，鉱床の性質や有用な物質の含有量，技術的可能性，経済的事情によって行われる。

r般に数千年の間に形成される地中の物質は，人間の生命時問のレベルでは更新不可能な資源である。その開発は，予見

しうる埋蔵量に応じて行われる。

ＮＢ：ここで取り扱うのは，可燃性物質あるいは鉱物資源に限定し，水を除く。

人間は自らの環境に責任を負っている。

植生を尊重したり，流出の原則を確保する技術を用いることは，土壌の劣化を防いだり，崩壊を防いだり，洪水を予防す

ることを可能にする。

2　景観の進化：地球内部の活動の結果（第４級：標準時間１２時問）

深部の岩石が突然に変化（切断）することにより生ずる地震は，地球の表面での変形によって表れる。

岩石に常に作用する諸力は，突然の変化を引き起こす。

－地震発生地は，切断が起きる場所である。

－変形は発生地から波動の形で広がる。

－波動剛云達に関する地表の動きは，地震気象研究所により登録・分析される。

地震は一定地域において特に頻発している。

地震がとくに発生する場所は，大洋の背柱に沿った場所，山脈の中，大洋の溝の部分である。

火山活動は溶解した鉱物が地球表面に到達した結果：マグマ

火山の活動は，溶岩やガス（粉々になった堅い物質を噴出する爆発）の噴き出したもの。

マグマは，特定の大きさの岩石が地下数キロの深さの特定場所で溶解した結果発生した液体である。

マグマの構成に従って崩壊には多様なタイプがあり，溶岩は少なくとも流動的である。

ＮＢ.　２種類のタイブに限定する。

段階的なマグマの再冷却か，氷晶やガラスの形態での固体化は火山岩を生ずる。

岩石の構造は，再冷却の条件の痕跡をとどめる。

活火山は大陸及び大洋の中に不規則に分布する。

大陸上では，火山の造営物は，特に太平洋の周辺や大亀裂に沿って，しばしば整列した状態で連なっている。一

背骨の軸の部分において，大洋の底に害帆目が現れ，それに沿って玄武岩が表出している。

昔の火山の営造物，岩の存在は，過去における火山活動を説明している。

【物理－化学：温度に伴う諸特性の変化：体積，気圧，純粋な物体の状態の変化】

地球の活動が人間に危険をもたらす。

地質的な危険は，地質学的な現象に関する危険やこの現象の発生可能性の評価により規定される（地震，火山活動，地滑

り）。

人間は以下のことを心配する。

- 原因となる現象の研究により危険ゾーンの測定

- 危険の防止(危険地域の科学的観測，適切な建築物，大衆への教育）
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Ｅ　地球の機構（第４級：標準時間６時間）

地球の外面部分は，恒常的な運動により促進されたプレートにより形成されている。

地震や火山の分布と性格は，プレートの境界を定めることを可能にする。

岩石圏の上層部分である地殻は，大陸楯状地中の花崗岩や大洋中の玄武岩で大部分が構成されている。岩石圏や岩流圏の

基礎は，かんらん岩で構成されている。

１年間に数センチづつプレートは形成され，山脈の軸から離れたり，接近したり，さらには収束の境界に埋まったりする。

プレートの運動に関与するエネルギーは，地球内部から発生する。

深度に伴う温度の上昇は，このエネルギーの存在を証明している。

このエネルギーの重要部分は，深部にある放射性物質から発生する。

プレートの運動は岩石圏を変形させる。

この運動は，大陸の移動，大洋の開放，閉鎖を確保する。

周辺の地域におけるプレートの接合は岩石圏（褶曲）の柔軟なまたに割れやすくもろい変形をもたらすとともに山脈の形

成へと至る。

F　生命の歴史，地球の歴史（第４級－標準時問数：１０時間）

生命の歴史は種および群の遷移と更新によって特徴付けられる。

地質学的記録は，時間の中で幾つかの種が出現し，別の種が絶減していることを示している。

時期に沿って，徐々に，生物群が出現し，進化し，退化し，絶減する。

注記：学習は，化石の形態の比較に関して，1つの層（地質学）の中で，異なる２つの系の間でなされる。

ある種は別の種から発生する：これが進化である。全ての生物は共通の起源を有している。

次々と現れる種の間での類以性の存在は，近縁性を示している。

新しい種は，それが生じた古い種と比べて，共通の器官と新しい特徴とを呈する中間的形態の存在は，群と群の間の繋が

りの概念を強化する。

進化の系図は，仮説上の共通祖先とともに，種および群の間に考えられる関連を要約する。

注記：関連の存在は霊長類および人間を含む，脊椎動物で得られる事例から学習される。

生物界の変化は，地球の変化に付随するものであった

地球は約４５億年前に形成された。その変化の第１段階（表面温度の低下，初期の水の広がりの形成）が，約１０億年後

の生命の誕生を可能にした。

地球表面に影響を与えた出来事は，環境と生活条件を変えた：増殖が変化した。

注記：第２期のおわりと，第４期の古地理学と気候の変化とに関連する事例に基づく

地質学的変化と生物の形態の繊承は，さまざまな長さの年代と期間における地質学的時期の下位区分に用いられた。

（コレージュ第４級の生命地球科学は割愛）

まとめ（我が国への示唆）

1　戦後のフランスの理科教育の改革は小，中連携したカリキュラムの実現を求めてほほ連続した一貫し

た改革が行われている。その中で，理科は小学校第１学年から中学校まで，名称は異なるが内容的には

一貫して課せられている。

2　カリキュラムの編成過程において民意のフィードバヅクがなされており，現実に第６級（中学校第1

学年）のカリキュラムは再検討されたものである。「生物・地球科学」の目的に関しても修正された意図

も明示されている。学習指導要領は一般人にわかりやすい具体的な表現となっている。

3　小学校の時間表に「指導付き学習」の時間が配当され，その中で，学習過程に問題のある子どもへ個

別的な支援が行なわれるよう配慮されている。この時間の運用は各学校の自由裁量による。学校運営に

一58一



も父母の参加が行われている。

4　低学年の理科「世界の発見」では地理的内容が取り込まれている。理科の占める時間数は全体の10％

強である。

5　中学校の理科は「生物・地学」系統と「物理・化学」系統に区分される。「生物・地学」は第１学年

から導入されるが，「物理・化学」は中間学年以後から導入される。学習指導要領には目的，方法，内容

が示されるが，特に内容の部分では指導事例や，知識の運用・評価に関わる運用能カ，さらに，解説な

どが示されている。獲得される知識は実際の場でも有用なものという認識のもとで取りあげられ，それ

も，父兄にもわかるような書き方である。

6　単元ごとに他教科との関わりが必ず示され，「生命・地球」の教科との関連は勿論のこと，環境的な

配慮や，特にフランス語（母国語）教育における，論理的な表現法へ関連付けられる。資料・情報セン

ター（図書館）の活用や各教科の教師間の連携が重視されている。

7　学習指導においては，生徒の特性に応じることが求められ，そのためには，学習指導要領のある特定

の内容では柔軟な取り扱いのできることを述べ，選択的な指導やグループ指導などの方法が可能なよう

になっている。

8　学習指導要領はすべての者に保障すべきものは何かと言う視点から基本的知識や科学的方法の習得

を目指しており，基本的には文化財受容の教育である。理科の教科書が知識の資料集的な要素を持って

いる事からも理解できる。
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ドイツにおける科学教育改革と科学教育課程

筑波大学教育学系

　　大高　泉

はじめに

　ドイツはこれまでの教育改革、またそこにおける科学教育改革においても独自の歩みを

示してきた。アメリカの影響を色濃く受けている我が国の科学教育改革とは対照的である。

例えば、1960年前後の「範例的教授・学習」　（Exemplarisches Lehren und lernen）の提

唱は、ドイツの教育改革としてわが国にもよく知られているが、その一環であった科学教

育改革は、PSSC物理を典型とする1950年代末以降のアメリカの科学教育改革運動とは

本質的な違いを見せている。ドイツのこの改革の発端になったテユービンゲン会議

（1951年）は、ドイツの学校、特に中等学校と大学とは、教材の過剰によって精神的生

活の危機に瀕している、との認識に立ち、この危機を打開するには、学習が浅薄に流れな

いような徹底性とそのための教材限定が必要であり、教材範囲の拡大よりも教授対象の本

質的なものを徹底的に学ぶことを何より優先すべきである、と決議したのである。この教

授改革の方式はわが国では一般に「範例方式」　（Exemplarisches　Verfalen）と呼ばれた。

科学教育の分野でこの方式を推進し実践したのがヴァーゲンシャイン（Wagenschein，M．）

であった。彼の科学教育論は、自然科学の陶冶作用や人間形成の本質を見極めつつ、また

それとの関連性を不断に意識しつつ構築されているのである。この点は、アメリカの科学

教育改革とはもつとも異なる点といってよいし、科学教育の根底にある自然科学の教育的

意義まで見通すことが稀である、わが国の理科教育研究とは対照的ではある1）。しかもこ

の点こそ、わが国の理科教育研究者の関心を最も惹きつけた点であることも確かである2）。

　ところで近年ドイツにおいても、科学教育及びその教育課程改革が進行している。これ

を推し進めている背景は多様であるが、まず次の二つの背景が指摘されねばならない。一

つは、　「生徒の側での受け入れ危機」と呼ばれるもので、自然科学、特に物理と化学が

「難しい」・「魅力がない」といわれ、上級段階（第11学年から13学年、日本の高二か

ら3年間にほぼ相当）で選択制になると選択しなくなることである。今一つは、「内容・

方法の危機」と呼ばれる。多くの教師、教科教育学者の見解によれば、この危機は、内容

が抽象的すぎ、理論的すぎ、日常との関連から隔たりすぎている。このため、社会的な諸々

の決定に参画するために必要な自然科学的技術的教養を構成するには不十分である、とい

うものである3）。この危機は多年にわたって、教科教育学者、教師、専門団体によつて議

論されてきた。

　しかし、世間にこの危機を初めて気づかせたのは、TIMSSの結果である。つまり、生

徒の数学・自然科学の成績の国際比較においてドイツの生徒が極めて低調だったのである。
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すなわち、第１回の調査（旧東ドイツを含まず旧西ドイツのみ、1970年）では、第9学

年（日本の中３に相当）が世界で5番目であった。ところが今回の第三回の調査では、第

８学年（日本の中２に相当）の理科の得点は、41か国中18番目に落ちてしまったのであ

る4）。このTIMSSの結果については、単に科学教育界の関心を惹いたばかりではなく、

社会的関心を呼び起こし、一般教育学研究の世界の話題にもなっており、関連の議論がい

くつかの雑誌で特集されてもいる5）。このようにTIMSSの結果に対する対応一つを取り

上げても、わが国とは極めて異なっているのである。

　このような意味をも含めつつ、ドイツの近年の科学教育改革、特に科学教育課程改革の

動向を探りドイツの取り組みの独自性を解明することは、今後わが国が進める理科教育改

革・理科教育課程改革の方向を展望する際の一助になるはずである。そこで本稿では、ま

ず、ドイツの教育制度や改革以前の科学教育の教育課程の特質を踏まえつつ、独自の展開

を示すドイツの近年の科学教育改革、特に教育課程改革の動向を吟味する。そのためにま

ず、まず第一に、ドイツの科学教育が展開される外的枠組み、つまり教育制度について必

要最小限の確認を行う。そして近年のドイツの科学教育改革の背景として第二に、TIMSS

の結果に対するドイツ科学教育界の対応に示された科学教育改革の方向性を探る。第三に、

1990年代の科学教育課程の現状と特質を確認する。第四に、連邦レベルの科学教育改革

の方向性と州レベルの学習指導要領の改訂動向（1995年以降）を分析する。第五に、教

育課程研究・開発から見た科学教育課程改革の動向、第六に、教科書から見た教育課程改

革の動向をそれぞれ明らかにする。なお、本稿では、科学教育一般について論究するが、

科学教育の個別的な領域を扱う場合には、主として物理教授を事例として取り上げること

をまず断っておきたい。

１．学校教育制度と教育課程の基準

　ドイッ教育一般については多数の先行研究や紹介がある6）ので、ここでは、以下の論述

の理解に必要な点だけにとどめたい。まず、ドイツの教育制度の構造は、図17）のとおり

である。これは1984年現在のものではあるが基本的にはI変わりはない。ドイツの教育制

度では、まずすべての国民に共通の４年生の初等学校である基礎学校がある。中等段階は、

Ⅰ（5－10学年）とⅡ（11－13学年）に別れる。中等段階Ⅰには４種類の中等学校がある。

同一学年に占める学校種別の生徒数の比率は、基幹学校、実科学校、ギムナジウムがそれ

ぞれ30％前後で、残りを総合制学校等が占める。表18）は、ノルトライン・ヴェストファー

レン州の中等段階Ⅰにおける基幹学校（Ｈ）、実科学校（Ｒ）、ギムナジウム（Ｇ）の時

間割である。単純化して言えば、ギムナジウムは大学への進学を目指した中等学校、実科

学校は実業的な教育を主とする中等学校、そして基幹学校は卒業後職業に就くことを目指

した普通教育を提供する中等学校である。その他に、それらの性格を合わせもった中等学

校として総合制学校がある。表29）がバーデン・ヴェテンベルグ州の数学・自然科学ギム

ナジウムの時間割である。同じく、表310）は、バイエルン州の基幹学校の時間割である。

　　教育課程の基準は、各州の文部省が定める学習指導要領である。しかし、それは極め

て多様である。この学習指導要領は、まず州ごとによって異なり、さらに学校の種類、学

年、教科・科目によって異なっている。それは学習指導要領の内容ばかりではなく、同じ
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州の同じ種類の学校であっても、教科・科目によってその改訂年度も異なることが多い。

したがって、ドイツ全体の科学教育改革、教育課程改革を学習指導要領のレベルで確定す

ることは極めて困難である。無論、ドイツの教育改革が中央集権化の方向にあるとは言っ

ても、日本の学習指導要領とは違って、ドイツ全体で統一した教育課程が実施されている

のではない。

1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　910　　11　12　　13 学年

3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　89　　　10　　　11　　　12　　　13　　　1415　　16　　17　　18 19　　20　　年齢

就学義務

以前の教育
初等段階 　　中等段階Ⅰ

オリエンテー

ション段階

中等段階Ⅱ 第三領域および継続教育

11　12　13

5　6　7　8　9　10
ギムナジウム

総合大学

（通常形態）
エ業（総合）大学

8　9　10
11　12　13　　　　　工業（単科）大学

芸術大学

音楽大学
ギムナジウム 教育大学
（上構形態） 11　12　13　　　　特殊な専門方向の大学

専門ギムナジウム／
職業ギムナジウム

5　6　7　8　9　10
総合制学校 総合制大学

専門大学

予備学年 ◆

専門上級学校

1　2　3　4
幼稚園 基礎学校 ■◆

職業専門学校（たとえば技術助手のための
中等商業学校）

学校幼稚園

5　6　7　8　9　10
福祉教育の専門学枚

実科学校
（遍常形態〕

　8　9　10 家政の専門学校

実科学校
（上構形態）

農業の専門学校

●専門学枝入学

職業上講学校

職業学校

5　6　7　8　9　10
基幹学校

職業基礎教育年 2年制専門学槙

●専門学校入学資格

1年制専門学校

　　　　
2年制専門学核

（目下60の専門方向に関して）

親方（マイスター）試験

親方（マイスター）コース

コレーク／夜間ギムナジウム

さまざまな種類の障害者のための特殊学校

（出典：クリストフ・フユール（天野正治、他訳）、『ドイツの学校と大学』、玉川大学出版会、1996，p.101）

図1　ドイツの教育制度の構造
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表1　ノルトライン・ヴェストファーレン州の中等段階Ⅰの時問割

基幹学校（H)、真科学校（R）、ギムナジウム（G）

5学年 6学年 7学年 8学年 9学年 10学年 計
学習領域・教科

HRG HRG HRG HRG HRG HRG HRG
1.必修授業 』

1.1ドイツ語 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 262422
1.2社会科 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 202323
1.3数学 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 242422
1.4自然科学 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 5 4 4 5 192323
1.5外国語 5 5 5 5 5 5 4 4 8 4 4 8 3 4 6 3 4 6 242638
1.6労働科（技術・経済・家政） - - - - - - 3 - - 3 - - 2 - - 4 - - 12　-　-
1.7音楽・美術・工作・織物 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 162218
1.8宗教科 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212
1.9体育 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 181818
2.選択必修授業 - - - - 2 3 - 2 3 - 3 3 4 3 3 4 1012　8
3. オリエンテーションの時間 1　1　1 1　1　1 - - - - - - - - - - - - 2　2　2
4. 強化授業 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　- -　　　　　　　　　-　　　　　　　　　- - - - - - - 3 - - 3 - - 6　-　-

計 303030 303030 313131 313131 323232 323232 186186186

表2　バーデン・ヴェテンベルグ州の数学・自然科学ギムナジウムの時間割

学年
教科 5 6 7 8 9 10 11

宗教科
2 2 2 2 2 2 2

ドイツ語 5 6 4 4 4 4 4
地理 3 2 2 2 2
歴史 2 2 2 2 2
社会 2 2

英語・フランス菌 5 5 4 5 4 3 3
英語・フランス語・ラテン語・ロシア語 5 5 4 4 4
数学 4 5 4 5 5 5 4
物理 2 2 2 3
化学 2 2 2
生物 2 2 2 2 2 2
体育 3 3 3 3 3 3 2
音楽 5 2 2 1 2 2
造形 2 2 2 2 2 1

倫理1） （2） （2） （2） （2）

29 29 32 33 32 33 33

共同活動

支援・促進措置：第5・6学年でそれぞれ週2時間
支援・促進措置と共同活動への参加は、通常、合わせて週3時間を超えてはならない。
週１時間の敦科は、通年ではなく、週２時間で１学期間提供することも可能であ㍍

1）宗教の授業を受けない生徒のための教科

表3　バイエルン州の基幹学校の時間割（必修教科のみ）

学年 5.　　　　　　　6.　　　　　　　7.　　　　　　　8.　　　　　　　9.

1必修教科

1.1　宗教科

1.2　ドイツ語

1.3　英語             4

1.4　数学

1.5　物理・化学

1.6　生物

1.7　歴史

1.8　地理

1.9　育児科

1.10　社会

1.11　労働科

1.12　家政

1.13　体育

1.14　音楽

1.15　美術

　2

　6

　4

　5

　2

　1

　2

2＋21）

　2

　2

2＋2I）

　2

　2

　　　　2　　　　　2
　　　　5　　　　　う

　　　　5　　　　　5
　　　　2　　　　　2
　　　　1　　　　　1
　　　　2　　　　　2
　　　　1　　　　　1
　　　　1　　　　　1
　－　　　　　1　　　　　1

　1　　　　　2　　　　　2

　2　　　　　一　　　　　一

2＋21）　2＋21）　2＋21）

　1　　　　　1　　　　　1

必修教科領域の時数 28＋21） 28＋21） 28＋21）　25＋21）　25＋21）

（表1-3の出典：クリストフ・フユール（天野正治、他訳）、

1996、pp.296-303）

『ドイツの学校と大学』、玉川大学出版会、
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２．現代の科学教育改革：TlMSSの結果への対応

　(１)　科学教育諸団体の共同声明：「21世紀の入口に立つ数学・自然科学陶冶」

　TIMSSの結果に対してドイツの科学及び科学教育関連の団体が1998年に基本的立場を表明した。

この声明が、「21世紀の入口に立つ数学・自然科学陶冶」11）である。これは科学及び科学教育に

関連した団体の共同声明の形をとったものである。この共同声明に参画したのは、ドイッ数学自然

科学振興協会（MNU：Deutscher Verein zur Forderung des mathemarischen und naturwissenschaftlichen

Unterricht)、数学－自然科学学部会議（MNFT：Mathematische-naturwissen-schaftlicher Fakultatentag)、

ドイツ自然科学者と医者の会（GDNA：Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte）、ドイツ数学

者連合（DMV：Deutsche Mathematiker-Vereinigung）、ドイツ生物学者連盟（VDBiol：Verband

Deutscher Biologen）、ドイツ化学会（GDCh：Gesellschaft Deutsche Chemiker）、ドイツ物理学会

（DPG：Deutsche physikalische Gesellschaft）、自然科学と数学の教科教育学研究会（AFNM：

Arbeitgemeinschaft Fachdidaktik der Naturwissenschaften und der Mathematik）、数学教育学会（GDM：

Gesellschaft fur Didaktik der Mathematik）、化学・物理教育学会（GDCP：Gesellschaft fur Didaktik der

Chemie und Phsik）の10の団体である。

　前述のようにTIMSSの結果によって、ドイツの生徒の数学と自然科学の成績が、世間が期待し

ているよりも悪く、ドイツの青少年が将来のさまざまの要求を克服するには十分でないことが判明

した。その原因は、教授（授業）自体とともに、学校内外の数学、自然科学、教育一般の認め方、

評価、分かりにくさに帰されている。この声明は、21世紀の数学・科学教育の全体的な方向性を

展望するもので、科学教育の意義、学校における科学教育の条件、教員養成と教員の研修等、5項

目に及んでいる。それぞれの提案の根拠については詳しく述べられていないので、ここでは主要点

のみを箇条書き的に示し、必要に応じて若干の説明を加えることにする。これらを踏まえてドイツ

の科学教育関連諸団体の提案する21世紀の科学教育像の特徴を指摘する。

　ところで、表題が示しているようにこの声明にはもともと数学教育についての議論も含まれては

いるが、ここでは科学教育についての議論に限定する。なお数学教育に関する声明の内容について

はすでに國本が詳細に論じているのでそちらを参照されたい12）。

　（2）21世紀の科学教育像の提案

①科学教育の意義

　科学教育の意義は、社会の継続的発展への寄与、職業と学問への寄与、及び一般陶冶への寄与の

３つの観点から論じられ、主要な意義として次の４点が指摘されている。

　○科学教育は市民の民主的な意見形成と強化に本質的に寄与する。

　○自然科学では、研究の対象と方法が世界中で一致しているゆえに、自然科学に熱心に取り組む

　　ことはそれと同時に国際的な共同や意志疎通に役立っ。

　○職業と学問のための確固とした基礎を提供する。すべての市民は、科学的な認識獲得の目的、

　　方法、及び結果をその限界も含めてわからなければならないが、特に現代の娯楽メデイア、コ

　　ミュニケーション・メデイア、仕事メデイアとの批判的なかかわりは、自然科学的技術的理解

　　を必要とする。科学教育は、一方では科学領域以外の職業及び学問に進む生徒の要求に方向づ

　　けられなければならないし、他方では、卒業後、数学・自然科学ないし技術的な学問や職業を

　　選択する生徒に確固とした基礎を提供しなければならないのである。
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　○科学的態度や方法、専門的知識を個人的及び社会的責任構造の中へ位置づけることによって、

　　科学教育は生徒の人格の発展に寄与する。ヨーロッパの文化、生活様式、生活の質、福祉の発

　　展が本質的な部分において、技術、医療、農業の基礎としての科学の認識に基づいている。こ

　　うした科学の発展が精神科学、経済学、社会科学の多くの領域をも特徴づけている。自然科学

　　的、技術的、エコロジー的、経済的、人口統計学的連関のネットワーク化を見ると、科学教育

　　が現実のそして長期の問題の根本的理解を生み出すことに本質的な貢献をする。それで自然科

　　学は、価値決定（Wert-Entscheidungen）についての合理的な議論に対する基礎をも造るのであ

　　る。

　全体的にいえば、科学教育は次の様な相互に関連した能力育成に不可欠の寄与をするのである。

すなわち、専門的能力（例えば、個人や社会の具体的問題を解決するための専門的知識の基礎、事

実性（Sachlichkeit）への準備）、学習能力（例えば、題や対立に即した学習の準備と能力、知識欲）、

思考力（例えば、抽象化能力、記号言語、公式の獲得、思考モデルとのかかわりにおける確実さ、

論理的推論能力、創造力）、科学論的能力（例えば、科学の体系への洞察、疑似科学とえせ科学及

びイデオロギーの区別、科学、技術、芸術、哲学、宗教とかかわる準備と能力）、言語能力（例え

ば、母国語及び専門語的表現の確実さ、外国語（特に英語）、公用語、コミュニケーションの喜び）、

健康を維持する能力（例えば、正しい健康概念、プロセスとしての健康、健康維持の喜び）、環境

能力（例えば、環境における状態と変化についての気づきと評価、あらゆる生活領域における環境

にふさわしい行動）、社会的能力（例えば、共同社会における活動能力、コミュニケーション能力

と共同能力）、倫理的能力（例えば、規範の知識、規範反省能力、決定能力、引責の覚悟）、道具

を使う能力（例えば、実験能力、利用能力、コンピュータ技術、グラフ作成能力）である。このよ

うに極めて多様な能力の育成が目指されている。

　②科学教育における教科横断的教科結合的活動

　科学教育は、個々のデイスプリンに依拠し、またその専門に固有な方法を伝達する３つの教科、

っまり生物、化学、物理に分けられる。ディスプリンの専門的知識は、信頼のおける基礎である。

それにもとづいて教科横断的学習が、複合的で相互関連した自然や技術の問題の理解に貢献する。

これによつて、科学教育は、各専門固有の知識を他のディスプリンの視点と結びけるというその陶

冶課題を果たすのである。こうして、前述の一般的な環境や健康に関する能力の育成も可能になる

のである。いうまでもなく、このディスプリンの結合は科学領域に限定されるのではなく、学習者

の生活環境全体をカバーする多くのディスプリンと結びつけられれるべきである。他方、自然諸科

学が我々の文明の発展過程においてどのように世界像や生活条件を特徴づけてきており、さらに影

響を及ぼしているのかを明らかにするには、科学と技術の歴史的観点を範例的に強調することも必

要である。教科横断的活動のさらに進んだ形式を基礎的な教科教授と意味深く連関づけて範例的に

実現することが中等段階Ⅱにおいても不可欠である。長期間あるいは短期間、教科横断的に活動す

べきである。これによって、諸教科の特徴的思考様式や研究様式が特にはっきりするからである。

③科学教育の条件

科学教育がその目標を達成するには次の諸条件が満たされる必要がある。

○自然科学の３教科、つまり生物、化学、物理を維持する。

○科学は、数学を合わせて、時代に合った教育の本質的な構成要素として、合わせて全授業時間
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　の1/3を必要としている。

○生物、化学、物理の３つの自然科学において、できる限り早期に授業が始められ、そして中断

　なく、少なくともそれぞれ週２時間、学校時代が終わるまで、ないしギムナジウムの上級段階

　のコースシステムの始まりまで続けられなければならない。したがって、自然科学全体として

　は、ギムナジウムの上級段階になるまで（日本の高校１年まで）全学年を通じて週あたり６時

　間の授業時間が割り当てられなければならない。

○ギムナジウム上級段階において一教科に限定された狭い科学教育ではなく、ある程度広がりの

　ある科学教育が求められる。そこで、３つの教科、生物、化学、物理のうち少なくとも二つを

　課すことが必要である。さらに、上級段階のコースシステムにおいても教科横断的活動を強化

　することが無条件に必要である。

○科学教育において、生徒実験を安全に実施するための組織論的条件がつくられ、ないし今日の

　通常の多人数学級（25人程度）に考慮して新たに考えられなければならない。

○TIMSSの結果によれば、ドイツの教師は国際比較においてもっとも高齢に属している。文部行

　政は、教科教師の適切な年齢構造が再び作り出されるよう是非とも配慮しなければならない。

　それゆえ、今日若い教師を新たに採用することが是非とも必要なのである。これによつて将来

　の生徒数の増加（「生徒の山」）と近い将来の教科教師不足に対処することができ、若い教師

　の新鮮な取り組みと革新ポテンシャルを学校のために活用することができるのである。

○学校は、安全性に適った理科室ないし演示実験や生徒実験にとつて十分な設備を備えなければ

　ならない。当初の設備と並んで、その後の消耗や耐用過ぎを継続的に補完する財政的裏付けが

　なければならない。人件費について、およそ100マルクと評価されている１授業時間が、教材

　に関して２，３マルクが足りないために成果を上げずに失敗してはならない。科学教育の教材

　については、人件費の５％の額が必要なのである。それに加えて、マルチメディアと現代的な

　コミュニケーション手段の活用のために財政的保障が必要である。

④科学教師の養成と研修

○専門能力及び専門科学的資質、教科教育学的資質、教育科学的資質を保障するためにアカデミッ

　クな大学における教員養成の第一段階を維持する。

○教員養成期間において教科横断的な学習内容にたいして十分配慮する。

○研修機関へ定期的に教師が参加するために義務規定を設ける。

　（３）21世紀の科学教育像の特徴

　さて、日本の理科教育の現状と比較しつつ、ドイツの科学教育関連団体が提案する21世紀の科

学教育像の特徴を抽出すれば、次のようにまとめることができよう。まず、科学教育は、社会の継

続的発展、職業と学問への基礎の確保、及び一般陶冶（人間形成）に寄与し、多様な能力を育成す

るという意義を持っているし、期待されている。この意義を実現するために生物、化学、物理の三

教科分科体制を維持しつつ、現代社会及び生徒の要請に応えるべく教科横断的結合的学習内容をも

重視し、高校１年までの全学年で週あたり６時間の授業時間を確保し、生徒実験を充実するための

物的、人的、財政的保障が必要である。また一方で、この科学教育実現のために多様の資質の育成

を保障する科学教師の養成と研修が必要としている。
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３．連邦の科学教育改革：BLKの「数学－自然科学教授の効果向上」促進プログラム中間答申

　TIMSSの結果への対応は科学教育関連団体ばかりではない。各邦レベルでも対応している。例え

ば、ノルトライン・ヴェストファーレンの文部省は、『数学及び自然科学・技術の課題領域への勇

気一丁工MSSからの課題一』13）（1998.11）を公表し、TIMSSの解説とともに時代に合った数学・

自然科学教授の提案をおこなっている。一方、連邦教育科学省も対応に乗り出している。連邦教育

科学省の委託を受けた、　「教育計画及び研究促進連邦各州委員会」　（BLK）の研究グループが「数

学一自然科学教授の効果向上」（Steigerung der Effizienz des mathemathisch－naturwissenschaftlichen

Unterricht）促進プログラムの中間答申（1997.11）を行った。この答申は、学校に即した教授のさ

らなる発展のための最初の内容的な手かがりを与えたものである。もともとドイツでは、教育の権

限（文化高権）は各邦に委ねられており、科学教育に関して連邦レベルがこうした統一的な答申を

するのはむしろ異例なことであった。

　研究グループは、　「数学一自然科学教授の効果向上」プログラムの準備のための専門的所見をま

とめるために、教育実践家、教育学者、教員養成関係者、教育行政家、心理学者、教科教育学関係

の専門家から構成された。そこには、教授と学習についての多岐にわたる基本的立場が表明されて

いる。各教科（数学、物理、化学、生物）の問題点と解決の起点から、目標についてのコンセンサ

ス、教科学習、教科を越えた学習、状況的学習（Situiertes Lernen、現実に近接し生徒にとって本当

に重要な状況の中での学習）、動機づけと関心、教職の専門性等々にまで及んでいる。すでに

1998年の秋までに180校がモデルケースプログラムを開始している。

　その内容を物理教授の場合でみておこう。まず、現在の物理教授の問題点として次の５点を指摘

している。’すなわち、まず第一に、教育課程と学校現実の乖離である。つまり1984年の調査にお

いてもすでに判明していたが、物理学という学問を学校の水準に変形しているだけで、生徒の生活、

地域社会の問題についてめったに認識させていないのである。第二に、教授内容と生徒の関心との

不一致である。第三に、教授構成に当たって女子生徒に取り立てて関心を払わないこと、女子生徒

の軽視である。第四に、教授の効果があがっていないことである。第五に数学や化学の内容との間

に関連が不足していることである。

　今後の物理教授の目標をも提案している。それは次の５つの側面からなっている。すなわち、ま

ず、　「科学としての物理学」である。つまり専門科学としての物理学の教授という側面である。次

に、　「社会的重要性における物理学」である。この側面には、自然科学と技術、経済的発展との緊

密なかかわりを認識・判断したり、科学・技術の発展・革新を注意深くフォローしたり、自然的・

社会的環境に及ぼす物理学の影響を理解し判断する広範な観念が属している。

　第三の側面は、　「日常生活における技術的対象の理解手段としての物理学」である。日常生活の

中にある科学を応用した技術的所産を理解する基礎としての物理学の意義である。第四の側面は、

「感性的経験を豊かにすることととしての物理学」である。これは、自然・技術的環境と取り組む

経験が、驚き・魅力、あるいは懸念、反感をももたらす、また肯定的な感情を伴う経験は認識上の

好奇心や関心の出発点である、という認識に立ち、このような個人的体験や情緒的かかわりも物理

教授の正当な一部として捉えるものである。さらに「職業活動の基礎として物理学」の側面は、職

業活動を円滑に行ううえでの基礎となるという意味での物理学の意義である。ここで標構されてい

る目標は、アカデミックな専門科学的能力の育成とともに、日常生活・社会生活・職業生活の基礎

教養としての物理学の知識やその社会的意味を理解し関連の社会的行動を可能にする社会的能力の
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基礎の育成であり、物理学をとおした個人的な情緒的感性的側面の充実化である。わが国の理科教

育の目標と比較すると、将来の職業や個人の精神的感性的な豊かさをも射程に入れていることが特

筆されるべきである。

　科学教育の教授一般に関連した指針としては、現代の学習論の動向をも反映して、次の11点が

提起されている。

　1．数学一自然科学教授の一層の課題開発

　2．自然科学的活動

　3．誤りから学ぶ

　4．基礎知識の確保一種々の水準での完全に理解する学習

　5．能力の伸長を経験させる。：「累積的学習」　（Kumulative Lernen）・・・・自立的で実り多い学習

　　の継続と発展の最善の前提である能力伸長の経験である。そしてその前提となるものが、教材

　　の一貫した累積的順序である。自然科学教授は、以前の、今の、将来の学習内容の間に作り出

　　される垂直的なつながりによって一貫性を獲得する。

　6．専門（教科）の限界を経験させる。：諸教科がクロスし諸教科が結びついた活動。

　7．女子生徒と男子生徒［両者］の促進

　8．生徒の協同のための課題の開発

　9．自己の学習に対する責任を強化する。

　10．査定する。：能力伸長を把握しフィードバックする。

　11．学校の内部における質の確保と各学校を越えたスタンダードの開発14）

4．科学教育課程の現状：1990年代の物理教授

　1990年代の科学教育課程、したがって最近の改革以前のドイツ全体（旧西ドイツの州）の教育

課程の現状と特質を物理教授を例にしたシュルト（Schuldt,C．）の分析15）によりながら見てみよう。

　（１）時間割

　まず、中等段階Ⅰの物理教授についてみてみよう。週あたりの授業時間数はドイツ全体で統一さ

れてはいない。州により大きな幅がある。しかも、物理を学習する学年も統一されてはいないので

ある。中等段階Ⅰ全体の週授業時問数の合計では、７～８時間が主ではあるが、州により３～11時

間までの幅がある。バイエルンとバーデン・ヴェルテンベルクは時間数が少ないし、ブレーメン、

ハンブルク、ラインラント・ファルツにおける物理教授には中断がある。つまり、すでに開始され

ている物理教授がある学年で全く行われないという事態が生じているのである。

　ヘッセン、ラインラント・ファルツ、ベルリンは、合計6－7時間であるが、これも深い理解を保

障するには不十分である、と指摘されている。ドイツ物理学会の請願（1980）と「物理の教科課

程編成促進連盟」（Fordevereins zur Gestaltung von Physiklehrplane）の勧告（1983）は、５学年ある

いは６学年で開始し、週あたり２時間で中断なく7－10学年の一貫した物理教授を計画していた。

　中等段階Ⅱの前半には中等段階Ⅰと同様に違いがある。シュレスヴィッヒ・ホルシュタインでは、

たとえば三つの自然科学のうちの二つを選ぶことだけが義務づけられているが、ハンブルグでは三

つの自然科学全部が義務的に課されている。さらに、二三の州ではすでに予備段階で基礎コースと

重点コースの分化が始まるが（例えば、ヘッセン、ラインラント・ファルツ、シュレスヴィッヒ・

ホルシュタイン）、他の州は（ハンブルグ）選択を１年間だけ延ばしている。しないでおいている。
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一般的な傾向は、11学年で三つの自然科学のうち二つを必修にすることになっている。そしてそ

のうち12学年と13学年で一つを継続する。

表4　州別物理教授の週授業時間数

州 5 6 7 8 9 10 計

BW - - - 2 1 1-2 4-5

BAY - - -
0-2 1-2 2-3 3-7

BER 基礎学校 - 2 2 2 6

BRE 3自然科学 3自然科学 1 2 1 2 7

HAM - 2 - 2 2 2 8

HES - - 2 1 1 2 6

NS 1物理・化学 1物理・化学 1 2 2 2 8

NRW - 4-5自然科学 2-3自然科学 4-5自然科学 5-6自然科学 4-5自然科学 19-24自然科学

RP 1物理・化学 1物理・化学 - 2 2 1-2 6-7

SA - - 2 2 1-3 2-4 7-11

SH - - 2 2 2 2 8

　1972年以来の常設文部大臣臣会議（ＫＭＫ）の統一化に基づいた学校組織論的な変化は、ザールブ

リッケン枠組み協定と比べて自然科学教授の顕著な低下に導かなかった。しかし実践では、これは

生物と化学の選択者は増加したが、物理の選択者は激減した。生徒の約30％が、前もって自然科

学的部門を選択したが、重点コースに進むのは約15％である。これに基礎コース領域の生徒の約

25％が加わるが、結局、60％の生徒は、物理を全く選択しないのである。

　（２）教授目標

　まず中等段階Ⅰの物理教授の目標を見てみよう。各州の物理教授の目標はその表現形式、内容等々

について全く同一ではないが、無論、そこには共通性がある。それは次の５つの概念に整理されう

る。

概念Ａ：

概念Ｂ：

概念Ｃ：

概念Ｄ：

概念Ｅ：

「物理と社会」では、自然科学的・技術的発展と経済的発展との間の関連が考察される

べきである。

「物理と日常」は、物理学的陶冶は技術的客体のより良い理解に寄与すべきである。

「体験としての物理学」は、自然と技術に対して人間がとる態度やそれらに対する人間

の感情を明らかにすることができる。しかしまた物理学の研究の独自の体験もここに属

している。

「物理学と方法」は、世界とその中で支配している法則性についての適切なイメージの

構築を通して自然科学の知識財を伝達する。

「物理学と職業」は、種々の職業のための基礎的知識を伝達する。
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　物理教授の実際は、とりわけ概念Ｄの内容的な構成要素と部分的には概念Ｅの内容的構成要素に

優先権を与えている。概念Ｂはもっとも早く動機づけに利用される。概念Ｃは、「潜在的カリキュ

ラム」の意味で利用され、概念Aについては教授の中ではおそらく一番配慮されていない。という

は、教師は物理と社会についてその養成の間にはほとんど何も聞かなかったし、教科書もほとんど

助けにはならないからである。

　これらの概念は、諸団体（ドイツ物理学会（DBG）1980、ドイツ数学自然科学振興協会

（ＭＮＵ）1983、1988）のさまざまな要請（請願）において同じように見いだされる。そうした

諸団体は、構想Ｄにおいては内容的な観点というよりもむしろ方法的観点に目を向けている。つま

り、教授は、自然科学的思考様式と方法を範例的に示すべきである。そのために、DGPが典型的

と見なしているのは、観察と思考上の処理との相互作用、再生可能な諸条件のもとでの経験的事実

を獲得すること、本質的なものを維持して複合的な事態を単純化すること（理想化）、データを法

則性及びモデルに転換すること、理論の定式化及び意図的な実験によるその検証、法則の妥当な範

囲を探究すること、である。

　中等段階Ⅱの物理教授の目標も、中等段階Ⅰの物理教授が追究している目標の延長線上にあるが、

無論、拡張され、深化される。当該の勧告から明らかなように（ＭＮＵ、1980、1983，ＤＰＧ、

1980）特にモデル概念の科学論的深化、物理学的言説と理論の妥当性の範囲の探究、仮設の形成

（発明）と仮説の検証、終には歴史的な構成要素と並んで、自然認識の個別的方法について知るこ

とがとりわけ前面に出ている。物理教授が魅力を獲得するように、技術と境界テーマがもっと扱わ

れなければならないと再三強調されている。中等段階Ⅰよりも強力に、例えばエネルギー、振動と

波動、物質の構成、粒子と場の様な通常の視点が前面に出るべきである、とされる。

　（３）教授内容

　中等段階Ⅰ（全州）及び中等段階Ⅱ（ハンブルクとノルトライン・ヴェストファーレン州）の物

理教授の内容項目は表５及び表６にそれぞれ示されている。前述のように、週あたりの授業時間数

が州により異なっている、という事態は、内容の多様性ではなく、各学年段階への内容の配分とそ

れと関連して基礎にある教授学的構想の違いとして現れている。とはいえ、半数の州において、内

容の半分が同一学年に配分されているという統一性が存在している。特に、原子と核物理学が10

学年に配分されている点に大きな共通性がある。ただし、確かに生徒にとって関心のあるまた社会

的に重要なこうした領域がラインラント・プァルツやザールランドにおいては、全く計画されては

いない。

　まとまりのあるブロックとして光学を早期に教授するという傾向がある。それは、光学は極めて

たやすく定性的に扱うことができるからである。力学（エネルギー含む）と熱学もまたまとまりの

あるブロックとして優先されている。これに対して電気論は概ね多数の学年に区分されている（ベ

ルリン：９学年、ノルトライン・ヴェストファーレン：10学年を除く、したがって相対的に遅い）。

というのは、電気論が質的によく扱われうる部分を含んでいるからであり、また、抽象的部分（例

えば電圧の概念）も、そして高度に数学的な努力を必要とする部分を含んでいるからである。した

がって、1960年代末のアメリカのカリキュラム研究との関連で宣伝されたスパイラルカリキュラ

ムの痕跡は今日電気論の領域しかないのである。

　同時にこのようなまとまりのあるブロックとしての扱いは、主に物理学の古典的な区分に方向づ

けられていることを示している。エネルギー原理、保存概念、場概念、不連続性の原理などのよう
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表５中等段階Ⅰの物理教授の内容と学年（州別）

州

区分 テーマ領域

6州以上で同一学年4-6州以上で同一学年

重点なし

BW BA BE BR HA HE NS NW RP SA SH

M1 エネルギー 8 9/10 8/9 5 6/8 9/10 9/10 9/10 8 9 8/10 X

Ｍ2 仕事 8 9 8 8 8 9/10 8 9/10 8 9 8 8
仕事率 9/10 9/10Ｍ3 8 9 8 8 8 - 8 10 8 8

Ｍ4 力学的な振動と波動 - - 10 - - - - - 10 - -

Ｍ5 直線運動 8 - 10 - 9/10 10 8 - 7 7

Ｍ6 力、重力 8 8 8 7/8 8 9/10 8 8 6 7/8 7/8 8

Ｍ7 簡単な力学的な機械 8/9 8 8 8 9/10 8 9 9 8 8 8

Ｍ8 圧カ、浮力 10 8 8 7 10 9/10 9 8 9 7 8 8

○1 光の伝播、影、反射 9 9 8 6 8 6 7 5/8 7 8 7 X

02 ○2光の屈折、レンズ 9 9 8 7 8 7 8 8 7 8 9 8

○3 簡単な光学装置 9 9 8 7 9/10x 7 8 5/8 7 8 9 8

○4 光のスペクトル 9 9 8 7 9/10x 7 8 8 7 8 9 8

○5 波動光学 - - 1O - - - - 1 - 1 -

Ｗ1 温度と熱膨張 8 9 7 5/8 6/9 7 5/6 9 5 8 7 X

Ｗ2 熱の伝播 8 9 8 6 6 7 5/6 9 10 9x 7 X

Ｗ3 熱エネルギーと熱機関 8 9 8 6/10 9 9 10 9 10 9 10 9

Ｗ4 粒子モデル - 9 7 8 - 7 5/6x 9 10 9 8

Ｗ5 気体の法則 - 9 - - 10 - 1 9 9 9 -

Ａ1
　原子の榊造、原子モデル、素粒子

10 10 10 10 10 - -
10x

- - 10 10

Ａ2 放射線 10 10 10 10 10 - 10 10x
- - 10 10

Ａ3
核エネルギーと原子力　　　発重所

10 10 10 10 10 9/10x 10 10x
- - 10 10

Ｅ1 簡単な電流回路 9 8 5/6 5 6 7 5/6 5 5 7 8 X

Ｅ2 電流 9 8 9 8 8 7 7 10 8 7 8/9 8
Ｅ3 電圧 9 8 9 8 9 8 8 10 8 7 9 8

Ｅ4 電気抵抗 9 8 9 8 9 8 8 10 9 7 9 9

Ｅ5 誘導、発電機 10 10 9 10 9/10x 8 9 10x 9 10 9 9/10

Ｅ6 変圧器 10 10 9 10 9/10x 8 9 10x 9 10 9 9/10

Ｅ7 通電導線の磁場 10 10 9 10 8 7 7 10 9 10 8 10

Ｅ8 並列と直列 10 10 9 - 9/10x 8 8 10 9 10 9 10

Ｅ9 電力と仕事 9 9 9 8 9 9/10 10 10 8 10 10 9/10

Ｅ10 通信技術の基礎 - 10 9 10x
- - - - - -

10x

Ｅ11 モーター 10 10 9 10 8 - 9 10x 9 10 8 10

Ｅ12 静電学 9 8 9 8 9 8 - 10 8 10 9 8/9

Ｅ13 磁気 9 8/10 9 10 8 6 5/6 10 6 7 7 X
Ｅ14 半導体 10 10 9 10 10x 8 -

10x 10 10x 9 10

Ｅ15 電子管 9 10 - - - 8 - - 10 - -

Ｅ16 電磁振動と波動 - - - - - - - - 10 -
10x

Ｓ1 音響学 8 - 10 8 6 - - - 10 9x 7
Ｓ2 水について - - - 1 6 1 5/6 （8） 5 8/9 -

Ｓ3 エネルギー変換 8 9 8/9 5/10 8/9 9/10 10 9 8 9 10

Ｓ4 データ処理の基礎 - - -
1Ox

- 9/10 - - - -
10x
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表6　中等段階Iにおける物理教授の内容

学 ハンブルク
ノルトライン・ヴェスト

ハンブルク
ノルトライン・ヴェ

年 （基礎コース）
ファーレン

（重点コース）
ストファーレン

（基礎コース） （重点コース）

11－ 1.質点の直線運動 カ学： 1.質点の直線運動 力学：

2.エネルギーと力積、保存 ・直線運動の運動学 2.エネルギーと力積、保存 ・直線運動の運動学

１ 則 ・直線運動の動力学 則 ・直線運動の動力学

3.力学的波動と音 ・エネルギーと仕事 3.力学的波動と音
・エネルギーと仕事

4.静電気の場 ・投射運動 4.静電気の場
・投射運動

5.質点の振動 ・円運動 5.質点の振動
・円運動

6.多数の振動の共作用 ・剛体の回転 6.多数の振動の共作用
・剛体の回転

・力学的振動
・力学的振動

・一元的及び二元的波
・一元的及び二元的波動 動

11－ 7.曲線軌道に沿った質点の 7.曲線勒道に沿った質点の

２ 運動 ・音波 運動 ・音波、音響学
8.重力 音響学 8.重力 ・童力

9.回転運動 ・重力 9.回転運動 ・物質の熱的特性

10，自由軸の周りの運動 ・物質の熱的特性 10，自由軸の周りの運動 ・気体［分子］運動論

11.回転振動 ・気体［分子］運動論 11.回転振動
・内部エネルギー、熱

12気体［分子］運動論 ・内部エネルギー、熱 12気体［分子］運動論
と仕事

13.物質の熱的な特性 事 13.物質の熱的な特性

14.光波、回折、干渉 14.光波、回折、干渉
電気学：

・電荷と電場
電気学： ・電荷の運動と磁場

15.電場 ・電荷と電場 15.電場

16.磁場 ・電荷の運動と磁場 16.磁場 ・電場及び磁場におけ

17.電磁誘導 17.電磁誘導 る荷電粒子
12－

18.電磁場、深化 ・電場及び磁場における荷 18.電磁場、深化 ・電磁誘導

１ 19.交流回路 電粒子 19.交流 ・自己誘導

20.電気振動 ・電磁誘導 20.電気振動

・自己誘導

21.電磁スペクトル ・誘導の技術的応用 21.電磁スペクトル
・誘導の技術的応用

22.気体及び液体中の荷電 ・交流 22.気体及び液体中の荷電粒
・交流回路
・電磁振動

粒子の移動 ・電磁振動 子の移動 ・電磁波の発生と伝搬
23.電磁場における自由荷 ・電磁波の発生と伝搬 23.電磁場における自由荷電 ・光波

電粒子 粒子 ・電気の伝動現象

12－ 24.固体の構造 24.固体の構造 ・エレクトロニクス

25.固体における荷電粒子 波動： 25.固体における荷電粒子の

２ の移動 ・光波 移動 原子論

・電気の伝動現象
・光量子

26.量子的な吸収とエネル ・エレクトロニクス 26.量子的な吸収とエネルギー
・原子のエネルギー状

ギー放出 放出
態

27.二元論
・物質の波動構造

27.二元論 原子論 ・原子モデル

28物質の原子構造と原子 ・光量子 28物質の原子構造と原子モ ・原子の構成と周期律

13－
モデル ・原子のエネルギー状態 デル

29.自然の放射能と人工的 ・物質の波動構造 29.自然の放射能と人工的な ・核過程

１ な放射能 ・原子モデル 放射能 ・原子核モデル

30核エネルギーと核技術 ・原子の構成と周期律 30核エネルギーと核技術 ・核エネルギーとその

31.素粒子 31.素粒子 作用

32.特殊相対性理論 ・核過程 32.特殊相対性理論
・素粒子とその保存則

・原子核モデル

33.天体物理学 ・核エネルギーとその作用 33.天体物理学
種々の基礎コースのシー

クエンスが可能、一
34エレクトロニクス ・素粒子とその保存則 34エレクトロニクス 般的に次の順序

13－ 35.歴史的哲学的深化 35.歴史的哲学的深化 11.力学

２ 12.電気学

13.原子論

備 コースは多数のテーマブロッ 種々の基礎コースのシーク コースは多数のテーマブロッ
クから構成される。 エンスが可能、一般的に次

考
クから構成される。

の順序
11.力学

12.電気学

13.原子論
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な、統一的な（一貫した）視点、それはたとえそうした一貫した視点が物理学の種々さまざまの部

分領域において論じられているにせよ、実践においてそれほど強力に顧慮されてはききいない。

　中等段階Ⅱの教育課程の基準は、教授学的実験を認める極めて自由な、教師による授業形成が可

能なハンブルク、種々のさまざまの前述のシークエンスからの選択するニーダーザクセン、ノルト

ライン・ヴェストファーレン、そして強力に規定された計画をもつバーデン・ヴェテンベルグ、バ

イエルン、ベルリン、ラインラント・ファルツなど多様である。

　11学年において、標準的なテーマはほとんど例外なく、力学、つまり運動学、エネルギー、力

積である。この領域は、例えば、重力、振動、波動、光学、熱学あるいは電場によってもいろいろ

と強化されている。

　12、13学年の重点領域においては、振動と波動、光学、電場と磁場、量子物理学と核物理学を

含めた原子物理学がほとんどどの州も扱われている。現れている。相対性理論はほとんど扱われて

いない。熱学はむしろ周辺的である。気体の運動論［気体分子運動論］が「物質の原子構造」とい

う整理する視点のもとで価値をもつはずの原子論の基礎との関連におけるよりもむしろ、エネルギー

との関連において扱われる。同様の視点のもとで扱われうる「電磁場における運動電荷」というテー

マはあまり重点的に扱われてはいない。

　核物理学は、５年前には標準的なテーマではなかったが、現在はどの州においても標準的なテー

マに属している。他方、現代重要な固体物理学は、せいぜい選択テーマとして扱われるだけにすぎ

ない。高エネルギー物理学、天体物理学、エレクトロニクスも同様である。こうした領域は、技術

的なものか、あるいは世界の構造やその成立史にかかわっている。生徒はこれに対して関心を持ち、

物理教授における扱いを期待している。それゆえ、このような領域を取り上げることが、ドイツ物

理学会、ドイツ数学自然科学振興協会の請願にあるように物理に対する生徒の魅力増進に導びくこ

とができるのである。

　基礎コース領域において、重点領域におけるとほとんど同様のテーマが扱われるが、　「痩せ衰え

た」形に過ぎない。相対性理論は一般に破棄されている。すべての学年全体では、力学（11学年）、

電磁気学、波動（12学年）、原子論（13学年）という順序がほとんどいつも確認される。　（表5

及び表６参照）

５．ノルトライン・ヴェストファーレン州の新教育課程：「自然科学」

　いくつかの州の学習指導要領の改定に伴って科学教育課程も改訂されつつある。その中で、特に

議論の的になっているのが、ノルトライン・ヴェストファーレン州の総合制学校（ゲザムトシュー

レ）の「自然科学」である。ここでは、現在改訂中の1999年６月版の「自然科学（物理、化学、

生物）－構想－」16）を見てみよう。

　（1）　「自然科学」編成の5観点

この教育課程は次の５つの観点から編成されている。

1．科学指向（Wissenschaftsorientierung）：専門の基本的な問題設定とパラダイムを代表的に示す専

　門の重点とそこに組み込まれる主要概念及び基本的な方法と接近様式によって方向づける。

2．問題及び行動指向（Problem- und Handlungsohentierung）：「社会的なキー問題」

　　（gesellschaftliche Schlusselfragen）を自然、技術、環境の現在重要な課題・問題として社会的な

- 74 -



　　文脈で扱う。

　3.学習指向としての生徒指向（Schulerorientierung als Lernorientierung）：生徒の個人的社会的生活

　　世界、日常の現実、知覚、思考様式を含め、一人ひとりの学習プロセス、生徒の関心と性向に

　　目を向ける。

　4.テーマ指向（Themnorientierung）：フレームテーマ（Rahmenthemen）を設定し必修とする。

　5.「自然」、「技術」、「環境」の視点指向：自然科学の対象世界とあらゆる人間が生き、活動

　　しているリアルな現実世界への観点を特徴づける。それらは互いに関連している。

　さて第一の観点.にある専門の重点としては、物理では、「放射と光」、「熱とエネルギー」、

「力と運動」、「電流と磁気」が、化学では、「物質」、「反応」、「モデルと構造」、「日常生

活における化学」が、生物では、　「細胞と生命」、　「制御」、　「成長、共同、消滅」　（Wachsen，

Zusammenwirken，Vergehen）、「エコシステム」がそれぞれあげられている。

　一方、第二の観点にある「社会的なキー問題」としては次の様な実に多様な問題が扱われる。

　1.代替エネルギー：風力のエネルギー、太陽エネルギー、水力のエネルギー、生物のエネルギー、

　　代替エネルギーの限界、エネルギーの節約

　2.核エネルギー：原子炉類型、供給、輸送、放射

　3.環境汚染物質の排出とごみ：排気ガス、騒音、家庭及び産業のごみ、排水、回避、リサイクル

　4.気候の変化：温室効果、温室効果気体、森林伐採と砂漠化、海流の変化

　5.オゾンホールの生起と結果：フロンガス、長期の結果、成層圏における反応メカニズム、家庭

　　や産業における防止、紫外線の生命への影響、保護手段、国際協定の成立と効果

　6.水：浄化、過剰使用と温暖化

　7.文明病：栄養、健康、アレルギー、姿勢障害

　8.中毒患者：たばこ、アルコール、麻薬、薬物、鎮静剤

　9.新しい伝染病：エイズ、狂牛病、抵抗力

　10.臓器移植と遺伝への他の人工的な干渉：再生医学、クローン

　11.種の保存：種の多様性とエコロジー的多様性、有害生物の病虫害、害虫駆除、雑草と有用野

　　菜の区別

　12.遺伝子工学：薬の開発と投与、農業における措置と結果、抵抗力、ヒトゲノムの分析と結果

　　の評価

　13.デジタル化：特に、現実の感覚的知覚の獲得と喪失

　14.エコロジー：制御系、平衡、グローバル化とローカル化

　15.世界の自然科学的観方：資源としての自然の評価、手段としての自然の評価、ともにある世

　　界［共有世界］としての自然の評価

（2）フレームテーマの機能と例

「自然科学」編成の第４の観点にあるフレームテーマには次のような機能と特質がある。

1.必修である。

2.教科に分かれた教授にも学習領域教授にも当てはまり、学校の時間割における物理や化学の区

　別には無関係である。

3.個別教科における専門的学習が教科横断的にまた継続的に教科が結合するように互いに関連づ

　けられることを保障する。
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4.5-8学年の教科横断的な学習領域教授の中で、物理、化学、生物の専門的な観点が有効に機能

　する。

5.教科の必修の一部を明示している。フレームテーマの一般的な記述の中に専門の重点と一般的

　な自然科学の方法に対する必修が示されている。さらに、それぞれのテーマの記述の中に個々

　の教科の特別な主要テーマに対する年齢に合った要求が明示されている。

6.概念とそれに結びついた観念の連続的発展がなされうるように相互に結びついている。こうし

　た発達は、進行する学習過程に応じている。

○第一段階で、生徒はその環境を知覚し、観察し、現象論的な体験、気付いたもの［知覚され

　　たもの］、観察されたことを整理の基準にしたがって構造化することを学ぶ。

　○第二段階で、彼らは、そのように得られた認識を一般化し、法則において再び認識し、これ

　　を他の事態に応用することを学ぶのである。

　○第三段階で、生徒達は、精選された例に即して自然科学、技術、社会、環境の相互作用に取

　　り組むのである。この段階で、対象との自然科学的交流の特殊な形式としてのモデルの形成

　　と応用も学ぶのである。

7.自然科学的認識の歴史的次元も考慮に入れている。

8.教科に分かれた教授にとって専門のテーマが、学習領域の教授にとって学習領域テーマがそれ

　ぞれフレームテーマに組み込まれる。

こうした機能・特質をもつフレームテーマとしては各学年ごとに次の様なものが提案されている。

＜5、6学年段階のフレームテーマ＞

1.「感覚と知覚」

2.「ミクロコスモスにおける発見」

3.「その環境における動植物」

4.「身体と働き」

5.「日常生活における物質」

6.「気候と年周期」

＜7、8学年のフレームテーマ＞

1.「生命の基礎である水」

2.「自然における移動と技術」

3.「物質は変化しまた変化される」

4.「地球の歴史」

5.「自然と日常生活における電気」

6.「日光と生命」

7.「コミュニケーションと意志疎通」

＜9、10学年＞

1.「健康と病気」

2.「エネルギーと環境」

3.「進化と遺伝」

4.「農業と食料生産」

5.「生産の自然科学的基礎」

6.「複合的なシステムにおける人間」

- 76 -



　7．「自然科学と社会」

　（3）　「自然」、「技術」、「環境」の視点

　さて「自然科学」の編成の第5の観点は、専門的テーマ（物・化・生のテーマ）及び学習領域テー

マ（「自然科学」という物・化・生を包括する学習領域のテーマ）内容にとってその他の規定要因

である。この視点が「自然」、「技術」、「環境」の３つの視点である。これらの視点は、自然科

学の対象世界への視点であると同時に人間一人ひとりが生活し活動してるリアルな現実世界への視

点でもある。それらは互いに関連している。教授の計画や実践に当たってこうした視点を強調する

ことによって、このような相互関連性が具体的なテーマの中で重視されることになる。まず、　「自

然」の視点は、自然の生活共同体や生息圏、物質、その現象形態、物理的、化学的、生物学的作用

連関についての理解、そしてその個人的一情緒的な受け取りを包括している。次に「技術」の視点

は、自然科学的一技術的認識と経験を目的に応じて社会的にまた個人的に活用することを包括して

いる。最後に「環境」の視点のなかでは、「現場」や日常生活で観察される現象や発展［開発］が

グローバルなレベルでエコロジー的に重要な事象と関連づけられる。

（４）フレームテーマ：「自然科学と社会」の内容

9、10学年の教科別教授におけるフレームテーマは以下の表の通りである。

表7　ノルトライン・ヴェストファーレン州の総合制学校の「自然科学」

　　　　　　　9、10学年のフレームテーマの教科別区分

フレームテーマ 物理 化学 生物

物質は変化し変化される

自然と日常生活における電気 9/10

健康と病気 9/10 1O 9
エネルギーと環境 9/10 9
進化と遺伝 9
農業と食料生産 10 9

生産の自然科学的基礎 9/10 10 9

複合的なシステムにおける人間 9/10

自然科学と社会 9/10 10 9

　この表にある「自然科学と社会」というフレームテーマはどのような観点で構成されているので

あろうか。（1）で述べた教育課程編成の５つの観点に即して見てみよう。まず、自然の視点とし

ては、自然との交流やその利用の基礎になっている（社会的）自然像や自然理解を含み、技術の視

点としては、事例に即して自然科学的認識や結果に対する政治的、経済的、あるいは軍事的利害関

心を含み、環境の視点としては、自然科学的認識と、その技術的応用と、エコシステムヘのその影

響の間の相互作用、エコロジー的に重要な決定プロセスに対する政治的意思形成を含んでいる。

　一方、「社会的なキー問題」という観点では、革新可能なエネルギ」：核エネルギー、遺伝子技
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術、組織培養や別の人工的な進化への介入、世界の自然科学的見方を扱う。専門的な重点とそこに

組み込まれる主要概念や基本的方法としては、物理、化学、生物それぞれ次のような内容が扱われ

る。

　1.物理の専門テーマ：放射性の発見から原子爆弾を越えて原子力発電所へ（原子核の構造とシス

　　テム、核変換と放射線、核分裂の軍事技術的利用、原子力発電所、他）

　2.物理の専門テーマ：自然科学の世界像（前科学的世界像、天動説と地動説、20世紀の物理学、

　　進化論とその社会的影響、進歩の楽観主義と今日の進歩に対する懐疑）

　3.化学の専門テーマ：現代化学の利用と危険（化学兵器、植物保護、薬、他）

　4.生物の専内テーマ：遺伝子技術と再生産技術（遺伝子の発見、培養における遺伝子技術、医学

　　 における遺伝子技術、クローン技術）

　（５）教科：「自然科学」を巡る論点

　ノルトライン・ヴェストファーレンの総合制学校のカリキュラムであるこの「自然科学」を巡っ

てはいろいろな議論がある。その重心は、従来中等学校の最初の学年である５学年（日本の小学校

５年に相当）から、自然科学の教科が、物理、化学、生物と３つに分化して設定されていたのに対

して、そうした教科区分を廃した統合的な教科編成を採ったことの是非に関するものである。例え

ば、　「ドイツ物理・化学教育学会」GDCP）では、こうした問題を特集し、主たる論点を次のよう

に整理している17）。

　まず、こうした新教科については、物理、化学、生物はその認識様式に関して本質的に異なって

いる、それゆえ別々に教えられるべきである、という立場をとるか、逆に物理、化学、生物は、科

学論的な処理様式においてほとんど違いがないので、これらの専門の別々の教授は意味深いとは言

えない、という立場をとるかの違いである。次に、学習者については、専門に固有な観点ごとに限

定することは、生徒が複合的な事態を分析し学習することを容易にする、と考えるか、逆に、専門

に固有な限定された観点は、生徒が複合的な事態を分析し学習することを難しくする、と考えるか

の違いである。また、教師については、教師の専門的能力が生徒の陶冶過程で中心的な役割を演じ

ている、と捉えるか、陶冶過程にとって、教師の教科を超えた（教科横断的）能力が重要である、

と捉えるかの違いである。

6. PlNGプロジェクト

　PING（統合的自然科学の基礎陶冶の実践）プロジェクトは、1989年に創設され、5-10学年の

生徒のための教授計画や教材開発などに関する開発研究に取り組んできた。1993年からはBLKに

よって、PINGがシュレースヴィヒ・ホルシュタイン州、ラインラント・ファルツ州、ブレーメン

州などで促進されている。

　PINGの陶冶内容は、自然に対する人間の関係であり、中心的な問題は、「人間と自然の関係は

目下どのようであるか」、「その関係は過去にどのように発展してきたか」、「その関係は将来ど

のようになりうるのか」である。５、６学年（日本の小学校５、６学年にほぼ相当）用のフレームテー

マは、「私と水」、「私と空気」、「私と土」、「私と太陽」、「私と植物」、「私と太陽」、

「私と動物」、「私と動物」、「私と他の人間」、「私と機械」の８つである。図２は、そのうち

の「私と水」の主題マツプ（Themenlandkarte）を示したものである。まず、　【水に対する個人的な
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 関係】（私にとっての水）では、私は水をどのように経験するか、私や他の人々にとって水はどん<BR>
 な意味があるのかを扱う。【水の性質】では、水の主たるメルクマールはなにかを扱う。【自然に<BR>
 おける水の循環】では、水が自然にどのような影響を及ぼしているか、そして自然によって水がど<BR>
 のような影響を受けているかを扱う。また、人間が水にどのような影響を及ぼしているか、そして<BR>
 水によって人間がどのような影響を受けているかを扱う。【水の質】では、どのような作用が水に<BR>
 とって望ましいのか、どのような作用が有害なのかを扱う'【水の文化的意義】では、他の地方の<BR>
　 人間の生活が水によってどのように規<BR>
　 定されているか、過去の人間は水とど<BR>
　 のように暮らしてきたのか、そして将<BR>
　 来はどのように暮らすのかを扱う]8)。<BR>
　　 一方、シュレースヴィヒ・ホルシュ<BR>
　 タイン州ではPINGの教材開発の手法<BR>
　 を科学教育課程改革に導入した。各学<BR>
　 年ごとのフレームテーマは次表の通り<BR>
　 である。統合（Intgration）がもはや例<BR>
　 外ではなくなった現在、シュレースヴィ<BR>
　 ヒ・ホルシュタイン州の科学教育課程<BR>
　 は積極的な教育課程開発の基礎として<BR>
　 評価されている19)。<BR>
 <BR>
図２ PINGの単元「私と水」の内容構成の観点<BR>
 <BR>
表８ シュレースヴイヒ・ホルシュタイン州の自然科学の教育課程（1997年）<BR>
５．６学年のテーマ
７学年のテーマ
８学年のテーマ
１.生命元素としての水<BR>
２.生命元素としての空気<BR>
３.生命要素としての太陽エネルギー<BR>
４.生命の基盤としての土壌<BR>
５.我々の環境における植物<BR>
６.我々の環境における動物<BR>
７.私と他人<BR>
８.我々は電気エネルギーを利用する <BR>
１．環境の解明<BR>
２.建築と居住<BR>
３.歩行する<BR>
４.栄養をとる <BR>
１．自然をみならう：衣服と装身具<BR>
２.私達は精神的身体的に発達し健<BR>
　 康を維持する。<BR>
３私達はコミュニケーションする。<BR>
４.私達は金属を利用し、それを道<BR>
　 具に用いる。<BR>
　　　　　 　　　　 <TABLE>
９学年のテーマ
１０学年のテーマ
１.人間は土地、植物、動物を利用する。<BR>
２.人間は新しい物質を作り出す。<BR>
３.生物はエネルギーを変換し、それによって<BR>
　 環境を変える。 <BR>
１.昔と今の人間生活に対する社会的技術的<BR>
　 変化の影響<BR>
２.交通手段とその環境への影響<BR>
３.人間は生活空間を形作りまた変化させる<BR>
 <BR>
 <BR>
　－７９－<BR>



７．現行教科書にみるプロジェクト教授の例

　基礎学校や中等段階Ⅰの学校では現在プロジェクト授業が興隆し、そこでは、教授内容が学習指

導要領によって厳密に規定されるかわりに「自由学習」に力点を置いた教育活動が重視されている

20）。これは教科書にも反映され、通常の物理の内容のほかに、プロジェクト21)が取り上げられて

いる。教科書の所々で取り上げられたり、最後にいくつかのプロジェクトがまとめて取り上げられ

ていたり、またそのぺ一ジ数も内容もまちまちであるが、ほとんどの教科書でプロジェクトを取り

上げているのである。たとえば、物理の教科書には次のようなプロジェクトテーマが取り上げられ

ている。

　（1）『インパルス物理１』22）（ギムナジウム中等段階用）：

　平均２頁
　「血圧」　（血圧の仕組みとその測定など）、

　「自転車」　（自転車の発達史と距離と速度と加速度の関係、力とハンドルなど）、

　「飛行」　（模型飛行機の製作と揚力・飛行の原理など）、

　「情報伝達」　（電信、バーコード、コピーの仕組みなど）、

　「騒音」、

　「測定一制御一コンピュータの規則」、

　「楽器」、

　「時間の測定」（水時計、日時計、振り子時計など）

　（2）　『環境：物理』23）（7－8学年用、ノルトライン・ヴェストファーレン州版）：

　　平均10頁前後

　「コミュニケーション」、

　「エコロジーとエコノミー」

　「天気と気候」

　例えば、『インパルス物理』のプロジェクト：「血圧」24）の例をあげておこう。このプロジェク

トでは物理学の圧力の問題との関連で血圧の問題が取り上げられている。単に物理学的な圧力の扱

いのみならず、その知識を生かして心臓の構造や機能、心臓病の問題など、プロジェクトでは極め

て広範な総合的な内容が扱われるのである。

おわりに

　以上、ドイツの科学教育改革、特に科学教育課程の改革の動向を先述の４つの観点からとらえて

きた。これらをふまえてドイツ科学教育改革、特に科学教育課程の改革については、以下のような

特徴を指摘できる。まず科学教育全体について言えば、第一に、TIMSSの結果に対して科学教育関

連団体が一丸となって科学教育改革に当たっていることである。第二に、教育課程は邦ごとに規定

されることになっているが、TIMSSの結果への懸念も大きな背景として、連邦レベルでも科学教育

改革、科学教育課程改革に乗り出してきていることである。しかも、第三に、科学教育のトータル

な改革が模索されていることである。

　また特に、科学教育課程改革について言えば、次の五点が指摘される。第一に、科学教育関連団
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体は、生物、化学、物理の三教科分科体制を維持しつつ、現代社会及び生徒の要請に応えるべく教

科横断的結合的学習内容をも重視し、高校１年までの全学年で週あたり６時間の授業時間を確保す

ることを要望していることである。第二に、科学教育をかなり多面的にとらえていることである。

科学教育の目標も、専門的能力の育成から社会的能力育成（人間的成熟・責任感）、自然に対する・

美的情緒的関係促進、職業の基礎形成などにまで及んでいる。第三に、この目標観と呼応して、統

合的（物理、化学、生物教科の統合）と総合的・教科横断的内容が増加する傾向にあることである。

この点は、特に1990年代の物理教授の内容（表５及び表６）と比較すると歴然としている。そし

てこの形態は、各教科（物理、化学、生物）の中でプロジェクトのように統合的総合的内容を扱う

場合と、物理、化学、生物という教科枠を取り払って「自然科学」という統合的な学習領域を設定

して、そうした内容を扱う場合がある。それと同時に、第四に、専門的な主要概念、方法にも重点

が置かれていることである。第五に、科学教育の教育課程の改革も総合的学習の導入も、単に学習

論レベル、教育課程論レベルの問題にとどまってはいないことである。そうした科学教育の意義の

問題を不断に意識しつつまた吟味しつつ、教育課程の問題が議論されていることを付言しておきた

い。
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　　　　　　　　　アメリカ合衆国

－科学教育改草の動向と新しい科学教育課程の方向性－

　　　熊野　善介

静岡大学教育学部

１　はじめに

　アメリカの科学教育の現状はどのようになっているのか，また，科学教育がどのように

変化しているのかについて，我が国の多くの科学や技術に関わる人々が関心を持っている。

その理由の一つは，我が国が経済を中心にその推進カが弱まり，「科学技術基本法」を進め

ることそのものが減速するのではないかと懸念されているからである。また，アメリカは

もちろん，他の多くの先進国の教育改革の基本的動向の中に科学や技術（テクノロジー）

が基礎教科や重要教科として認知されつつあることがいえるので，アメリカの科学教育の

現状分析を進めることは，日本の21世紀のビジョンを構築するために重要である。本小

論では，なかなか一般化して述べることが難しい国，アメリカを連邦レベルでの様々な報

告書をもとに，現状の分析のまとめを試み，教育に関わる法律からも分析をすすめ，科学

教育の改革の背景を明確にし，具体的に科学教育をどのように変革しようとしているのか

について解釈を行い，最後にこれらを踏まえて，日本の科学教育の現状を踏まえながら，

日本の科学改革・改善のための提言を試みることにする。

２　学校制度と科学教育関連法

まず学校制度の概略をまとめるとともに，その枠組みがどの方向に移動しているのかにつ

いて，まとめる。

　（１）学校制度

　アメリカにおける６歳から18歳までの教育制度は以下の通りである(Digest of
Education，1999)。

　図１　アメリカにおける６歳から18歳までの教育制度
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　　4Year
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　　High　School
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　　　　　　　　Middle
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9　　　　　　　　　EPS
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－83－



　理科カリキュラムの現状と到達度との関連に関する国際比較研究（三宅，2000，p253）

では，アメリカ合衆国の大まかな学校制度の枠組みが示された。基本的に，日本の枠組み

に類似している。と述べるよりももともと，日本の教育システムは戦後アメリカ型のもの

を導入したということは，周知のことである。しかしながら，アメリカはもともとヨーロ

ッパやプロテスタンティズム等の影響を強く受けてきたわけであるから，イギリスのパブ

リックスクールやカソリックスクール等のいろいろなタイプの私学が存在してきたことも

忘れてはならないだろう。私学への就学率は1999年でXX％存在することからも，無視で

きないどころか，先端の人材育成に大変貢献していることは論をまたないであろう。特に，

授業料等が年間１万ドルを超える，ボーディングスクールはいわゆる６ヵ年一貫教育を行

っていることが多く，インターナショナルバカロレアや独自のカリキュラムに基づいて教

育が展開されていることが多い。

　公立学校に目を向けた場合，新しい知見として，公立学校の統合があげられる。1930年

代には26万2千あった公立学校が，現在では9万校になったということである。しかし，

1990年から1991年に5000校も増加したのである。この増大は主にミドノレスクール（第四

学年から第８学年に渡る3ヵ年の学校）の増大によるものである。1987年度から1997年

度の間に9％の増加，即ち，63000校がミドルスクールとなり，一方，既存の中学校がしだ

いに減少している。この動きは今後も続くといえる。基本的にアメリカの教育システムを

活性化させているいろいろな要因があるが，教育関連法が基本的動向を左右させている。

このことは，わが国とはかなり異なっており，科学教育に関わる法案との関係において，

1960年付近より，以下に解説を試みる。

　　（２）これまでの科学教育関係に関連した法律

　今日のアメリカの教育に大きく影響を及ぼした法律として，1958年の国防教育法

（National Defense Education Act，Public Law85-864，法律の詳しい内容はアメリカン

センターで入手可能である。）である。この法律は，旧ソ連によるスプートニクショックに

より，アメリカが科学および数学教育を推進させることが，国防上重要であるという合意

がなされ，先端科学・技術のみならず，初等中等教育における科学および数学教育の質的

転換を図ったのである。アメリカの場合，法律が作成されることが極めて重要であり，こ

の法律から多大な研究予算や実践のための予算が全国にもたらされることになる。国防教

育法により，先端科学者と先端心理学者が中心となって（教科教育学者はこの時代は中心

的な役割を果たしていない），まず，高等学校の物理（PSSC），化学（CHEMS），生物（BSCS）

の教科書，中学校用の地学（ESCP）の教科書，そして，その後に小学校科学の教科書（SAPA

やSCISなど）が次々作成され，多くの州で採用された。これらの多くの教科書が日本でも

訳され，多くの実験・観察内容が日本の教科書に影響を与えたといえる。

　続いて，1965年に出された，初等中等教育法（Elementary and Secondary Education Act

of 1965，Pubic Law89-1O）である。この法律はアメリカで出された，小学校・中学校・

高等学校を対象にした包括的な教育法である。この法律により，低所得者の児童・生徒の

教育を受ける機会均等，図書館の整備，教材の確保，教育センターの設立と州教育委員会

の機能の充実と高度化を図ったものである。この初等中等教育法は今日でも主要な法律と

して存在している。
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　次に，経済保証教育法（1984 Education for Economic Security Act，Public Law98-377）

である。この法律が，今日のアメリカの教育改革の始まりであると考えられる。時代背景

としては，アポロ計画により象徴されるように，アメリカがあらゆる科学・技術において

優位な展開を遂げ，国防教育法による成果がみられるようになり，アメリカ市民は次第に

科学・数学教育の重要さから，全人格的な質的発達を目指した教育を求めるようになって

いったと見られる。同時に，ベトナム戦争への批判と環境問題の深刻化があいまって，「環

境教育ムーブメント」と「基礎にもどれ（Back to Basic)」教育運動が展開し，化学兵器等

を生み出す科学・技術に対する批判が全米的に展開された。そして，高校卒業のために履

修しなけれぱならない科学関連教科が一科目だけでよい高校がかなりを占めるようになっ

たのである。このことが，アメリカにおける「科学離れ」を招いた。すなわち，ハーバー

ド大学のフレッシュマンの中に，掛け算や割り算が不得意な学生が誕生したのである。時

を同じくして，1983年ごろがアメリカの対外国，特に対日貿易赤字が最大になり，科学と

数学教育の再検討が必要になったのである。経済保証教育法はそういう意味で今日のアメ

リカの科学・数学・テクノロジー教育改革の原動カとなったのである。マグネットスクー

ルを作るためのプログラムヘの支援や教育の卓越性のためのプログラムや教育の公平性の

ためのプログラムが盛り込まれた。

　つぎに，取り上げる法律として，アイゼンハワー法（The Eisenhower Mathematics and

Science Education Act，P.L. 100-297, 1990）がある。この法律は，基本的に先に述べた，

経済保証教育法により1989年まで予算が執行され，1988年にThe Howkins-Stafford

Amendments として存続し，予算が毎年増大し1985年に90億円であったものが1994年に

は251億円になった)，この法案がさらに改定された法律として登場したものであり，上

述のESEAに密接に関連する法律である。この法律の特徴としてその71％が理数科および

テクノロジー科教師の質の向上のための使用が義務づけられている。14％は理数科とテク

ノロジー科の教員養成大学や大学での現職教育のために使用される。そして，低所得者の

初等中等教育の向上のために使用される。大まかな計算をすると，各州ごとに科学や数学，

テクノロジーを担当する教師教育のために各週ごとに平均3億円以上の予算が執行されて

きたことになる。この法律による予算措置は2000年の予算にも計上されていることから，

今日まで，継続しているものと解釈できる。

　さらに，1994年に教育改革をさらに推進するための包括的な科学教育関連法が成立する。

それらは，目標2000アメリカ教育法（Gools 2000: Educate America Act，Public Law103-227),

アメリカの学校の質的向上に関する法（Improving America's Schools Act，Public Law

103-382)である。これらは，科学や数学に限らず，すべての教科，さらには学校そのもの

の質的な向上を目指しており，スタンダードを達成するためのあらゆる内容が盛り込まれ

ている。この法律から，教育改革は学校の中身を変えるだけではなく，アメリカ社会全体

を生涯学習杜会に移行するためのシステミックな改革を目指すことになる。ここでいうシ

ステミックな教育改革とは，質的な転換を図るために，ある教育の部分，すなわち学校の

中身だけを改善しても，質的な教育の向上には繋がらないという論理であり，学校を取り

巻く地域杜会が積極的に連携を図り，様々な協カ体制を新たに構築するだけでなく，学校

の運営や変革に関わっていくことにより，教育システムにとって無くてはならない構造が

形成されていくことを意味している。
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　この延長で，チャータースクール促進法(Charter School Expansion Act，Public Law105-278,

1998)が制定され，システミックな教育改革がさらに推進されることへと繋がっていく。チ

ャータースクールは公平さの推進，選択の拡大，アカウンタビリティーの制度の提供，質

の高い教授法の推進，教師の専門性向上のための機会の提供，地域のコミュニティーや保

護者の学校教育への参加の推進，ひいては公教育の質の向上を図るものである。

　チャータースクールはもともといろいろな教育改革の実践から生まれてきた。関連して

いる学校運動としては，オルターナティブスクール，マグネットスクールなどがある。オ

リジンは1970年代にニューイングランド州のロイ・バドル(Ray　Buddle)が学校内に，有志

の教師による新しい教育アプローチを試みるため，チャーターという組織を作ったことに

よるとされる。州レベルでは，ミネソタ州が初めて1991年にチャータースクール法を作成

した。続いて，カリフォルニア州が1992年に作成し，引き続き1999年までに36州で法律

が成立している。2000年までに全米で，3000校のチャータースクールが生まれる予定であ

るとされた。補助金としては，一校あたり200万円程度が出され，全米で100億円ほどの

予算が執行されている。内訳は，小学校が58％，中学校高等学校が20％，22％が小中高連

携で，1999年段階で，35万人の児童生徒がチャータースクールで学んでいるという報告が

なされた。州によってチャータースクールの数もことなり，先進の州はアリゾナ州（350

校），カリフォルニア州（234校），ミシガン州（175校），テキサス州（150校），フロリダ州

（112校）等である(USCS，2000)。

（３）2000年度予算からみられる教育改革を促進する内容（科学教育関係を中心として）

　2000年2月28日に出された「1999年実績報告書ならびに2001年予算計画（1999

Performance Reports and 2001 Plans）」によれば，より的確な教育改革計画が打ち出され

ている。科学教育に関係するものが，教育改革に関係する計画と学校の質の向上プログラ

ムである。

ア．教育改革に関係する計画

　教育改革に関係する計画は11項目からなるが，内容として科学教育に関連するもとと

して，①21世紀コミュニティ学習センター（453億円／2000年度）②リテラシー挑戦プロ

グラム（573億円／2000年度）③スタースクールプログラム（50億円／2000年度）④教育の

連携を進めるための地域を基盤としたテクノロジーの活用（10億円／2000年度）⑤学習を

支援する幼児・児童・保護者用教育番組の開発（16億円／2000年度）⑥算数・数学の学カ

向上のためのテクノロジー支援プログラム（8．5億円／2000年度）⑦教師のための教育テク

ノロジー支援プログラム（75億円／2000年度）⑧優秀な教師の確認と賞賛（50億円／2000

年度）⑨目標2000，州と地方のための教育におけるシステミックな向上（491億円／2000

年度）が挙げられる。

　21世紀コミュニティ学習センターは2000年から開始したもので，主たる目的はそれぞ

れの学校において，放課後の様々な教科学習を含めた活動を行うことを推進するものであ

る。そのために地域のコミュニティが一丸となったプログラムが必要となる。どのように

して，生涯学習体系に則ったコミュニティが形成されていくのが大変興味のあるところで

ある。日本では各県レベルでコミュニティづくり推進協議会があり，地域べースのコミュ
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ニティづくりが進んでいるが，政策のための予算はきわめて小さい。しかも，学校での学

習の支援に関しては適応対象にはなっていない。

　リテラシー挑戦プログラムの内容としては，低所得者層の児童を多く抱える学校に，学

習の質を高めるために最新のマルチメディアコンピューターを導入して，インターネット

を導入した学習やネットワーク学習を可能にすることが目的である。これらの導入のため

の教師プログラムも含まれている。

　スタースクールプログラムは遠距離学習技術を使用を通して，生徒の学習と教授のあり

様を向上することが目的である。教育の連携を進めるための地域を基盤としたテクノロジ

ーの活用も教育テクノロジーの効果的な使用のために，技術支援やプロとしての力量向上

を提供することにより，教授と学習を向上するためのプログラムである。

　幼児・児童・保護者用教育番組の開発は，幼児・児童が積極的に学習に取り組めるよう

に，種々の教育番組の開発を行うもので，保護者もその対象としており，すべてのアメリ

カ市民に全米の教育目標を達成するためのものである。

　算数・数学の学カ向上のためのテクノロジー支援プログラムはTIMSSの結論から導かれ

た必要性を解決するため，ビデオ教材と付属の学習材，そして，オンライン学習サービス

の開発により，学習と教授を向上することが目標である。教師のための教育テクノロジー

支援プログラムは，教師が新しい教育テクノロジーに精通し，自由に使用し教育の質をた

かめるためのプログラムである。

　目標2000，州と地方のための教育におけるシステミックな向上は，教育改革プログラム

の中で，もっとも大きな予算を掲げ施行されているもので，学校改革が学校内で進めるだ

けではうまくいかず，地域を取り込んだ地域コミュニテイの一人一人が，生涯学習を楽し

むという価値の転換をはかり，学校は地域の学習の質を高める中心的存在となり，常に学

校は地域との連携のもとに発展することになる。アカウンタビリティもこのような文脈で

捉える必要がある。そして，システミックな教育改革は，システマティックな教育改革と

はことなるのである。つまり，システミックな教育改革とは，教育改革の一つ一つが，無

くてはならない相補作用を形成している場合に使用される言葉であることだ。教育の質の

向上がなされるために，ある部分が突出して進歩してもうまくいかないのであり，個々の

構成要素が密接に連携・協力がなされて初めて機能するということなのである。

イ．学校の質の向上プログラム

　学校の質の向上プログラムには24項目あり，その中で特に科学教育に関係するプログラ

ムは，①マグネットスクール支援プログラム（110億円／2000年）②公立チャータースクー

ルプログラム（145億円／2000年）③われわれの学校の質的向上の機会プログラム（20億

円／2000年）④より高度な試験への挑戦プログラム（15億円／2000年）⑤質の高いスタン

ダードを教授するための州レベルの実践費（アイゼンハワー教師の質の向上プログラムを

含む1070億／2000年）⑥学校のリーダーシップと教授の質の向上のための全米レベルの活

動（23億／2000年）⑦アイゼンハワー地域数学と科学教育連帯プログラム（15億／2000年）。

　これらの内容についてはすでに，教育関係法律のところで示したので，ここではくりか

えさないものとする。しかし，ここで抑えておくべきことは，アメリカが教育改革のため

に2000年度の予算として計上したのが，科学教育周辺に関連するものだけを取り上げただ
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けでも，3106億円以上出されている。一方，日本の平成13年度の生涯学習関係の教育改

革推進の予算が387億円（文部科学省，2001）であることからも，アメリカの人口の半分

である日本の今後の抜本的な教育改革に対する対応のあり方が問われることになる．

３　学校科学カリキュラムについて

　現在のアメリカに最も影響を及ぼしているのは各教科のスタンダードである。次ぺージ

に，2000年に纏められた，「英語，歴史，地理，数学，科学の各州のスタンダードに対す

る評価報告」が出された(SUMMARY OF THE SCORES，National Report Card - State Standards

Across All Subjects, Finn & Petrilli, 2000)。この表から言えることは，総合評価でA

がつけられたのが，カリフォルニア州のみで，B評価を得た州8州で成績順に，アリゾナ

州，南カロライナ州，テキサス州，アラバマ州，北カロライナ州，コロンビア特別区，マ

サチューセッツ州，南ダコダ州である。その他のほとんどの州がCやDランクを得ており，

州スタンダードが2000年になっても作成されていないのが，アイオワ州とアイダホ州の2

州のみとなった。このことは，前述の種々の教育改革法案の成果の一つといえる。このこ

とはすなわち，学校教育カリキュラムに州スタンダードが定着しつつある状況を示してい

る。しかし，それにしてもかなりの州のスタンダードに対して，厳しい評価が出されてい

ることは注目に値すべきことであり，今後の対策がなされることを示唆している。

　このアセスメントがなされた理由として，①各州がスタンダードを基盤とした教育改革

を州の教育法律の一環として抱え込むことがまだできていないこと。②アカウンタビリテ

ィーを高めると同時に学習の質の向上を図る必要があること。③スタンダードを基盤とし

た教育改革はとても分かりにくく，アメリカのK－12の教育を蘇らせるため「銀の玉」とし

てのみ利用するだけではなく，他の教育改革戦略とともに融合して進める必要があること

が提案されている。

　（１）科学の州スタンダードのアセスメント

　州の科学スタンダードは後にやや詳しく記述する，「全米科学教育スタンダード」をもと

にして作成されたのがほとんどのケースである。そこで，「州スタンダードの現状分析

2000」(The State of State Standards 2000，Fim＆Petrilli，2000)では，各教科がご

とにアセスメントの基準を作成した。科学の場合，次の５つの分野の25項目においてアセ

スメントがなされた。これらの基準の概略は以下に示すとおりである。

A．目標，達成状況の説明，どの対象に対してもわかりやすく書かれていること．

1　子供の学年に応じ，科学的リテラシーがどこまで得られるのかを記述していること。

2　実践および理論的な面で，州レベルの学習評価の基礎となりうるものであること。

3　州スタンダードが関係するすべての人々にとって理解しうるものであること。

4　生徒が標準の英語で書き，数学言語を受け入れ，意思の疎通ができるようになること。

B．的確な編集

5　3から4学年以内ごとのまとまりでまとめられていること。

6　種々の科学の基本的な理論構造を反映したカテゴリーにまとめられること。

7　理論的な基礎に基づいた簡単な観察やデータ収集，段階的な観察による解釈，実験の

　　計画を考慮した基礎的なスキルに周囲を向けること。
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　 表１　２０００年英語，歴史，地理，数学，理科の各州のスタンダードのアセスメント<BR>
　<BR>
　A　 ３８３.４００　　　　　 B＋ ３．１７‐３．４０　　　　　　 C＋　２．１７‐２．４９<BR>
　 A　３．５０‐３．８２　　　　　 B　 ２８３‐３．１６　　　　　 C　 １．８３．２．１６<BR>
　B． ２．５０‐２．８２　　　　　C　　１．５０－１．８２<BR>
－８９‐<BR>



C．範囲と内容

8　実験観察を基本とし，発展的な実験や野外調査を促すこと．

9．その学年で理解可能なできるだけ，科学的に正確な語彙の使用に心がけること．

10．スタンダード内でデータ分析，実験誤差，データの信頼度等を扱っていること。

11．発達段階に応じた, 表やグラフに表したデータの解釈および解説の技能を体得するこ

　　とが表明されていること。

12．発達段階に応じた，実験観察のデータのシステマティックな解釈や判断的な思考が科

　　学理論の枠組みの中でおこなわれるよう述べられていること．

13．すべての科学の基本的な原理が強調されていること。

14．発達段階に応じた科学概念提示がなされていること。

15．あまり単純化されたものではない，科学の方法の必要性が強調されていること。

16．科学と技術の関係を取り扱い，科学と世界観の関係を扱い，科学が社会の形成に携わ

　　ってきたことを取り扱っていること。科学は知的な欲求を満足すると同時に，社会的

　　に役立つものであることが強調されていること。また，とても異なった立場の人々を

　　まとめる力があることが認識されていること。

D．質の高さ

17．明確で適切で，述べようとする意味内容が直接的であること。

18．特定のことを指しながらも，自由度が高いこと。即ち，広過ぎず，不明確にもなって

　　いないと同時にあまり狭い内容になっていないこと．

19．辞書的ではいけないが，科学界で一般的に受け入れられている重要で，基本的な内容

　　を満たしていること。

20．発達段階に則して，段階的により難しく，より質の高い内容となっていること。

21．すべての科学の基本的な原理や科学的な方法を網羅していること。

E．科学として受け入れない内容を拒否していること。

22．科学では解明されえない，擬似科学を受け入れないこと。

23．民族的違い，人種的差，性差を支持するいかなる内容も含まないこと。

24．科学と技術を混同しないこと。

25．反科学的な内容を支援しないこと。

　これらの25の判断基準をもとに各州で出されている，州科学教育スタンダードを評価す

ると，A評価が9つの州，B評価が9州，C評価が6つの州で，残りの州がさらに悪い評価

が出されている。約半分の州が基準に達していない問題のある州ということになる。しか

し，全米科学教育スタンダードに述べられているのは，6つの柱があり，それらのスタン

ダードが融合している必要性が述べられているが，今回の25の判断基準には科学教育教授

スタンダードや専門性向上スタンダード，アセスメントスタンダード，システムスタンダ

ード等に関する判断基準がほとんど入っておらず，ほとんどが内容スタンダードとの関わ

りで占められている。そういう意味で，この結果のみをそのまま鵜呑みにすることはでき

ないと判断するべきである。

　しかしながら，日本の学習指導要領も基本的にアメリカ科学教育スタンダードと比較し

た場合，内容スタンダードに対応する内容がほとんどなので，そういう意味で，各州の科
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　学教育スタンダードに対する本評価結果は大変役に立つということも事実である．<BR>
　表２　２５の基準で評価した場合の各州科学教育スタンダードの得点<BR>
　４　最近のアメリカの初等中等科学教育に対する連邦レベルでの具体的評価<BR>
　　１９６０年代のアメリカの科学教育改革はかつてスプートニクショックとともに進んだ。こ<BR>
　のときの科学教育改革の評価は基本的にすばらしい教科書は生まれたが，現職教育や教育<BR>
　－９１－<BR>



現場への具体的施策がほとんどなされず，学校の教師がすばらしい教科書をうまく利用す

ることができなかったという解釈が一般的である。

　この時代の教育改革の反省もあり，今回の教育改革においては，アカウンタビリティの

重要性も問われつつ，いくつかの連邦レベルでの具体的評価が進んでいる。

　まず，Science and Engineering Indicators(National Science Board，1998)の中から，

アメリカの科学教育の改革を明確に示している内容を取り上げる。表１は1982年から1994

年までの間に高校において生物・科学・物理を履修して単位を取得して卒業したものの比

率が示されている。

　　　　　　　　　　表3　高校卒業者の生物・化学・物理の単位の獲得率
　　　　　　　　　　　　（Science ＆ Engineering Indicators '98，1－7）

Year of graduation

and sex Biology Chemistry Physics

1982

graduates
All 76.6 （0.8） 31.1 （O.8） 14.4 （0.5）

Male 74.5 （0.9） 32.2 （1.2） 19.1 （1.0）

Female 78.6 （1.1） 30.2 （0.7） 10.2 （0.4）

1987
graduates

All 87.9 （1.0） 43.8 （1.1） 19.3 （O.9）

Male 86.3 （1.2） 44.3 （1.3） 24.1 （1.0）

Female 89.5 （0.8） 43.2 （1.2） 14.7 （0.9）

1990
graduates

All 91.1 （1.0） 48.9 （1－3） 21.6 （0.8）

Male 89.6 （1.1） 47.7 （1.4） 25.4 （0.9）

Female 92.4 （0.9） 50.O （1.3） 18.O （0.9）

1994

graduates
All 93.4 （1.O） 55.7 （1.1） 24.6 （0.8）

Male 92.0 （1.1） 52.8 （1.1） 27.1 （1.0）

Female 94.7 （0.9） 58.5 （1.2） 22.2 （O.9）

　この表３から読み取れる事は，高校における生物・化学・物理の履修率が12年間の間に

しだいに向上し，生物においては男女の平均値で17.1％，同じく化学は24.6％，物理は

10.2％向上した。

　男女別にみると，生物においては女子の方が常に履修率が高く，化学においては，1988

年ごろから男子の履修率を抜き，1994年には男子より2.7％多く履修している。一方，物

理においては常に男子の方が履修率が高いが，履修率の差はしだいに無くなりつつある。

このことから，より多くの高校生がしだいに多くの科学の教科を学習してきているという

事がいえる。

　次に1970年から1999年までの全米教育進歩アセスメント（National Assessment of

Educational Progress）における年齢が17歳と13歳と9歳の科学の平均点の比較に関す

るデータが興味ある結果を示している（図1）。

　このデータからいえることは，9才の児童のNAEPの最低値は1974年付近であり，13才

の生徒が4年後の1978年，そして，17才の生徒がさらに4年後の1982年付近である事で

ある。すなわち，ほぼ同年の学年集団が進学するにつれて，その年代の最低値を塗り替え

ていったことになる。そして，どの学年も1993年まで上昇し，その後17才については上

昇し続け，9才・13才については，成績が安定してきているといえるが，全体として，1970

年代のレベルに戻っている(良くなってきた)といえる。
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また，94年から95年の８学年の生徒が宿題を行っている時間の平均の長さや，テレビ

を見ている時間の平均の長さの国際比較の結果が述べられている。

図１　全米教育進歩アセスメントによる9，13，17の平均偏差点の推移1970－1999
　　　　　　　　　　　　　　（NAEP 1999 TRENDS IN ACADEMIC PROGRESS，p9）
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　この結果によれば，日本の結果は約2.3時間であり，アメリカとほぼ同じ結果であり，

ベルギーやシンガポールに比べるとはるかに少ないのである。

　さらに，本報告書(Science and Engineering Indicators，National Science Board，1998）

においてマークしなけれぱならない重要な記述がある。これは表２に示されるデータから

述べられる。

　　　　　　　　表４　進14カ国における成人の科学的な理解カの平均値
Country（year） indeX　score Sample　size

United　States（1997） 55 2，000

United　States（1995） 55 2，000

United States（1990） 54 2，033

Denmark（1992） 55 1，000

The Netherlands（1992） 54 1，000

Great Britain（1992） 53 1，000

France（1992） 52 1，000

Germany（1992） 51 2，000

Belgium（1992） 49 1，000

Italy（1992） 47 1，000

Canada（1989） 46 2，000

Spain（1992） 45 1，000

Ireland（1992） 42 1，000

Greece（1992） 37 1，000

Japan（1991） 36 1，457

Portugal（1992） 33 1，000

　この第７章では，アメリカの成人が他の先進諸国と比較して，ほぼ同じかそれ以上に優

れているという論点が示されている。

（１）大学に世界でもっとも多くの人々が進学している。
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（２）アメリカは文科系でも，かなりの科学が必修になっている。しかし，日本やヨーロ

　　ッパは文化系の学生はほとんど科学を履修しなくても良い。

（３）アメリカは科学・技術に関連する教育を受けるいろいろな基盤が，世界でもっとも

　　充実している。

　このような分析の結果の記述を確認する事は，今後の我が国のあり方について考察する

材料となるといえる。ここで，1996年のアメリカの中学２年生に関するデータから，各州

ごとの科学教育のアセスメントがなされたことを基にして，今後の日本の科学教育改革に

役に立つ内容についてまとめる（NAEP 1998 SCIENCE，Keiser et．al．）。

（1）「あなたの学校で理科が主要教科になっているか。」という質問に対して，全米レ

　ベルで43％の学校がそうだと答えた。(NAEP 1996 Science，p17）

（2）「あなたの学校が従わなければならない科学カリキュラムが学区または州で作成さ

　れてますか。｣という質問に対して，全米で94％の学校が存在する事に賛成してい

　る。しかし，州によっては，例えば，ミネソタ州では35％が学校独自のカリキュ

　ラムを保有している事が明らかになった。(NAEP 1996 Science，p18）

（3）「中学2年生の科学の授業は週に何時間ありますか。｣という質問では，全米で92％

　の学校から毎日あるという解答が得られた。週に3回から4回と答えた学校が多か

　った州は，アラスカ州が23％，ハワイ州が35％，テキサス州が23％等である。(NAEP 

　1996Science，P19）

（4）「科学の授業に必要な学習材は十分手に入りますか。｣に対しては，全米レベルで

　52％がほぼ充足しているとの結果がでた。11％が十分得られており，37％が不足し

　ているという結果である。(NAEP 1996 Science，p20）

（5）「科学の授業に父母のボランティア協力がありますか。｣に対しては，全米で11％

　がいつでも協カがあり，46％がしばしば協カが得られているということであった。

　（NAEP 1996 Science，p22）

（6）「実験を行う技能や技術が学習目標となっているか｣に対しては，全米レベルで42％

　の学校が大変強調しており，44％がほどほどの強調をしているということであった。

　（NAEP 1996 Science，p50）

（7）「科学の授業でデータの分析能カをどのぐらい強調しているか。｣という質問に対

　しては，全米レベルで24％が大変重要視しており，65％がほどほど重要視してい

　るといった程度であった。(NAEP 1996 Science，p51）

（8）「演示実験をどのぐらい行っていますか。｣に対しては全米レベルでは，10％が毎

　　日，49％が週に1・2度となっている。また39％が月に1・2度となっている。しか

　し，この教師からの解答と生徒からの解答を比較してみると，大きな開きがあり，

　28％が週に1・2度となっている。また29％が月に1・2度となっている。つまり，

　生徒の方が少なめに答えている。(NAEP 1996 Science，p52－53）

（9）｢(生徒への質問)科学の探究活動をどのぐらい自分でデザインし，実行するのか。｣

　に対しては，全米レベルでほとんどやらないが63％，月に1・2度が23％，一週間

　に1・2度が10％である。(NAEP 1996 Science，p58）
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（10）「(生徒への質問)科学は日常生活の問題解決に役に立つのか。｣という問題に対

　　し，全米レベルで40％が賛成し，35％がどちらかわからず，25％が反対している。

　　（NAEP 1996 Science，p66）

（11）「(生徒への質問)科学の学習は暗記が中心であると考えるか。｣という問題に対

　　し，全米レベルで33％が賛成し，37％がどちらかわからず，30％が反対している。

　　（NAEP 1996 Science，p67）

（12）「２年以内に科学または科学教育の単位を大学や大学院でどのぐらい取得したか。」

　に対しては，全米レベルで41％が3単位以上の単位を取得している。

（13）「科学教師としての質の向上のため，どのような内容の教師教育を受けたか。｣に

　対しては，全米レベルで12％が科学教育法であり，14％が生命科学をとり，6％が

　化学をとり，9％が地球科学を受講したという結果であった。(NAEP 1996
　Science，P78）

（14）「科学教師としての質の向上のため，昨年の間にどのぐらいの期間の研修を受け

　たか。｣に対しては，全米レベルで57％以上が３日以上の研修を受けていたという

　結果であった。(NAEP 1996 Science，p80）

（15）「あなたはNSTAなどの専門的な学会のメンバーになっていますか。｣という質問

　に対して，全米レベルで57％がメンバーになっていると答えている。

　以上，大まかなまとめであるが，科学教育改革を行っていく上での鍵となる質問が多く

なされている。このような観点で我が国と比較した場合，多くの点で示唆に富んだ内容が

含まれているといえよう。例えぱ，週５日制でありながら，ほぼ毎日科学が学ばれている

事，父母のボランティアによる科学授業への支援がかなり浸透していること，探究活動を

中心にした，実験・観察を実際に行っている事が挙げられる。また，今回の学習指導要領

の中で強調されている，みずから，目的意識をもって観察，実験を行うという点に対応す

るといえる，（9）はアメリカでも1996年代においては必ずしも進んでいないようである。

多くの生徒にとって科学が暗記科目であると考えているものも，アメリカでもかなりいる

という事実が出た事も興味深い。そして，何よりも現場の科学教師用の現職教育が極めて

多くなされていることと約半数の教師が専門的な学会の会員であるという現実が浮き彫り

になった。このことは，我が国の教師の所得の平均が多いにもかかわらず，専門的な学会

のメンバーになっていないものが多い現実と対比されるべきであろう。

５　米科学教育スタンダード作成経緯

全米科学教育基準作成の経緯については，長洲(1995)，熊野（1995）や熊野（1996）の

中で詳しく述べられている。そちらも是非参照していただきたい。

　科学教育基準の作成は，1989年の全米州知事連合会(National Govenors Association）

が全米教育目標の作成に対して賛成が得られたことに始まる。ブッシュ大統領は直ちに全

米教育目標研究班(National Education Goals Panel)を召集した。この全米教育標準作成

への支持はクリントン大統領にも引き継がれた。多くの基礎科学の学会や科学教育関係の

学会，連邦教育局長，NSF(全米科学財団)の事務局長，全米教育目標研究班の代表者のほ

とんどが同様な意見であった。間もなく，全米科学教育基準を開発のための予算が連邦教
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育局ならびにNSFから出され研究開発が始まった。この予算のもとにNRCはNCSESA

(National Committee on Science Education Standards and Assessment:全米科学教育基

準ならびにアセスメント委員会)を組織した。

　NCSESAは1992年の５月に最初の会議を開き，内容・教授・アセスメントの３つの実

行委員会に分かれた。この後の18ヵ月間，多くの教師，科学者，科学教育学者，そして科

学教育に興味のある方々からの意見を受け付けた。1993年の年末までに全米科学教育スタ

ンダードの概要の作成が終了し，1994年の５月に批判と検討のため，概要が公共に提出

された。さらに，NRCはまだ全米科学教育スタンダードの作成にかかわっていない人々

による，５つの焦点化グループを設置した。多くの討論・改訂を重ねて，1994年の12月

に全米科学教育スタンダードの複製が４万部作成され，１万８千人の個人と250のグルー

プに送られ，さらなる検討・改訂が行なわれ，最終的に1996年１月に出版がなされた(NRC，

1996)。この全米科学教育スタンダードの最終報告書作成のために10億円ほどのプロジェ

クト費用がかかったとされる。

６　米科学教育スタンダード

　（１）科学教育基準の概要

　科学教育スタンダードには６つのスタンダードがある。これらは，科学教授スタンダー

ド，科学教師の専門性向上のスタンダード，科学教育アセスメントスタンダード，科学の

内容スタンダード，科学教育計画スタンダード，そして，科学教育システムスタンダード

である。この科学教育スタンダードから，科学教育改革の方向性や骨組みを明らかにでき

る。表５から表９はそれぞれのシステムスタンダードを除く５つのスタンダードを解り易

くするため，強調しない点と強調する点としてまとめられたものである。日本の学習指導

要領に大まかに対比できる科学教育内容スタンダードの内容についてはアペンディックス

に別表として示した。

表５　学教授スタンダードにおける強調点

　　　　　　　　　　　　　　（NSES，p52より）

強調しない点 強調する点

●すべての児童生徒を等 ●個々の児童生徒の興
しく扱うこと。教室全 味，能カ，経験，要求

体に対応する。 を理解し対応する。

●追従しなければならな ●選択したり柔軟に改訂

いカリキュラム 可能なカリキュラム

●児童生徒の獲得した情 ●児童生徒の理解と科学
報に焦点化 的知識・思考・探究の

過程の使用に焦点化

●講義，教科書，演示を ●児童生徒が具体的で発
通して科学的知識を提 展した科学探究を行な
供する。 得るように導くこと。

●獲得した知識について ●科学的議論やディベー

質問し，口頭で答えさ トを児童生徒間で行な
せること。 える機会を提供するこ

と。

●単元や章の最後で，事 ●児童生徒の理解につい
実に関する情報のテス て継続してアセスメン
トを行なう。 トを行なう。

●教師の責任と威厳を擁●児童生徒とともに，学
　護する。　　　　　　　習することへの責任を
　　　　　　　　　　　　共有する。

●競争を支持する。

●教師一人で行なう。

●協力しあい，責任を分
　かち合い，尊敬しあう

　学級コミュニティーを
　支持する。

●科学プログラムの質の
　向上のため，他の教師
　とともに働く。

表６　科学教師の専門性向上のスタンダードに

　おける強調点　　　　　　　　（NSES p72より）

強調しない点 強調する点●
科
学
と
教
授
論
と
の
分
離
。

●科学と教授論の統合。

●理論と実践の分離。 ●学校という状況での理論と実践の統合。

●個別の学習。 ●お互い助けあい協カしあう学習。

●ちぎれちぎれの単発の ●長い期間に渡り一貫し
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授業。 た計画。

●大学でのコースとワー ●専門職の質の向上のた
クショップ。 めの色々な活動。

●外部（学校外）の専門 ●学校内外の専門家の意
家の意見の重視。 見を取り入れる。

●教育者としての指導主 ●支援者，助言者，計画

事。 者としての指導主事。

●技能者としての教師。 ●知的で思慮深い実践家
としての教師。

●教授論を消費する者と ●教授論を新たに生みだ
しての教師。 していく者としての教

師。

●追従する者としての教 ●リーダーとしての教
師。 師。

●教室内での一個人とし ●協力し合う専門家集団
ての教師。 の一員としての教師。

●変化の的としての教 ●変化を促進し，かつ変

師。 化の源である教師。

表７　科学教育アセスメントスタンダードおけ
　　　る強調点　　　　　　　（NSES，p100より）

強調していない点 強調している点

●簡単に測定できるこ ●最も価値のあること

とに関するアセスメ についてのアセスメ
ント ント

●一つ一つの知識に関 ●よく構造化された知
るアセスメント 識に関するアセスメ

ント

●科学的知識に関する ●科学的な理解や科学
アセスメント 的な理由づけに関す

るアセスメント

●生徒が未知のことを ●生徒が既知のことを

学ぶことに関するア 関連させて学ぶこと

セスメント に関するアセスメン
ト

●上達したことだけに ●上達したことや学ぶ
関するアセスメント 機会についてのアセ

スメント

●教師による学期末の ●生徒が自分自身や友
アセスメント 人に対して絶え間な

く行うアセスメント

●学習評価の専門家だ ●教師が学校外アセス

けによる学校外アセ メントの開発に関わ
スメントの発展 ること

表８　科学教育内容スタンダードおける強調点
（NSES，P113より）

強調していない点 強調している点

●科学の内容を実証し ●科学的疑問を探究した

たり立証するための り分析したりするため
実験・観察 の実験・観察

●１時間内に限定した ●複数の時間帯に渡った

科学的探究 科学的探究活動

●文脈とは分離した科 ●文脈に対応した科学の

学の方法に伴なう技 方法に伴う技術
術

●観察する技術など ●複数の科学の方法に

の科学方法に伴う 伴う技術を同時に使
個々の技術の強調 用する事を強調

●正しい一つの答えを ●解釈を訂正したり，生
得ること み出したりするために

証拠を使ったり，作戦
を練る

●発見や実験を主とす ●議論や解釈を主とする
る科学 科学

●科学内容についての ●科学的解釈についての
疑問にたいして解答 意思の疎通

を与える

●個人やグループで結 ●結論の正当性について

論の正当性を理解す 主張した後で，グルー

る事無しにデータを プでデータをまとめた
まとめたり，分析をし り分析したりする

たりする

●時間を節約するため ●科学的理解や能カ，探
に，多くの内容を網羅 究活動の価値や科学的

するような代表的な 知識を発展させるため

いくつかの探究活動 に，もっと多くの探究
を行う。 活動を行う

●実験の結果として， ●実験の結果を科学論争

探究活動を締めくく や解釈に応用する

る

●教材や実験器具を管 ●科学的考えや情報を管
理する 理する

●個々の児童・生徒の ●児童・生徒の科学的考

科学的考えが個々人 えがクラス内はもちろ
に留まり，結論が教師 ん，公的な場で公開さ

に提出される れ相互交流される

表９　科学教育プログラムスタンダードおける
強調点　　　　　　　　　　　（NSES，p224より）

強調しない点

●異なった学年レベルの

　科学プログラムを1つ
　1つ独立して作成す
　る。

●カリキュラムや授業方
　法と関連しない評価方
　法を使用。

●本代としての現状維持
　資金の割り当て。

●教科書と講義にたよる
　カリキュラム。

強調する点

●科学教育プログラムを

　K－12の学年を通し
　て，関連，連携させて
　作成する。

●授業方法（教授法），ア

　セスメント，カリキュ
　ラムの相互提携。

●スタンダードにのっと
　った手作りの探究活動
　に必要な教材，教具等
　のための資金の割り当

　て。

●野外調査や探究を重ん
　じた実験のような，い
　ろいろな内容を含み，

　同時にスタンダードで
　支持されるカリキュラ

　ム。
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●日常生活と直接係らな
　い広い領域の事実の寄
　せ集めカリキュラム。

●他の教科から遊離した

　教科としての科学。

●科学が好きなグループ
　に科学を学ぶ機会を与
　える。

●科学教師の採用は限ら
　れた教師選考委員によ

　る。

●教師は孤立状態になっ

●児童生徒の日常生活に
　関連した自然事象や，

　科学と関連した社会的
　諸問題が含まれるカリ
　キュラム。

●数学や社会のような教
　科などと科学を結ぶこ

　と。

●すべての児童生徒に，

　科学を学ぶ機会，そし
　て，科学に挑戦するこ
　とを提供する。

●科学教師の採用に，成
　功した科学教師を選考
　メンバーに参加させる
　こと。

●教師に生涯教育の機会

ている。 と関係する人々との相

互交流の機会を提供
し，教師を専門家とし
て待遇する。

●競争原理を支持する。 ●学校全体の質の向上の

ために，チームとして

教師間の友好を深め
る。

●追従者としての教師。 ●意思決定者としての教
師。

　これらのスタンダードの基本的立場として構成主義（Constructivism）や生涯学習論が

根底にあるといえる（筆者の論点)。即ち，科学論と認知科学の中で合意できる内容や生涯

学習論を踏まえたシステミックな教育改革論が具体的に展開されている。いわゆる単なる

専門領域の細分化された科学教育の体系化ではなく，科学を技術との関係でとらえ，広く

人間社会との深い関係（STS）について再認識しようとしたものではないかということで

ある。これまでの科学をより大きな枠組みで捉えようとした努カの跡が見られることであ

る。すなわち，科学と技術と社会の相互関係が科学教育の基本的骨格として受け入れられ

たのである。さらに，構成主義とSTSを「科学」という教科だけで受けとめるのではなく，

学校教育全体及び地域のコミュニティの中で積極的に受け止めること(生涯学習の具現化)

がなけれぱならないとされている。

　全米科学教育スタンダードの登場により，科学・技術リテラシーとしてある程度コンセ

ンサスが得られたが，全米スタンダード化運動の中で，推進している人々の立場が微妙に

変化してきている。すなわち，"hire　standards"は企業人が質の高い労働カを望んでいる

ことを意味し，"higher　standards"は連邦政府や政治家がより高い（国際的に競争力のあ

る）学力を望んでいることを意味し，"high　standards"は教育者たちが構成主義にもとづ

いた質の高い学習を望んでいるのである。

７　今後の日本の科学教育課程への提言

　これまでのアメリカ合衆国が進める科学教育関連の教育改革の推進の分析から，今後の

日本の科学教育課程への提言を述べる。

　（１）科学技術リテラシーの見直しとその結果の共通理解の共有

　ここで述べる科学技術リテラシーとは，むしろ科学・テクノロジーリテラシーと書いた

ほうが正確である。本来，科学技術という言葉は日本における「Science ＆ Technology」

に対する日本語訳であるとさる。明らかに，日本においては，科学・技術・工学・科学技

術間の用語の混同があり，それも，教科書等の中で，明確な科学論，工学論がなされてい

ないことにもその原因があると考えられる。

　ここで重要なのは用語の問題よりも，日本が今後も科学や工学の分野で国際的な競争カ
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を保ちつつ創造的で，活発な研究を生み出し続けることである。そして，21世紀において，

大事なことは市民が科学やテクノロジーについて，深く関わらざるおえなくなることであ

る．それは，科学やテクノロジーの発展と市民の生活が大変近くなり，アカウンタビリテ

ィの発達，生涯学習の発達により，科学者や工学者がその研究内容や成果を分かりやすく

市民へ公示する義務がしばしぱ生ずるだけでなく，市民が研究費の決定に参加することに

なることが生じてくると予想できる。あらゆる職種で科学的，工学的な方法をもとに個々

の問題にたいして，意思決定していくことが要求されるようになる。

　上述のような状況を踏まえて，科学・技術リテラシーを見直す必要がある。科学者・工

学者等自然科学に関わるもの，科学教育に関わるもの，一般市民の代表者が素案作成委員

会のメンバーとなり素案を作成する。そして，結果を例えばすべての学術会議に登録して

いる科学関連学会に送り，修正をお願いする。同時に，日本全国の教育委員会等の教育関

連の公的組織にも送り，修正をお願いする。これらを総合的に纏めなおすことにより，よ

り広いコンセンサスが得られることになる。場合によっては，公聴会を開くことも重要で

ある。さらに，常に訂正改良できるシステムも構築しておく必要がある。

　（２）｢理科」を主要教科として認知し, 初等中等教育において, 毎日学習すること。

　1996年アメリカ合衆国の中学校２年生の全米での平均でほとんど毎日，科学の学習を

しているという現実から，総合的な学習の内容も視野に入れながら，今後の学習指導要領

の枠組みの中に，科学的なものの見方考え方をしっかり身に付ける時間の確保が必要であ

る。そういう意味で，｢理科」という教科名そのものの見直しも必要になるといえることは

もちろんのことである。「理科」とは何であったのか，これからの「理科」がどうあるべき

かは，前述の科学・技術リテラシーと対応してくる。

　（３）理科教師教育の抜本的改善

　科学・技術リテラシーのコンセンサスを作成していく一方で，新しい科学・テクノロジ

ーリテラシーの教育を行う教師教育をする必要がある。もし，アメリカ型のスタンダード

のようなものが合意されたならば，理科教師教育の体験的なプログラムを立ち上げる必要

が出てくる。各県からリーダーシップの取れる人材育成を，韓国政府が実行しているよう

に，定期的にアメリカ等の海外で体験的研修に参加し，それらのアセスメントをしっかり

行う必要があるのではないだろうか。日本における理科教師教育のありかたを実証的に再

構築する必要がある。現職教育のみならず，理科教員養成のあり方についてももう一度再

構築する必要がある。特に理科教育・科学教育は臨床的な部分があり，科学的な創造性を

高めるための方略や科学的な応用力を高める方略，科学的な学習を促進する状況作りの方

略等，日本における理科教育・科学教育の質的な向上のために乗り越えなければならない

点が山積みである。このような，教師教育の改善のために，アメリカにおけるアイゼンハ

ワー法のような法律が必要であり，それに基づいて予算が執行されるようにする必要があ

る。

　（４）理科教育学研究の質的な向上と海外研究者と対等に研究を進められる人材育成

　これまでの議論の中には明確に述べられていなかったが，諸外国では科学教育学が益々

推進され，国際的な研究開発も益々活発になりつつある(熊野2000)。多くのアジアの国々

の第一線の若手の科学教育研究者が欧米に留学し次々に学位を取得し，最先端の科学教育

学を身に付け，本国に戻られてからも具体的な研究や実践を行い，国際的な科学教育関連

－99－



学会にて公表し続けている。一方，日本の科学教育研究が海外に出され，さらに，引用さ

れて研究が深められることは極めて稀である。その一方で，アジアの他の諸外国の研究が

引用されることが着実に増えている。このことは，即急に対処しなければならない。

　（５）生涯学習の視点からの理科教育の見直し

　ＯＥＣＤによってまとめられた，｢すべての人々のための生涯学習｣（1996)では，日本を

初めとするＯＥＣＤの国々の今後の教育における最重要課題としてノンフォーマルな教育

が前面に出されている。この中で，特に注意を要する点は今後の教育の改革は，単に既存

のフォーマルな教育の改革ではなく，生涯学習社会を骨組みとしたシステミックな教育改

革であり，生まれてから死ぬまでの学習社会の構築であるとしたことである。この考えは

アメリカの全米科学教育スタンダードのプログラムスタンダードやシステムスタンダード

に対応するのである。そういう意味で，21世紀の新しい科学教育の教育課程の枠組み作り

は，より組織的なフォーマル科学・技術教育のみならず，ノンフォーマル科学・技術教育を

どのように形成するかが，個々の国や地域の課題となるといえるのである。もちろん，そ

の前提条件として以下の事が準備されている必要がある。

　特に，ノンフォーマルな科学学習に誰が参加しているのか。誰が参加しないのか。それ

は，なぜであるか。また，子どもたちのノンフォーマルな科学学習を大人はどのように支

援しているのか，または，どのように壁を形成しているのか。さらに，ノンフォーマルな

科学学習への参加者は，どのような期待や予想を持ってプログラムを経験するのか。そし

て，経験の結果，何を学習したと認識しているのか。ノンフォーマルな科学学習を積み重

ねることが，個人へどのような影響を及ぼすのか等である。これらの科学教育研究課題は

我が国にとっても，あまりしっかりした研究はなされていないといえる。
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Appendix（別表１：科学教育の内容基準）

探究としての科学 物理科学 生命科学

◆自然科学の調査のための疑問の明確化 ◆物性の特性 ◆細胞と多細胞生物
◆自然科学の調査を企画し，実行する ◆物体の粒子モデ ◆遺伝，生殖，発育
◆データを集め，分析し，解釈するための適切な器具と技術を ル ◆生物の多様性と適
用いる ◆運動と運動の変 応

5-8 ◆証拠に基づいた解釈や複数のモデルを組み立てる 化 ◆生態系と生物
◆証拠と解釈の関係について，批判的かつ論理的に思考する ◆エネルギーの変
◆別の解釈や方法を認め，それらについて分析する 換

◆科学の方法や解釈についてコムニケーションをはかる

探究としての科学 物理科学 生命科学

科学的な調査に導く疑問と概念を明らかにする ◆物性の構造 ◆構造と機能の多様
9-12 自然科学の調査の全行程とコミュニケーションを企画し，実 ◆化学的相互作用 性

行する ◆カと運動 ◆生命単位としての
調査を改善するため技術を使用する ◆エネルギーの保 細胞と多細胞生物
論理と証拠を用いながら，科学的解釈と複数のモデルを組み 存と伝達 の形成

立てたり修正する ◆遺伝の原理

別の解釈やモデルを認め，それらについて分析する ◆生命の進化

科学的な議論を通して意思の疎通をすると共に，正当性を主 ◆物質とエネルギー
張する ◆人口と相互依存

歴史上のあるいは現在の科学の探究について分析できる

地球および宇宙科学 科学と技術（科学技術） 科学と社会的挑戦

◆地球システムにおける相互作用 ◆技術の企画過程 ◆社会における人口，資源，環境
と環境 ◆科学と技術の関係 ◆天災　◆技術と社会

5-8 ◆地球の歴史 ◆科学の探究と技術の企画の類似 ◆リスクと利益
◆太陽系の中の地球 点と相違点 ◆個人的な意思決定
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別表１科学教育の内容基準（続き）

9-12
◆地球システムにおける物質とエ
ネルギー

◆地球システムの進化
◆宇宙の中の地球
◆地球システムの地球化学的過程
と循環

◆技術の本質

◆技術の企画過程
◆科学と技術の相互作用
◆科学と技術の類似点と相違点

◆人口増加　◆天然資源
◆環境の質の低下
◆天災と人災
◆共同体としての健康
◆地球規模の変化
◆科学，技術と公共政策

科学の歴史と本質 科学の概念と方法の統合

◆科学の探究 ◆システム　◆測定　　　　◆構成
◆人類の努カとしての科学 ◆モデル　　◆形態と機能　◆尺度

5－8 ◆科学と社会 ◆相互作用　◆応用（適応）

◆解釈　　　◆変化

◆科学の探究　◆科学知識の本質

9－12 ◆科学的解釈　◆科学史における革 同上

命
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「教科等の構成と開発に関する調査研究」
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